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１章 基準適合性 
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1-1

１．基本方針 

１．１ 要求事項の整理 

外部からの衝撃による損傷の防止について，事業指定基準規則と再処理

施設安全審査指針の比較並びに当該指針を踏まえたこれまでの許認可実績

により，事業指定基準規則第九条において追加された要求事項を整理する。

（第９．１表（航空機落下）） 
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1
-
2

第
９
．
１
表
（
航
空
機
落
下
）
 

事
業
指
定
基
準
規
則
第
九
条
と
再
処
理
施
設
安
全
審
査
指
針
 

比
較
表
（
１
／
５
）

事
業
指
定
基
準
規
則

第
九
条
（
外
部
か
ら
の
衝
撃
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

再
処
理
施
設
安
全
審
査
指
針

備
 

考

１
 

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

は
、

想
定

さ
れ

る
自

然
現

象

（
地

震
及

び
津

波
を

除
く

。
次

項
に

お
い

て
同

じ
。

）
が

発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
も

安
全

機
能

を
損

な
わ

な
い

も
の

で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
解
釈
）

１
 第

９
条

は
、

設
計

基
準

に
お

い
て

想
定

さ
れ

る
自

然
現

象

（
地

震
及

び
津

波
を

除
く

。
）

に
対

し
て

、
安

全
機

能
を

有

す
る

施
設

が
安

全
機

能
を

損
な

わ
な

い
た

め
に

必
要

な
重

大

事
故
等
対
処
設
備
へ
の
措
置
を
含
む
。

２
 第

１
項

に
規

定
す

る
「

想
定

さ
れ

る
自

然
現

象
」

と
は

、
敷

地
の

自
然

環
境

を
基

に
、

洪
水

、
風

（
台

風
）

、
竜

巻
、

凍

結
、

降
水

、
積

雪
、

落
雷

、
地

滑
り

、
火

山
の

影
響

、
生

物

学
的
事
象
、
森
林
火
災
等
を
い
う
。

３
 第

１
項

に
規

定
す

る
「

想
定

さ
れ

る
自

然
現

象
（

地
震

及
び

津
波

を
除

く
。

次
項

に
お

い
て

同
じ

。
）

が
発

生
し

た
場

合

に
お

い
て

も
安

全
機

能
を

損
な

わ
な

い
も

の
」

と
は

、
設

計

上
の

考
慮

を
要

す
る

自
然

現
象

又
は

そ
の

組
合

せ
に

遭
遇

し

た
場

合
に

お
い

て
、

自
然

事
象

そ
の

も
の

が
も

た
ら

す
環

境

条
件

及
び

そ
の

結
果

と
し

て
当

該
施

設
で

生
じ

得
る

環
境

条

件
に

お
い

て
、

そ
の

設
備

が
有

す
る

安
全

機
能

が
達

成
さ

れ

る
こ
と
を
い
う
。

指
針

1.
基
本
的
立
地
条
件

 
 

事
故

の
誘

因
を

排
除

し
、

災
害

の
拡

大
を

防
止

す
る

観

点
か

ら
、

再
処

理
施

設
の

立
地

地
点

及
び

そ
の

周
辺

に
お

け
る

以
下

の
事

象
を

検
討

し
、

安
全

確
保

上
支

障
が

な
い

こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

1.
自
然
環
境

(1
)地

震
、

津
波

、
地

す
べ

り
、

陥
没

、
台

風
、

高
潮

、

洪
水
、
異
常
寒
波
、
豪
雪
等
の
自
然
現
象

(2
)地

盤
、
地
耐
力
、
断
層
等
の
地
質
及
び
地
形
等

(3
)風

向
、
風
速
、
降
雨
量
等
の
気
象

(4
)河

川
、
地
下
水
等
の
水
象
及
び
水
理

（
解
説
）

1 
自

然
環

境
及

び
社

会
環

境
に

つ
い

て
、

申
請

者
が

行

っ
た

文
献

調
査

及
び

現
地

調
査

の
結

果
を

、
建

物
・

構
築

物
の

配
置

を
含

む
設

計
の

妥
当

性
の

判
断

及
び

各
種

の
評

価
に

用
い

る
こ

と
が

適
切

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

ほ

か
、

必
要

に
応

じ
現

地
調

査
等

を
行

い
、

申
請

者
の

行
っ

た
各
種
の
調
査
結
果
の
確
認
を
行
う
も
の
と
す
る
。

追
加
要
求
事
項
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1
-
3

第
９
．
１
表
（
航
空
機
落
下
）
 

事
業
指
定
基
準
規
則
第
九
条
と
再
処
理
施
設
安
全
審
査
指
針
 

比
較
表
（
２
／
５
）

事
業
指
定
基
準
規
則

第
九
条
（
外
部
か
ら
の
衝
撃
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

再
処
理
施
設
安
全
審
査
指
針

備
 

考

指
針

14
 
地
震
以
外
の
自
然
現
象
に
対
す
る
考
慮

 

1 
再

処
理

施
設

に
お

け
る

安
全

上
重

要
な

施
設

は
、

再

処
理

施
設

の
立

地
地

点
及

び
そ

の
周

辺
に

お
け

る
自

然
環

境
を

も
と

に
津

波
、

地
す

べ
り

、
陥

没
、

台
風

、
高

潮
、

洪
水

、
異

常
寒

波
、

豪
雪

等
の

う
ち

予
想

さ
れ

る
も

の
を

設
計
基
礎
と
す
る
こ
と
。

2 
こ

れ
ら

の
設

計
基

礎
と

な
る

事
象

は
、

過
去

の
記

録

の
信

頼
性

を
十

分
考

慮
の

う
え

、
少

な
く

と
も

こ
れ

を
下

回
ら

な
い

苛
酷

な
も

の
で

あ
っ

て
、

妥
当

と
み

な
さ

れ
る

も
の
を
選
定
す
る
こ
と
。

3 
過

去
の

記
録

、
現

地
調

査
の

結
果

等
を

参
考

に
し

て

必
要

の
あ

る
場

合
に

は
、

異
種

の
自

然
現

象
を

重
畳

し
て

設
計
基
礎
と
す
る
こ
と
。

前
記
の
と
お
り
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1
-
4

第
９
．
１
表
（
航
空
機
落
下
）
 

事
業
指
定
基
準
規
則
第
九
条
と
再
処
理
施
設
安
全
審
査
指
針
 

比
較
表
（
３
／
５
）

事
業
指
定
基
準
規
則

第
九
条
（
外
部
か
ら
の
衝
撃
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

再
処
理
施
設
安
全
審
査
指
針

備
 

考

２
 安

全
上

重
要

な
施

設
は

、
当

該
安

全
上

重
要

な
施

設
に

大
き

な
影

響
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

が
あ

る
と

想
定

さ
れ

る
自

然
現

象

に
よ

り
当

該
安

全
上

重
要

な
施

設
に

作
用

す
る

衝
撃

及
び

設

計
基

準
事

故
時

に
生

ず
る

応
力

を
適

切
に

考
慮

し
た

も
の

で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
解
釈
）

１
 第

９
条

は
、

設
計

基
準

に
お

い
て

想
定

さ
れ

る
自

然
現

象

（
地

震
及

び
津

波
を

除
く

。
）

に
対

し
て

、
安

全
機

能
を

有

す
る

施
設

が
安

全
機

能
を

損
な

わ
な

い
た

め
に

必
要

な
重

大

事
故
等
対
処
設
備
へ
の
措
置
を
含
む
。

４
 第

２
項

に
規

定
す

る
「

大
き

な
影

響
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

が
あ

る
と

想
定

さ
れ

る
自

然
現

象
」

と
は

、
対

象
と

な
る

自
然

現

象
に

対
応

し
て

、
最

新
の

科
学

的
技

術
的

知
見

を
踏

ま
え

て

適
切

に
予

想
さ

れ
る

も
の

を
い

う
。

な
お

、
過

去
の

記
録

、

現
地

調
査

の
結

果
、

最
新

知
見

等
を

参
考

に
し

て
、

必
要

の

あ
る

場
合

に
は

、
異

種
の

自
然

現
象

を
重

畳
さ

せ
る

も
の

と

す
る
。

５
 第

２
項

に
規

定
す

る
「

適
切

に
考

慮
し

た
も

の
」

と
は

、
大

き
な

影
響

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
が

あ
る

と
想

定
さ

れ
る

自
然

現

象
に

よ
り

安
全

上
重

要
な

施
設

に
作

用
す

る
衝

撃
及

び
設

計

基
準

事
故

が
発

生
し

た
場

合
に

生
じ

る
応

力
を

単
純

に
加

算

す
る

こ
と

を
必

ず
し

も
要

求
す

る
も

の
で

は
な

く
、

そ
れ

ぞ

れ
の

因
果

関
係

及
び

時
間

的
変

化
を

考
慮

し
て

適
切

に
組

み

合
わ
せ
た
場
合
を
い
う
。

指
針

14
 
地
震
以
外
の
自
然
現
象
に
対
す

る
考
慮

 

1 
再

処
理

施
設

に
お

け
る

安
全

上
重

要
な

施
設

は
、

再

処
理

施
設

の
立

地
地

点
及

び
そ

の
周

辺
に

お
け

る
自

然
環

境
を

も
と

に
津

波
、

地
す

べ
り

、
陥

没
、

台
風

、
高

潮
、

洪
水

、
異

常
寒

波
、

豪
雪

等
の

う
ち

予
想

さ
れ

る
も

の
を

設
計
基
礎
と
す
る
こ
と
。

2 
こ

れ
ら

の
設

計
基

礎
と

な
る

事
象

は
、

過
去

の
記

録

の
信

頼
性

を
十

分
考

慮
の

う
え

、
少

な
く

と
も

こ
れ

を
下

回
ら

な
い

苛
酷

な
も

の
で

あ
っ

て
、

妥
当

と
み

な
さ

れ
る

も
の
を
選
定
す
る
こ
と
。

3 
過

去
の

記
録

、
現

地
調

査
の

結
果

等
を

参
考

に
し

て

必
要

の
あ

る
場

合
に

は
、

異
種

の
自

然
現

象
を

重
畳

し
て

設
計
基
礎
と
す
る
こ
と
。

追
加
要
求
事
項

7



1
-
5

第
９
．
１
表
（
航
空
機
落
下
）
 

事
業
指
定
基
準
規
則
第
九
条
と
再
処
理
施
設
安
全
審
査
指
針
 

比
較
表
（
４
／
５
）

事
業
指
定
基
準
規
則

第
九
条
（
外
部
か
ら
の
衝
撃
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

再
処
理
施
設
安
全
審
査
指
針

備
 

考

３
 安

全
機

能
を

有
す

る
施

設
は

、
工

場
等

内
又

は
そ

の
周

辺
に

お
い

て
想

定
さ

れ
る

再
処

理
施

設
の

安
全

性
を

損
な

わ
せ

る

原
因

と
な

る
お

そ
れ

が
あ

る
事

象
で

あ
っ

て
人

為
に

よ
る

も

の
（

故
意

に
よ

る
も

の
を

除
く

。
）

に
対

し
て

安
全

機
能

を

損
な
わ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
解
釈
）

１
 第

９
条

は
、

設
計

基
準

に
お

い
て

想
定

さ
れ

る
自

然
現

象

（
地

震
及

び
津

波
を

除
く

。
）

に
対

し
て

、
安

全
機

能
を

有

す
る

施
設

が
安

全
機

能
を

損
な

わ
な

い
た

め
に

必
要

な
重

大

事
故
等
対
処
設
備
へ
の
措
置
を
含
む
。

６
 第

３
項

は
、

設
計

基
準

に
お

い
て

想
定

さ
れ

る
再

処
理

施
設

の
安

全
性

を
損

な
わ

せ
る

原
因

と
な

る
お

そ
れ

が
あ

る
事

象

で
あ

っ
て

人
為

に
よ

る
も

の
（

故
意

に
よ

る
も

の
を

除

く
。

）
に

対
し

て
、

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

が
安

全
機

能

を
損

な
わ

な
い

た
め

に
必

要
な

重
大

事
故

等
対

処
設

備
へ

の

措
置
を
含
む
。

指
針

1 
基
本
的
立
地
条
件

 
事

故
の

誘
因

を
排

除
し

、
災

害
の

拡
大

を
防

止
す

る
観

点

か
ら

、
再

処
理

施
設

の
立

地
地

点
及

び
そ

の
周

辺
に

お
け

る
以

下
の

事
象

を
検

討
し

、
安

全
確

保
上

支
障

が
な

い
こ

と
を
確
認
す
る
こ
と
。

2 
社
会
環
境

 
(1

)
近
接
工
場
に
お
け
る
火
災
、
爆
発
等

(2
)

航
空
機
事
故
等
に
よ
る
飛
来
物
等

(3
)

水
の

利
用

状
況

、
飲

食
物

の
生

産
・

流
通

状
況

、

人
口
分
布
状
況
等

（
解
説
）

2
 

社
会

環
境

に
関

す
る

事
象

と
し

て
注

目
す

べ
き

点

は
、

近
接

工
場

に
お

け
る

事
故

及
び

航
空

機
に

係
る

事
故

で
あ
る
。

近
接

工
場

に
お

け
る

事
故

に
つ

い
て

は
、

事
故

の
種

類

と
施

設
ま

で
の

離
隔

距
離

と
の

関
連

に
お

い
て

そ
の

影
響

を
評

価
し

た
上

で
、

必
要

な
場

合
、

安
全

上
重

要
な

施
設

が
適
切
に
保
護
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認

す
る
こ
と
。

航
空

機
に

係
る

事
故

に
つ

い
て

は
、

航
空

機
に

係
る

施

設
の

事
故

防
止

対
策

と
し

て
、

航
空

機
の

施
設

上
空

の
飛

行
制

限
等

を
勘

案
の

上
、

そ
の

発
生

の
可

能
性

に
つ

い
て

評
価

し
た

上
で

、
必

要
な

場
合

は
、

安
全

上
重

要
な

施
設

の
う

ち
特

に
重

要
と

判
断
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れ

る
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適

切
に
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護
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れ
て
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る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
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追
加
要
求
事
項
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子
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率
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14
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07
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４
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日

原
子

力
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全
・

保
安
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に
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に
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す
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８
 第

３
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規
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る
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安
全
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損

な
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と

は
、

想
定

さ
れ

る
偶

発
的

な
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部
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に
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却
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掃
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火

災
・
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止
、

臨
界

防
止

等
の

安

全
機
能
を
損
な
わ
な
い
こ
と
を
い
う
。

前
記
の
と
お
り
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１．２ 要求事項に対する適合性 

(1) 外部からの衝撃による損傷の防止

安全機能を有する施設は，敷地内又はその周辺の自然環境を基に想定

される洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，積雪，落雷，地滑り，火山

の影響，生物学的事象，森林火災等の自然現象（地震及び津波を除く。）

又は地震及び津波を含む組合せに遭遇した場合において，自然現象そのも

のがもたらす環境条件及びその結果として再処理施設で生じ得る環境条件

においても，安全機能を損なわない設計とする。

なお，敷地内又はその周辺で想定される自然現象のうち，洪水，地滑

りについては，立地的要因により設計上考慮する必要はない。

上記に加え，安全上重要な施設は，最新の科学的技術的知見を踏まえ，

当該安全上重要な施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自

然現象により当該安全上重要な施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に

生ずる応力を，それぞれの因果関係及び時間的変化を考慮して適切に組み

合わせた条件においても，安全機能を損なわない設計とする。

また，安全機能を有する施設は，敷地内又はその周辺の状況を基に想

定される飛来物（航空機落下等），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，

有毒ガス，船舶の衝突，電磁的障害等のうち再処理施設の安全性を損なわ

せる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意によるも

のを除く。）（以下「人為事象」という。）に対して安全機能を損なわない

設計とする。

なお，敷地内又はその周辺の状況を基に想定される人為事象のうち，

ダムの崩壊，船舶の衝突については，立地的要因により設計上考慮する必

要はない。

自然現象及び人為事象の組み合わせについては，地震，津波，風（台

10
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風），竜巻，凍結，降水，積雪，火山の影響，生物学的事象，森林火災等

を考慮する。これらの事象が単独で発生した場合の影響と比較して，複数

の事象が重畳することで影響が増長される組合せを特定し，その組合せの

影響に対しても安全機能を損なわない設計とする。

ここで，想定される自然現象及び人為事象に対して，安全機能を有す

る施設が安全機能を損なわないために必要な安全機能を有する施設以外の

施設又は設備等（重大事故等対処設備を含む。）への措置を含める。

また，想定される自然現象及び人為事象の発生により，再処理施設に

重大な影響を及ぼすおそれがあると判断した場合は，必要に応じて使用済

燃料の再処理を停止する等，再処理施設への影響を軽減するための措置を

講ずるよう手順を整備する。

(2) 航空機落下

再処理施設の上空には三沢特別管制区があり，南方向約10ｋｍの位置に

は三沢対地訓練区域がある。三沢対地訓練区域で対地射爆撃訓練飛行中

の航空機が施設に墜落する可能性は極めて小さいが，当区域で多くの訓

練飛行が行われているという立地地点固有の社会環境等を配慮し，仮に

訓練飛行中の航空機が施設に墜落することを想定したときに，公衆に対

して著しい放射線被ばくのリスクを与えるおそれのある施設は，航空機

に対して貫通が防止でき，かつ，航空機による衝撃荷重に対して健全性

が確保できる堅固な建物・構築物で適切に保護する等，安全確保上支障

がないように設計する。建物・構築物の防護設計においては，余裕を考

慮し，航空機総重量20ｔ，速度150ｍ／ｓから求まる衝撃荷重を用いる。 

上記の防護設計を踏まえ，「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率

の評価基準について」等に基づき，再処理施設への航空機落下確率を評価
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した結果，防護設計の要否判断基準を超えないことから，追加の防護設計

は必要ない。 
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１．３ 規則への適合性 

（外部からの衝撃による損傷の防止） 

第九条 安全機能を有する施設は，想定される自然現象（地震及び津

波を除く。次項において同じ。）が発生した場合においても安全機能

を損なわないものでなければならない。 

２ 安全上重要な施設は，当該安全上重要な施設に大きな影響を及ぼす

おそれがあると想定される自然現象により当該安全上重要な施設に作

用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる応力を適切に考慮したもので

なければならない。 

３ 安全機能を有する施設は，工場等内又はその周辺において想定され

る再処理施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であ

って人為によるもの（故意によるものを除く。）に対して安全機能を

損なわないものでなければならない。 

適合のための設計方針 

第１項及び第２項について 

省略。 

第３項について 

安全機能を有する施設は，再処理施設内又はその周辺において想定

される人為事象に対して安全性を損なわない設計とする。 

(1) 航空機落下

航空機落下評価ガイド等に基づき，工程単位で航空機落下に対する
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防護設計の要否を確認することとし，安全機能を有する施設のうち安

全上重要な施設を収納する建屋及び安全機能の維持に必要な施設を対

象に航空機落下確率評価を行った。 

建物全体を外壁及び屋根により保護する設計とする建物・構築物に

ついては１／10の係数を適用した。 

最大の標的面積となるウラン・プルトニウム混合脱硝のウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋及び安全機能の維持に必要な施設を対象とし

た場合，計器飛行方式民間航空機の航空機落下確率は 2.3×10-10

（回／年），自衛隊機又は米軍機の航空機落下確率は 4.5×10－８

（回／年），航空機落下確率の総和は，4.6×10－８（回／年）となり，

防護設計の判断基準である 10－７（回／年）を超えないことから，追

加の防護設計は必要ない。 

14



2-1

２．航空機落下に対する防護設計の基本方針 

再処理施設の上空には三沢特別管制区があり，南方向約 10ｋｍの位置

には三沢対地訓練区域がある。三沢対地訓練区域で対地射爆撃訓練飛行

中の航空機が施設に墜落する可能性は極めて小さいが，当区域で多くの

訓練飛行が行われているという立地地点固有の社会環境等を配慮し，仮

に訓練飛行中の航空機が施設に墜落することを想定したときに，公衆に

対して著しい放射線被ばくのリスクを与えるおそれのある施設は，航空

機に対して貫通が防止でき，かつ，航空機による衝撃荷重に対して健全

性が確保できる堅固な建物・構築物で適切に保護する等，安全確保上支

障がないように設計する。 

上記の防護設計を踏まえ，航空機落下確率評価に当たっては「実用発

電用原子炉施設への航空機落下確率の評価基準について」（平成 14・07・

29 原院第４号（平成 14 年７月 30 日 原子力安全・保安院制定））（以下

「航空機落下評価ガイド」という。）等に基づき，施設に対する追加の防

護設計の要否を確認する。 

安全機能を有する施設は，その重要度に応じてその機能を確保するこ

とが要求されていること，安全機能を有する施設のうち安全上重要な施

設はその機能の喪失により公衆及び従事者に過度の放射線被ばくを及ぼ

すおそれがあること，並びに安全機能を有する施設は冷却，水素掃気，

火災･爆発の防止，臨界防止等の安全機能を損なわないことを要求されて

いることから，安全機能を有する施設のうち安全上重要な施設を収納す

る建屋及び安全機能の維持に必要な施設を航空機落下確率の評価対象と

する。 

【補足説明資料２－２】 
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２．１ 航空機落下に対する防護設計の要否確認の対象の選定 

航空機落下評価ガイド等に基づき，航空機落下に対する防護設計の要

否を確認する。 

再処理施設は，使用済燃料の受入れ・貯蔵，前処理，分離，精製等の

工程ごとに安全機能が独立して複数の建屋で構成されていることから，工

程単位で評価を行う。 

航空機落下に対する追加の防護設計の要否確認の対象として，安全機

能を有する施設は，その重要度に応じてその機能を確保することが要求さ

れていること，安全機能を有する施設のうち安全上重要な施設はその機能

の喪失により公衆及び従事者に過度の放射線被ばくを及ぼすおそれがある

こと，並びに安全機能を有する施設は冷却，水素掃気，火災･爆発の防止，

臨界防止等の安全機能を損なわないことを要求されていることから，安全

機能を有する施設のうち安全上重要な施設を選定する。 

２．２ 評価対象とする航空機落下事故の選定 

航空機落下については，航空機落下評価ガイドに基づき，航空機落下

事故の分類ごとに航空機落下確率評価の要否を確認する。 

【補足説明資料２－１】 

(1) 計器飛行方式民間航空機の落下事故

ａ．飛行場での離着陸時における落下事故について，再処理施設周辺に立

地する三沢空港の滑走路端から滑走路方向に対して±60°の扇型区域か

ら外れることから，航空機落下確率評価は不要とする。 

ｂ．航空路を巡航中の落下事故について，再処理施設上空に航空法第37条

16



2-3

に基づく航空路の指定に関する告示により指定されている航空路は存在

しないが，航空路誌（ＡＩＰ）に掲載された直行経路ＭＩＳＡＷＡ（Ｍ

ＩＳ）－ＣＨＩＴＯＳＥ（ＺＹＴ）が存在することから，当該直行経路

を計器飛行方式民間航空機が飛行することを想定し，航空機落下確率評

価を行う。 

(2) 有視界飛行方式民間航空機の落下事故

再処理施設上空の三沢特別管制区は，航空法第94条の２により計器飛

行方式によらなければ飛行してはならないとされていることから，航空

機落下確率評価は不要とする。 

(3) 自衛隊機又は米軍機の落下事故

ａ．訓練空域内で訓練中及び訓練空域外を飛行中の落下事故について，再処

理施設の上空に訓練空域は存在しないことから，訓練空域外を飛行中の

落下事故について，航空機落下確率評価を行う。 

ｂ．基地－訓練空域間往復時の落下事故について，再処理施設は，基地－訓

練空域間の往復の想定飛行範囲内に位置しないことから，航空機落下確

率評価は不要とする。 
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３．評価対象とする航空機落下事故 

評価対象とする航空機落下事故は，国内における落下事故とし，対象期

間は計器飛行方式民間航空機については平成11年１月から平成30年12月

※１までの 20年間，自衛隊機又は米軍機については平成 11年４月から平成

31 年３月※２までの 20 年間とする。 

※１ 平成 11 年１月から平成 29 年 12 月での期間は「航空機落下事故に

関するデータ（平成 10～29 年) 令和元年 12 月 原子力規制庁 長官

官房技術基盤グループ」，平成 30 年１月から平成 30 年 12 月までの期

間は「国土交通省 運輸安全委員会 報告書」検索結果による。 

※２ 平成 11 年４月から平成 29 年 12 月での期間は「航空機落下事故に

関するデータ（平成 10～29 年） 令和元年 12 月 原子力規制庁 長

官官房技術基盤グループ」，平成 30 年１月から平成 31 年３月までの期

間は「文林堂 航空ファン（no.783-798)」による。 

(1) 計器飛行方式民間航空機の落下事故

対象期間において，航空路を巡航中の落下事故は発生していないが，安

全側に事故件数を 0.5 回とする。 

(2) 自衛隊機又は米軍機の落下事故

航空機落下評価ガイドの「有視界飛行方式民間航空機の落下事故」の落

下確率評価においては，「小型機では機体重量，飛行速度，落下時の衝撃

力（荷重），衝突時の衝突面積が大型機に比べて小さいこと，一般に格納

容器や原子炉建屋が堅固な構築物であること等から原子炉施設に落下した

場合においてもその影響を及ぼす原子炉施設の範囲が大型機の落下に比べ
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て著しく小さくなることを考慮する。」とされており，対象航空機の種類

による係数を用いて航空機落下確率を評価することとされている。 

一方，再処理施設は，再処理施設の南方向約10ｋｍに三沢対地訓練区域

があり，自衛隊機及び米軍機が訓練を行っていることから，Ｆ－16等が再

処理施設に衝突した場合でも，鉄筋コンクリート版等の機体全体の衝突に

よる全体的な破壊及びエンジンの衝突による局部的な破壊（貫通及び裏面

剥離）により安全上重要な施設の安全機能が損なわれないよう，原則とし

て建物全体を外壁及び屋根により保護する設計とする。防護設計を行う建

物・構築物及び防護方法について第９．２表（航空機落下）に示す。 

【補足説明資料３－１】 

これらを踏まえ，再処理施設のうち建物全体を外壁及び屋根により保護

する設計とする建物・構築物に対する航空機落下確率評価においては，航

空機落下評価ガイドの「有視界飛行方式民間航空機の落下事故」の落下確

率評価を参考とし，航空機の衝突による影響がＦ－16等と同程度かそれ以

下の航空機については，有視界飛行方式民間航空機の落下確率を求める際

に小型機に対して用いる１／10の係数を適用する。 

係数を適用する場合の条件を以下に示す。 

【補足説明資料３-２】 

《機体全体の衝突による全体的な破壊》 

・ 全体的な破壊に用いる衝撃荷重の設定要素となる機体重量及び速度の

いずれもＦ－16等の防護設計条件を下回る場合は係数を適用する。 
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《エンジンの衝突による局部的な破壊》 

・ 局部的な破壊に用いる貫通限界厚さ及び裏面剥離限界厚さの算定要

素となるエンジン重量及び速度のいずれもＦ－16 等の防護設計条件を

下回る場合は係数を適用する。 

評価対象とする航空機落下事故は，自衛隊機 10 回（うち８回が係数適

用）及び米軍機３回（うち２回が係数適用）となる。 

【補足説明資料３－３】 

20



3-4

第９．２表（航空機落下） 防護設計を行う建物・構築物及び防護方法 

防護設計を行う建物・構築物 防 護 方 法 

使用済燃料輸送容器管理建屋 
使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫

を壁等により防護する。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

前処理建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

分離建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

精製建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

ウラン脱硝建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

ウラン酸化物貯蔵建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

高レベル廃液ガラス固化建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

第１ガラス固化体貯蔵建屋 
貯蔵区域及び受入れ室を壁等により保護す

る。 

低レベル廃液処理建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

低レベル廃棄物処理建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

ハル・エンド ピース貯蔵建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

第２低レベル廃棄物貯蔵建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

制御建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

分析建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

非常用電源建屋 
電気室を壁等により保護する。第２非常用

ディーゼル発電機は分離配置を行う。 

冷却水設備の安全冷却水系 分離配置を行う。 
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（つづき） 

防護設計を行う建物・構築物 防 護 方 法 

洞 道 

・分離建屋と高レベル廃液ガラス固化建屋を接続する洞

道

・洞道を堅固な構造とする。

・分離建屋，精製建屋，ウラン脱硝建屋，ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋，低レベル廃液処理建屋，低レ

ベル廃棄物処理建屋及び分析建屋を接続する洞道のう

ち，低レベル廃液処理建屋に接続する東側の洞道並び

にウラン脱硝建屋及びウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋に接続する洞道を除く部分

・洞道を堅固な構造とする。

・精製建屋とウラン脱硝建屋を接続する洞道 ・洞道を堅固な構造とする。

・精製建屋とウラン・プルトニウム混合脱硝建屋を接続

する洞道

・洞道を堅固な構造とする。

・ウラン脱硝建屋とウラン酸化物貯蔵建屋を接続する洞

道

・洞道を堅固な構造とする。

・高レベル廃液ガラス固化建屋と第１ガラス固化体貯蔵

建屋を接続する洞道

・洞道を堅固な構造とする。

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋と冷却水設備の安全冷却

水系を接続する洞道

・分離配置を行う。

・前処理建屋，分離建屋，精製建屋，高レベル廃液ガラ

ス固化建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，制

御建屋，非常用電源建屋，冷却水設備の安全冷却水

系，主排気筒及び主排気筒管理建屋を接続する洞道の

うち，安全上重要な施設としての排気ダクト又は主排

気筒の排気筒モニタに接続する非常用所内電源ケーブ

ルのみを収納する洞道を除く部分

・冷却水設備の安全冷却水系に接続する部

分は分離配置し，その他は洞道を堅固な

構造とする。
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４．標的面積の設定 

再処理施設は，使用済燃料の受入れ・貯蔵，前処理，分離，精製等の工

程ごとに安全機能が独立して複数の建屋で構成されていることから，追加

の防護設計の要否判断は工程単位で行う。具体的には，前処理建屋等の安

全上重要な施設を収納する建屋ごとに，当該建屋の面積及びその施設の安

全機能の維持に必要な施設（安全冷却水系冷却塔，非常用電源建屋及び制

御建屋等）の面積を合算したものを標的面積とする。 

また，安全圧縮空気系，安全冷却水系，非常用所内電源系統，主排気筒，

安全保護回路及び安全上重要な計測制御系の安全上重要な施設に係る建

物・構築物間に敷設する配管，ダクト及びケーブルについては，地下に位

置する洞道内にあり，航空機落下の影響を受けるおそれがないことから標

的面積には含めない。 

安全機能を維持する観点で含める安全上重要な施設の選定結果を第９．

３表（航空機落下）に，選定した安全上重要な施設に係る建物・構築物を

９．４表（航空機落下）に，また，建物・構築物の面積を第９．５表（航

空機落下）及び第９．６表（航空機落下）に示す。 

工程単位で安全上重要な施設を収納する建屋及び安全機能の維持に必要

な施設並びに標的面積を第９．７表（航空機落下）に示す。 

第９．７表（航空機落下）に示すとおり，ウラン・プルトニウム混合脱

硝を対象としたウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び安全機能の維持に

必要な施設の面積を合算した場合の 0.043ｋｍ２が最大の標的面積となる。

そのうち，建物全体を外壁及び屋根により保護する設計とする建物・構築

物については，１／10 の係数を適用して評価し，標的面積は 0.031ｋｍ２

となる。一方，建物全体を外壁及び屋根により保護する設計としない建
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物・構築物については，１／10 の係数を適用せずに評価し，標的面積は

0.012ｋｍ２となる。 

【補足説明資料４－１】 
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4-5

第９．５表（航空機落下） 安全上重要な施設を収納する建屋の面積 

安全上重要な施設を収納する建屋 面積（ｍ２） 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 9400 

前処理建屋 6000 

分離建屋 5700 

精製建屋 6500 

ウラン脱硝建屋 1500 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 4000 

ウラン酸化物貯蔵建屋 2700 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 2700 

高レベル廃液ガラス固化建屋 5100 

第１ガラス固化体貯蔵建屋 5700 

チャンネル ボックス・バーナブル

ポイズン処理建屋
3500 

ハル・エンド ピース貯蔵建屋 2200 

分析建屋 4900 

第９．６表（航空機落下） 安全機能の維持に必要な施設の面積 

安全機能の維持に必要な施設 面積（ｍ２） 

LPG ボンベユニット（前処理建屋） 40 

地上部安全冷却水系配管等（前処理建屋） 770 

地上部ダクト（分離建屋） 710 

地上部ダクト（精製建屋） 300 

地上部ダクト（高レベル廃液ガラス固化建屋） 150 

制御建屋 2900 

非常用電源建屋 1200 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 

安全冷却水系冷却塔Ａ 
2200 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 
安全冷却水系冷却塔Ｂ 

3500 

再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ａ 1700 

再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ｂ 1700 

第２非常用ディーゼル発電機用安全冷却水系冷却塔Ａ 1500 

第２非常用ディーゼル発電機用安全冷却水系冷却塔Ｂ 1500 

主排気筒 2200 
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第９．７表（航空機落下） 安全上重要な施設を収納する建屋及び安全機能 

の維持に必要な施設並びに標的面積 

工 程 
上段：安全上重要な施設を収納する建屋※４ 標的面積※１

Ａ 
（ｋｍ２） 下段：安全機能の維持に必要な施設※４ 

使用済燃料の受入
れ・貯蔵 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 0.016 
A1:0.010 
A2:0.006 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ 

前処理 

前処理建屋 

0.039 
A1:0.027 
A2:0.012 

LPG ボンベユニット(前処理建屋)，地上部安全冷却水系配管等（前処理
建屋）※２，分離建屋※５，地上部ダクト(分離建屋) ※２，精製建屋※５，地
上部ダクト(精製建屋)，高レベル廃液ガラス固化建屋※５，地上部ダクト
(高レベル廃液ガラス固化建屋) ※２，制御建屋，非常用電源建屋，再処
理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ※２，第２非常用ディーゼル発
電機用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ※２，主排気筒※２※３ 

分離 

分離建屋 

0.039 
A1:0.027 
A2:0.012 

前処理建屋，LPG ボンベユニット(前処理建屋)，地上部安全冷却水系配
管等（前処理建屋）※２，地上部ダクト(分離建屋) ※２，精製建屋※５，地
上部ダクト(精製建屋) ※２，高レベル廃液ガラス固化建屋※５，地上部ダ
クト(高レベル廃液ガラス固化建屋) ※２，制御建屋，非常用電源建屋，
再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ※２，第２非常用ディーゼ
ル発電機用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ※２，主排気筒※２※３ 

精製 

精製建屋 

0.039 
A1:0.027 
A2:0.012 

前処理建屋，地上部安全冷却水系配管等（前処理建屋）※２，分離建屋※

５，地上部ダクト(分離建屋) ※２，地上部ダクト(精製建屋) ※２，高レベ
ル廃液ガラス固化建屋※５，地上部ダクト(高レベル廃液ガラス固化建屋) 
※２，制御建屋，非常用電源建屋，再処理設備本体用 安全冷却水系冷却
塔Ａ，Ｂ※２，第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔Ａ，
Ｂ※２，主排気筒※２※３

ウラン脱硝
ウラン脱硝建屋 0.005 

A1:0.005 
A2: －  制御建屋 

ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

0.043 
A1:0.031 
A2:0.012 

前処理建屋，地上部安全冷却水系配管等（前処理建屋）※２，分離建屋※

５，地上部ダクト(分離建屋) ※２，精製建屋※５，地上部ダクト(精製建屋) 
※２，高レベル廃液ガラス固化建屋※５，地上部ダクト(高レベル廃液ガラ
ス固化建屋) ※２，制御建屋，非常用電源建屋，再処理設備本体用 安全
冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ※２，第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水
系冷却塔Ａ，Ｂ※２，主排気筒※２※３

ウラン酸化物貯蔵
ウラン酸化物貯蔵建屋 0.003 

A1:0.003 
A2: － 該当なし 

ウラン・プルトニウ
ム混合酸化物貯蔵

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 0.012 
A1:0.007 
A2:0.005 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，非常用電源建屋，第２非常用ディ
ーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ※２

高レベル廃液ガラス
固化 

高レベル廃液ガラス固化建屋 

0.039 
A1:0.027 
A2:0.012 

前処理建屋，LPG ボンベユニット(前処理建屋) ※２，地上部安全冷却水系
配管等（前処理建屋）※２，分離建屋※５，地上部ダクト(分離建屋) ※２，
精製建屋※５，地上部ダクト(精製建屋) ※２，地上部ダクト(高レベル廃液
ガラス固化建屋) ※２，制御建屋，非常用電源建屋，再処理設備本体用 
安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ※２，第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷
却水系冷却塔Ａ，Ｂ※２，主排気筒※２※３ 

ガラス固化体貯蔵 
第１ガラス固化体貯蔵建屋 0.006 

A1: －   
A2:0.006 該当なし 

チャンネル ボック
ス・バーナブル ポイ
ズン処理

チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋 0.004 

A1:0.004 

A2: －   該当なし 
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（つづき） 

工 程 
上段：安全上重要な施設を収納する建屋※４ 標的面積※１ 

Ａ 
（ｋｍ２） 下段：安全機能の維持に必要な施設※４ 

ハル・エンド ピース
貯蔵 

ハル・エンド ピース貯蔵建屋 0.003 
A1:0.003 
A2: －   該当なし 

分析 
分析建屋 0.005 

A1:0.005 
A2: －   該当なし 

制御建屋※６ 
該当なし 0.008 

A1:0.003 
A2:0.005 

非常用電源建屋，第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔
Ａ，Ｂ※２ 

非常用電源建屋※６ 
該当なし 0.005 

A1: －   
A2:0.005 第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ※２ 

使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設用 

安全冷却水系冷却塔

Ａ※６ 

該当なし 0.013 
A1:0.010 
A2:0.003 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設用 

安全冷却水系冷却塔

Ｂ※６ 

該当なし 0.014 
A1:0.010 
A2:0.004 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

再処理設備本体用 

安全冷却水系冷却塔

Ａ※６ 

該当なし 0.012 
A1:0.006 
A2:0.006 

前処理建屋，地上部安全冷却水系配管等（前処理建屋）※２，非常用電源
建屋，第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ※２ 

再処理設備本体用 

安全冷却水系冷却塔

Ｂ※６ 

該当なし 0.006 
A1: － 
A2:0.006 

非常用電源建屋，第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔
Ａ，Ｂ※２ 

第２非常用ディーゼ

ル発電機用安全冷却

水系冷却塔Ａ※６ 

該当なし 0.003 
A1: － 
A2:0.003 非常用電源建屋 

第２非常用ディーゼ

ル発電機用安全冷却

水系冷却塔Ｂ※６ 

該当なし 0.003 
A1: － 
A2:0.003 非常用電源建屋 

主排気筒※６ 

該当なし 
0.022 

A1:0.018 
A2:0.004 

分離建屋※５，地上部ダクト(分離建屋) ※２，精製建屋※５，地上部ダクト
(精製建屋) ※２，高レベル廃液ガラス固化建屋※５，地上部ダクト(高レベ
ル廃液ガラス固化建屋) ※２ 

※１ A1：建物全体を外壁及び屋根により保護する設計とする建物・構築物の面積 

   A2：建物全体を外壁及び屋根により保護する設計としない建物・構築物の面積 

※２ 竜巻防護対策設備を含む。 

※３ 主排気筒管理建屋及び地上部ダクトを含む。 

※４ 建物全体を外壁及び屋根により保護する設計としない建物・構築物を斜体で示す。 

※５ 地上部ダクトの支持構造物となる建物・構築物 

※６ 前処理，分離等の工程の安全機能の維持に必要な以下の施設について，それぞれの安全

機能の維持に必要な施設の面積を合算した標的面積を示す。 

  ・制御建屋，非常用電源建屋，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷

却塔Ａ，Ｂ，再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ，第２非常用ディーゼル発

電機用安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ，主排気筒 
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５．再処理施設への航空機落下確率 

再処理施設への航空機落下確率は，「計器飛行方式民間航空機」及び

「自衛隊機又は米軍機」の航空機落下確率の総和とし，最大の標的面積と

なるウラン・プルトニウム混合脱硝を対象とした航空機落下確率を以下に

示す。 

また，工程単位の航空機落下確率を第９．８表（航空機落下）に示す。 

(1) 計器飛行方式民間航空機

航空路（直行経路）を巡航中の計器飛行方式民間航空機の再処理施設

への航空機落下確率を以下に示す。 

Ｐｃ＝ 
ｆＣ×ＮＣ×Ａ 

Ｗ 

＝ 
(0.5／11,497,450,753)×1,825×0.043 

14.816 
＝ 2.3×10－10（回／年） 

   ＰＣ：再処理施設への巡航中の航空機落下確率（回／年） 

ＮＣ：評価対象とする直行経路の年間飛行回数；1,825（飛行回／年）

（注１） 

   Ａ：再処理施設の標的面積；0.043（ｋｍ２） 

Ｗ：航空路幅；14.816（ｋｍ） 

ｆｃ＝ＧＣ／ＨＣ：単位飛行距離当たりの巡航中の落下事故率（回／

（飛行回・ｋｍ）） 

   ＧＣ：巡航中事故件数；0.5（回） 

   ＨＣ：延べ飛行距離；11,497,450,753（飛行回・ｋｍ）（注２） 

（注１）国土交通省航空局に問い合わせた結果（平成27年の札幌管制区

のピークデイの交通量）を365倍した値。 

【補足説明資料５－１】 
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（注２）平成 11 年１月から平成 29 年 12 月での期間は「航空機落下事

故に関するデータ（平成 10～29 年) 令和元年 12 月 原子力

規制庁 長官官房技術基盤グループ」，平成 30 年１月から平成

30 年 12 月までの期間は「航空輸送統計調査」による。 

【補足説明資料５－２】 

(2) 自衛隊機又は米軍機

訓練空域外を飛行中の自衛隊機又は米軍機の再処理施設への航空機落

下確率を以下に示す。 

【補足説明資料５－３】 

Ｐsox＝ Ｐso１＋Ｐso２ 

Ｐsox：訓練空域外を飛行中の自衛隊機又は米軍機の再処理施設へ

の航空機落下確率（回／年） 

Ｐso１：建物全体を外壁及び屋根により保護する設計とする再処理

施設への訓練空域外を飛行中の自衛隊機又は米軍機の再処

理施設への航空機落下確率（回／年） 

Ｐso２：建物全体を外壁及び屋根により保護する設計としない再処

理施設への訓練空域外を飛行中の自衛隊機又は米軍機の再

処理施設への航空機落下確率（回／年） 
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ａ．建物全体を外壁及び屋根により保護する設計とする再処理施設への航空

機落下確率 

Ｐso１＝ ( 
ｆＳＯ１ ×Ａ1×α ) ＋( 

ｆＳＯ２ ×Ａ1 ) 
ＳＯ ＳＯ 

＝ ( 
0.4 

＋ 
0.1 

)×0.031×１／10 ＋ 294,881 372,472 

 
( 

0.1 
＋ 

0.05 
) ×0.031 294,881 372,472 

＝ 2.0×10－８（回／年） 

    ｆＳＯ１：係数を適用する航空機による単位年当たりの訓練空域外落

下事故率（回／年）； 

自衛隊機：８/20＝0.4（回／年），米軍機：２/20＝0.1（回／年） 

    ｆＳＯ２：係数を適用しない航空機による単位年当たりの訓練空域外

落下事故率（回／年）； 

自衛隊機：２/20＝0.1（回／年），米軍機：１/20＝0.05（回／年） 

    ＳＯ：全国土面積から全国の陸上の訓練空域の面積を除いた面積

（ｋｍ２）； 

自衛隊機：294,881（ｋｍ２），米軍機：372,472（ｋｍ２）（注１） 

    Ａ1：建物全体を外壁及び屋根により保護する設計とする再処理施

設の標的面積；0.031（ｋｍ２） 

    α：航空機の衝突による影響がＦ－1６等と同程度かそれ以下の航

空機に対する係数；１／10 

   （注１）「航空機落下事故に関するデータ（平成 10～29 年) 令和元

年 12 月 原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ」による。 
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ｂ．建物全体を外壁及び屋根により保護する設計としない再処理施設への航

空機落下確率 

Ｐso２＝ ( 
ｆＳＯ１＋ｆＳＯ２ ×Ａ2 ) 

ＳＯ 

＝ ( 
0.4＋0.1 

＋ 
0.1＋0.05 

)×0.012 294,881 372,472 

＝ 2.6×10－８（回／年） 

    ｆＳＯ１：係数を適用する航空機による単位年当たりの訓練空域外落

下事故率（回／年）； 

自衛隊機：８/20＝0.4（回／年），米軍機：２/20＝0.1（回／年） 

    ｆＳＯ２：係数を適用しない航空機による単位年当たりの訓練空域外

落下事故率（回／年）； 

自衛隊機：２/20＝0.1（回／年），米軍機：１/20＝0.05（回／年） 

    ＳＯ：全国土面積から全国の陸上の訓練空域の面積を除いた面積

（ｋｍ２）； 

自衛隊機：294,881（ｋｍ２），米軍機：372,472（ｋｍ２）（注１） 

    Ａ2：建物全体を外壁及び屋根により保護する設計としない再処理

施設の標的面積；0.012（ｋｍ２） 

   （注１）「航空機落下事故に関するデータ（平成 10～29 年) 令和元

年 12 月 原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ」による。 

 

ｃ．自衛隊機又は米軍機の再処理施設への航空機落下確率 

上記ａ．及びｂ．の合計値を以下に示す。 

 Ｐsox＝ Ｐso１＋Ｐso２ 

＝ 4.5×10－８（回／年） 
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(3) 再処理施設への航空機落下確率

(1)及び(2)に示す計器飛行方式民間航空機及び自衛隊機又は米軍機の

再処理施設への航空機落下確率の総和は，4.6×10－８（回／年）となり，

防護設計の判断基準である 10－７（回／年）を超えないことから，追加の

防護設計は必要ない。 

 なお，全ての安全上重要な施設を収納する建屋及び安全機能の維持に必

要な施設の面積を合算した場合の航空機落下確率の総和は， 

8.8×10－８（回／年）となる。 

【補足説明資料５－４】 
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2
.
6
×

1
0
－

８
 

4
.
3
×

1
0
－

８
 

4
.
3
×

1
0
－

８
 

ガ
ラ

ス
固

化
体

貯
蔵

 
0
.
0
0
6
 

3
.
3
×

1
0
－

1
1
 

―
 

1
.
3
×

1
0
－

８
 

1
.
3
×

1
0
－

８
 

1
.
3
×

1
0
－

８
 

チ
ャ

ン
ネ

ル
 
ボ

ッ
ク

ス
・

バ
ー

ナ
ブ

ル
 
ポ

イ
ズ

ン
処

理
0
.
0
0
4
 

2
.
2
×

1
0
－

1
1
 

2
.
6
×

1
0
－

９
 

―
 

2
.
6
×

1
0
－

９
 

2
.
6
×

1
0
－

９
 

ハ
ル

・
エ

ン
ド

 
ピ

ー
ス

貯
蔵

0
.
0
0
3
 

1
.
7
×

1
0
－

1
1
 

2
.
0
×

1
0
－

９
 

―
 

2
.
0
×

1
0
－

９
 

2
.
0
×

1
0
－

９
 

分
析

 
0
.
0
0
5
 

2
.
7
×

1
0
－

1
1
 

3
.
2
×

1
0
－

９
 

―
 

3
.
2
×

1
0
－

９
 

3
.
2
×

1
0
－

９
 

制
御

建
屋

※
 

0
.
0
0
8
 

4
.
3
×

1
0
－

1
1
 

2
.
0
×

1
0
－

９
 

1
.
1
×

1
0
－

８
 

1
.
3
×

1
0
－

８
 

1
.
3
×

1
0
－

８
 

非
常

用
電

源
建

屋
※
 

0
.
0
0
5
 

2
.
7
×

1
0
－

1
1
 

―
 

1
.
1
×

1
0
－

８
 

1
.
1
×

1
0
－

８
 

1
.
1
×

1
0
－

８
 

使
用

済
燃

料
の

受
入

れ
施

設
及

び
貯

蔵
施

設
用

 
安

全
冷

却
水

系
冷

却
塔

Ａ
※
 

0
.
0
1
3
 

7
.
0
×

1
0
－

1
1
 

6
.
4
×

1
0
－

９
 

6
.
3
×

1
0
－

９
 

1
.
3
×

1
0
－

８
 

1
.
3
×

1
0
－

８
 

使
用

済
燃

料
の

受
入

れ
施

設
及

び
貯

蔵
施

設
用

 
安

全
冷

却
水

系
冷

却
塔

Ｂ
※
 

0
.
0
1
4
 

7
.
5
×

1
0
－

1
1
 

6
.
4
×

1
0
－

９
 

8
.
4
×

1
0
－

９
 

1
.
5
×

1
0
－

８
 

1
.
5
×

1
0
－

８
 

再
処

理
設

備
本

体
用

 
安

全
冷

却
水

系
冷

却
塔

Ａ
※
 

0
.
0
1
2
 

6
.
5
×

1
0
－

1
1
 

3
.
9
×

1
0
－

９
 

1
.
3
×

1
0
－

８
 

1
.
7
×

1
0
－

８
 

1
.
7
×

1
0
－

８
 

再
処

理
設

備
本

体
用

 
安

全
冷

却
水

系
冷

却
塔

Ｂ
※
 

0
.
0
0
6
 

3
.
3
×

1
0
－

1
1
 

―
 

1
.
3
×

1
0
－

８
 

1
.
3
×

1
0
－

８
 

1
.
3
×

1
0
－

８
 

第
２

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
用

安
全

冷
却

水
系

冷
却

塔
Ａ

※
 

0
.
0
0
3
 

1
.
7
×

1
0
－

1
1
 

―
 

6
.
3
×

1
0
－

９
 

6
.
3
×

1
0
－

９
 

6
.
4
×

1
0
－

９
 

第
２

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
用

安
全

冷
却

水
系

冷
却

塔
Ｂ

※
 

0
.
0
0
3
 

1
.
7
×

1
0
－

1
1
 

―
 

6
.
3
×

1
0
－

９
 

6
.
3
×

1
0
－

９
 

6
.
4
×

1
0
－

９
 

主
排

気
筒

※
 

0
.
0
2
2
 

1
.
2
×

1
0
－

1
0
 

1
.
2
×

1
0
－

８
 

8
.
4
×

1
0
－

９
 

2
.
0
×

1
0
－

８
 

2
.
0
×

1
0
－

８
 

※
前

処
理

，
分

離
等

の
工

程
の

安
全

機
能

の
維

持
に

必
要

な
施

設

5-6
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２章 補足説明資料 

36



再
処

理
施

設
　

安
全

審
査

　
整

理
資

料
　

補
足

説
明

資
料

リ
ス

ト
令

和
2
年

4
月

2
8
日

　
R

1
0

資
料

№
名

称
提

出
日

R
e
v

 補
足

説
明

資
料

１
－

１
 事

業
指

定
基

準
規

則
第

９
条

と
許

認
可

実
績

等
と

の
比

較
表

欠
番

補
足

説
明

資
料

２
－

１
評

価
対

象
と

す
る

航
空

機
落

下
事

故
の

選
定

結
果

4
/
2
8

2
新

規
作

成
（
2
0
1
9
/
9
/
1
1
審

査
会

合
　

資
料

番
号

６
と

し
て

提
出

）

補
足

説
明

資
料

２
－

２
実

用
発

電
用

原
子

炉
施

設
へ

の
航

空
機

落
下

確
率

評
価

基
準

と
の

整
合

に
つ

い
て

4
/
2
8

6
新

規
作

成

補
足

説
明

資
料

３
－

１
再

処
理

施
設

の
防

護
設

計
に

つ
い

て
（
既

許
可

申
請

書
）

1
0
/
4

0
新

規
作

成

補
足

説
明

資
料

３
－

２
係

数
を

適
用

す
る

航
空

機
選

定
の

考
え

方
に

つ
い

て
4
/
2
8

4
新

規
作

成

補
足

説
明

資
料

３
－

３
評

価
対

象
と

す
る

訓
練

空
域

外
を

飛
行

中
の

落
下

事
故

及
び

係
数

を
適

用
す

る
航

空
機

の
選

定
結

果
4
/
1
3

3
新

規
作

成
（
2
0
1
9
/
9
/
1
1
審

査
会

合
　

資
料

番
号

６
と

し
て

提
出

）

補
足

説
明

資
料

４
－

１
１

／
1
0
の

係
数

を
適

用
す

る
建

物
・
構

築
物

に
つ

い
て

4
/
2
8

4
新

規
作

成

補
足

説
明

資
料

５
－

１
評

価
対

象
と

な
る

航
空

路
等

の
飛

行
回

数
1
0
/
4

0
新

規
作

成
（
2
0
1
9
/
9
/
1
1
審

査
会

合
　

資
料

番
号

６
と

し
て

提
出

）

補
足

説
明

資
料

５
－

２
民

間
航

空
機

の
延

べ
飛

行
距

離
4
/
2
8

2
新

規
作

成
（
2
0
1
9
/
9
/
1
1
審

査
会

合
　

資
料

番
号

６
と

し
て

提
出

）

補
足

説
明

資
料

５
－

３
航

空
機

落
下

確
率

の
端

数
処

理
に

つ
い

て
4
/
2
8

6
新

規
作

成

補
足

説
明

資
料

５
－

４
対

象
と

な
る

全
て

の
建

物
・
構

築
物

の
面

積
を

合
算

し
た

場
合

の
航

空
機

落
下

確
率

4
/
2
8

4
新

規
作

成
（
2
0
1
9
/
9
/
1
1
審

査
会

合
　

資
料

番
号

６
と

し
て

提
出

）

第
９

条
：
外

部
か

ら
の

衝
撃

に
よ

る
損

傷
の

防
止

（
航

空
機

落
下

）

備
考

（
8
月

提
出

済
み

の
資

料
に

つ
い

て
は

、
資

料
番

号
を

記
載

）
再

処
理

施
設

　
安

全
審

査
　

整
理

資
料

　
補

足
説

明
資

料

(1
/
1
)
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令和２年４月 28日 R2 

補足説明資料２－１ 
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補 2-1-1 

補足説明資料２－１ 

評価対象とする航空機落下事故の選定結果 

評価対象とする航空機落下事故の選定結果を第２－１表に示す。 
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補 2-1-2 

第
２

－
１

表
 

評
価

対
象

と
す

る
航

空
機

落
下

事
故

の
選

定
結

果
（

１
／

５
）

 

落
下

事
故

の
種

類
 

落
下

確
率

評
価

不
要

な
場

合
 

落
下

確
率

評
価

の
要

否
 

ⅰ
)
計

器
飛

行
方

式
民

間
航

空
機

の
落

下
事

故
 

ａ
)
飛

行
場

で
の

離
着

陸
時

に
お

け
る

落
下

事
故

 

飛
行

場
の

滑
走

路
端

か
ら

滑
走

路
方

向
に

対
し

て
±

6
0
°

の
扇

型
区

域
か

ら
外

れ
る

場
合

は
評

価
不

要
。

 

評
価

対
象

外
 

再
処

理
施

設
は

，
三

沢
空

港
の

滑
走

路
端

か
ら

滑
走

路
方

向
に

対
し

て
±

6
0
°

の
扇

型
区

域
か

ら
外

れ
る

た
め

評
価

不
要

。
 

ｂ
)
航

空
路

を
巡

航
中

の
落

下
事

故
 

航
空

法
第

3
7

条
に

基
づ

く
「

航
空

路
の

指
定

に
関

す
る

告
示

」
に

よ
り

指
定

さ
れ

て
い

る
航

空
路

及
び

，
航

空
路

誌
(
A
I
P
)
に

記
載

さ
れ

た
直

行
経

路
等

の
航

空
路

が
施

設
上

空
に

存
在

し
な

い
場

合
は

評
価

不
要

。
 

評
価

対
象

 
再

処
理

施
設

上
空

に
民

間
航

空
機

は
飛

行
し

な
い

と
推

察
さ

れ
る

直
行

経
路

（
M
I
S
A
W
A
(
M
I
S
)
－

C
H
I
T
O
S
E
(
Z
Y
T
)
）

が
存

在
し

て
い

る
が

，
民

間
航

空
機

が
飛

行
す

る
こ

と
を

想
定

し
評

価
対

象
と

す
る

。
 

ⅱ
)
有

視
界

飛
行

方
式

民
間

航
空

機
の

落
下

事
故

 

－
 

評
価

対
象

外
 

再
処

理
施

設
の

上
空

の
三

沢
特

別
管

制
区

は
，

航
空

法
に

よ
り

計
器

飛
行

方
式

に
よ

ら
な

け
れ

ば
飛

行
し

て
は

な
ら

な
い

と
さ

れ
て

い
る

こ
と

か
ら

，
落

下
確

率
評

価
の

対
象

か
ら

除
外

す
る

。
 

ⅲ
)
自

衛
隊

機
又

は
米

軍
機

の
落

下
事

故
 

ａ
)
訓

練
空

域
内

で
訓

練
中

及
び

訓
練

空
域

外
を

飛
行

中
の

落
下

事
故

 

－
 

評
価

対
象

 
再

処
理

施
設

上
空

に
訓

練
空

域
は

存
在

し
な

い
た

め
，

訓
練

空
域

外
を

飛
行

中
の

落
下

事
故

を
評

価
対

象
と

す
る

。
 

ｂ
)
基

地
－

訓
練

空
域

間
を

往
復

時
の

落
下

事
故

 

基
地

と
訓

練
空

域
と

の
往

復
範

囲
に

原
子

炉
施

設
が

存
在

し
な

い
場

合
は

評
価

不
要

。
 

評
価

対
象

外
 

再
処

理
施

設
は

，
基

地
－

訓
練

空
域

間
の

往
復

の
想

定
飛

行
範

囲
内

に
位

置
し

な
い

た
め

評
価

不
要

。
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補 2-1-3 

第
２

－
１

表
 

評
価

対
象

と
す

る
航

空
機

落
下

事
故

の
選

定
結

果
（

２
／

５
）

 

落
下

事
故

の
種

類
 

落
下

確
率

評
価

不
要

な
場

合
 

落
下

確
率

評
価

の
要

否
 

ⅰ
)
計

器
飛

行
方

式
民

間
航

空
機

の
落

下
事

故
 

ａ
)
飛

行
場

で
の

離
着

陸
時

に
お

け
る

落
下

事
故

 

飛
行

場
の

滑
走

路
端

か
ら

滑
走

路
方

向
に

対
し

て
±

6
0
°

の
扇

型
区

域
か

ら
外

れ
る

場
合

は
評

価
不

要
。

 

評
価

対
象

外
 

再
処

理
施

設
は

，
三

沢
空

港
の

滑
走

路
端

か
ら

滑
走

路
方

向
に

対
し

て
±

6
0
°

の
扇

型
区

域
か

ら
外

れ
る

た
め

評
価

不
要

。
 

ｂ
)
航

空
路

を
巡

航
中

の
落

下
事

故
 

航
空

法
第

3
7

条
に

基
づ

く
「

航
空

路
の

指
定

に
関

す
る

告
示

」
に

よ
り

指
定

さ
れ

て
い

る
航

空
路

及
び

，
航

空
路

誌
(
A
I
P
)
に

記
載

さ
れ

た
直

行
経

路
等

の
航

空
路

が
施

設
上

空
に

存
在

し
な

い
場

合
は

評
価

不
要

。
 

評
価

対
象

 
再

処
理

施
設

上
空

に
民

間
航

空
機

は
飛

行
し

な
い

と
推

察
さ

れ
る

直
行

経
路

（
M
I
S
A
W
A
(
M
I
S
)
－

C
H
I
T
O
S
E
(
Z
Y
T
)
）

が
存

在
し

て
い

る
が

，
民

間
航

空
機

が
飛

行
す

る
こ

と
を

想
定

し
評

価
対

象
と

す
る

。
 

ⅱ
)
有

視
界

飛
行

方
式

民
間

航
空

機
の

落
下

事
故

 

－
 

評
価

対
象

外
 

再
処

理
施

設
の

上
空

の
三

沢
特

別
管

制
区

は
，

航
空

法
に

よ
り

計
器

飛
行

方
式

に
よ

ら
な

け
れ

ば
飛

行
し

て
は

な
ら

な
い

と
さ

れ
て

い
る

こ
と

か
ら

，
落

下
確

率
評

価
の

対
象

か
ら

除
外

す
る

。
 

ⅲ
)
自

衛
隊

機
又

は
米

軍
機

の
落

下
事

故
 

ａ
)
訓

練
空

域
内

で
訓

練
中

及
び

訓
練

空
域

外
を

飛
行

中
の

落
下

事
故

 

－
 

評
価

対
象

 
再

処
理

施
設

上
空

に
訓

練
空

域
は

存
在

し
な

い
た

め
，

訓
練

空
域

外
を

飛
行

中
の

落
下

事
故

を
評

価
対

象
と

す
る

。
 

ｂ
)
基

地
－

訓
練

空
域

間
を

往
復

時
の

落
下

事
故

 

基
地

と
訓

練
空

域
と

の
往

復
範

囲
に

原
子

炉
施

設
が

存
在

し
な

い
場

合
は

評
価

不
要

。
 

評
価

対
象

外
 

再
処

理
施

設
は

，
基

地
－

訓
練

空
域

間
の

往
復

の
想

定
飛

行
範

囲
内

に
位

置
し

な
い

た
め

評
価

不
要

。
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補 2-1-4 

第
２

－
１

表
 

評
価

対
象

と
す

る
航

空
機

落
下

事
故

の
選

定
結

果
（

３
／

５
）

 

落
下

事
故

の
種

類
 

落
下

確
率

評
価

不
要

な
場

合
 

落
下

確
率

評
価

の
要

否
 

ⅰ
)
計

器
飛

行
方

式
民

間
航

空
機

の
落

下
事

故
 

ａ
)
飛

行
場

で
の

離
着

陸
時

に
お

け
る

落
下

事
故

 

飛
行

場
の

滑
走

路
端

か
ら

滑
走

路
方

向
に

対
し

て
±

6
0
°

の
扇

型
区

域
か

ら
外

れ
る

場
合

は
評

価
不

要
。

 

評
価

対
象

外
 

再
処

理
施

設
は

，
三

沢
空

港
の

滑
走

路
端

か
ら

滑
走

路
方

向
に

対
し

て
±

6
0
°

の
扇

型
区

域
か

ら
外

れ
る

た
め

評
価

不
要

。
 

ｂ
)
航

空
路

を
巡

航
中

の
落

下
事

故
 

航
空

法
第

3
7

条
に

基
づ

く
「

航
空

路
の

指
定

に
関

す
る

告
示

」
に

よ
り

指
定

さ
れ

て
い

る
航

空
路

及
び

，
航

空
路

誌
(
A
I
P
)
に

記
載

さ
れ

た
直

行
経

路
等

の
航

空
路

が
施

設
上

空
に

存
在

し
な

い
場

合
は

評
価

不
要

。
 

評
価

対
象

 
再

処
理

施
設

上
空

に
民

間
航

空
機

は
飛

行
し

な
い

と
推

察
さ

れ
る

直
行

経
路

（
M
I
S
A
W
A
(
M
I
S
)
－

C
H
I
T
O
S
E
(
Z
Y
T
)
）

が
存

在
し

て
い

る
が

，
民

間
航

空
機

が
飛

行
す

る
こ

と
を

想
定

し
評

価
対

象
と

す
る

。
 

ⅱ
)
有

視
界

飛
行

方
式

民
間

航
空

機
の

落
下

事
故

 

－
 

評
価

対
象

外
 

再
処

理
施

設
の

上
空

の
三

沢
特

別
管

制
区

は
，

航
空

法
に

よ
り

計
器

飛
行

方
式

に
よ

ら
な

け
れ

ば
飛

行
し

て
は

な
ら

な
い

と
さ

れ
て

い
る

こ
と

か
ら

，
落

下
確

率
評

価
の

対
象

か
ら

除
外

す
る

。
 

ⅲ
)
自

衛
隊

機
又

は
米

軍
機

の
落

下
事

故
 

ａ
)
訓

練
空

域
内

で
訓

練
中

及
び

訓
練

空
域

外
を

飛
行

中
の

落
下

事
故

 

－
 

評
価

対
象

 
再

処
理

施
設

上
空

に
訓

練
空

域
は

存
在

し
な

い
た

め
，

訓
練

空
域

外
を

飛
行

中
の

落
下

事
故

を
評

価
対

象
と

す
る

。
 

ｂ
)
基

地
－

訓
練

空
域

間
を

往
復

時
の

落
下

事
故

 

基
地

と
訓

練
空

域
と

の
往

復
範

囲
に

原
子

炉
施

設
が

存
在

し
な

い
場

合
は

評
価

不
要

。
 

評
価

対
象

外
 

再
処

理
施

設
は

，
基

地
－

訓
練

空
域

間
の

往
復

の
想

定
飛

行
範

囲
内

に
位

置
し

な
い

た
め

評
価

不
要

。
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補 2-1-5 

第
２

－
１

表
 

評
価

対
象

と
す

る
航

空
機

落
下

事
故

の
選

定
結

果
（

４
／

５
）

 

落
下

事
故

の
種

類
 

落
下

確
率

評
価

不
要

な
場

合
 

落
下

確
率

評
価

の
要

否
 

ⅰ
)
計

器
飛

行
方

式
民

間
航

空
機

の
落

下
事

故
 

ａ
)
飛

行
場

で
の

離
着

陸
時

に
お

け
る

落
下

事
故

 

飛
行

場
の

滑
走

路
端

か
ら

滑
走

路
方

向
に

対
し

て
±

6
0
°

の
扇

型
区

域
か

ら
外

れ
る

場
合

は
評

価
不

要
。

 

評
価

対
象

外
 

再
処

理
施

設
は

，
三

沢
空

港
の

滑
走

路
端

か
ら

滑
走

路
方

向
に

対
し

て
±

6
0
°

の
扇

型
区

域
か

ら
外

れ
る

た
め

評
価

不
要

。
 

ｂ
)
航

空
路

を
巡

航
中

の
落

下
事

故
 

航
空

法
第

3
7

条
に

基
づ

く
「

航
空

路
の

指
定

に
関

す
る

告
示

」
に

よ
り

指
定

さ
れ

て
い

る
航

空
路

及
び

，
航

空
路

誌
(
A
I
P
)
に

記
載

さ
れ

た
直

行
経

路
等

の
航

空
路

が
施

設
上

空
に

存
在

し
な

い
場

合
は

評
価

不
要

。
 

評
価

対
象

 
再

処
理

施
設

上
空

に
民

間
航

空
機

は
飛

行
し

な
い

と
推

察
さ

れ
る

直
行

経
路

（
M
I
S
A
W
A
(
M
I
S
)
－

C
H
I
T
O
S
E
(
Z
Y
T
)
）

が
存

在
し

て
い

る
が

，
民

間
航

空
機

が
飛

行
す

る
こ

と
を

想
定

し
評

価
対

象
と

す
る

。
 

ⅱ
)
有

視
界

飛
行

方
式

民
間

航
空

機
の

落
下

事
故

 

－
 

評
価

対
象

外
 

再
処

理
施

設
の

上
空

の
三

沢
特

別
管

制
区

は
，

航
空

法
に

よ
り

計
器

飛
行

方
式

に
よ

ら
な

け
れ

ば
飛

行
し

て
は

な
ら

な
い

と
さ

れ
て

い
る

こ
と

か
ら

，
落

下
確

率
評

価
の

対
象

か
ら

除
外

す
る

。
 

ⅲ
)
自

衛
隊

機
又

は
米

軍
機

の
落

下
事

故
 

ａ
)
訓

練
空

域
内

で
訓

練
中

及
び

訓
練

空
域

外
を

飛
行

中
の

落
下

事
故

 

－
 

評
価

対
象

 
再

処
理

施
設

上
空

に
訓

練
空

域
は

存
在

し
な

い
た

め
，

訓
練

空
域

外
を

飛
行

中
の

落
下

事
故

を
評

価
対

象
と

す
る

。
 

ｂ
)
基

地
－

訓
練

空
域

間
を

往
復

時
の

落
下

事
故

 

基
地

と
訓

練
空

域
と

の
往

復
範

囲
に

原
子

炉
施

設
が

存
在

し
な

い
場

合
は

評
価

不
要

。
 

評
価

対
象

外
 

再
処

理
施

設
は

，
基

地
－

訓
練

空
域

間
の

往
復

の
想

定
飛

行
範

囲
内

に
位

置
し

な
い

た
め

評
価

不
要

。
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補 2-1-6 

第
２

－
１

表
 

評
価

対
象

と
す

る
航

空
機

落
下

事
故

の
選

定
結

果
（

５
／

５
）

 

落
下

事
故

の
種

類
 

落
下

確
率

評
価

不
要

な
場

合
 

落
下

確
率

評
価

の
要

否
 

ⅰ
)
計

器
飛

行
方

式
民

間
航

空
機

の
落

下
事

故
 

ａ
)
飛

行
場

で
の

離
着

陸
時

に
お

け
る

落
下

事
故

 

飛
行

場
の

滑
走

路
端

か
ら

滑
走

路
方

向
に

対
し

て
±

6
0
°

の
扇

型
区

域
か

ら
外

れ
る

場
合

は
評

価
不

要
。

 

評
価

対
象

外
 

再
処

理
施

設
は

，
三

沢
空

港
の

滑
走

路
端

か
ら

滑
走

路
方

向
に

対
し

て
±

6
0
°

の
扇

型
区

域
か

ら
外

れ
る

た
め

評
価

不
要

。
 

ｂ
)
航

空
路

を
巡

航
中

の
落

下
事

故
 

航
空

法
第

3
7

条
に

基
づ

く
「

航
空

路
の

指
定

に
関

す
る

告
示

」
に

よ
り

指
定

さ
れ

て
い

る
航

空
路

及
び

，
航

空
路

誌
(
A
I
P
)
に

記
載

さ
れ

た
直

行
経

路
等

の
航

空
路

が
施

設
上

空
に

存
在

し
な

い
場

合
は

評
価

不
要

。
 

評
価

対
象

 
再

処
理

施
設

上
空

に
民

間
航

空
機

は
飛

行
し

な
い

と
推

察
さ

れ
る

直
行

経
路

（
M
I
S
A
W
A
(
M
I
S
)
－

C
H
I
T
O
S
E
(
Z
Y
T
)
）

が
存

在
し

て
い

る
が

，
民

間
航

空
機

が
飛

行
す

る
こ

と
を

想
定

し
評

価
対

象
と

す
る

。
 

ⅱ
)
有

視
界

飛
行

方
式

民
間

航
空

機
の

落
下

事
故

 

－
 

評
価

対
象

外
 

再
処

理
施

設
の

上
空

の
三

沢
特

別
管

制
区

は
，

航
空

法
に

よ
り

計
器

飛
行

方
式

に
よ

ら
な

け
れ

ば
飛

行
し

て
は

な
ら

な
い

と
さ

れ
て

い
る

こ
と

か
ら

，
落

下
確

率
評

価
の

対
象

か
ら

除
外

す
る

。
 

ⅲ
)
自

衛
隊

機
又

は
米

軍
機

の
落

下
事

故
 

ａ
)
訓

練
空

域
内

で
訓

練
中

及
び

訓
練

空
域

外
を

飛
行

中
の

落
下

事
故

 

－
 

評
価

対
象

 
再

処
理

施
設

上
空

に
訓

練
空

域
は

存
在

し
な

い
た

め
，

訓
練

空
域

外
を

飛
行

中
の

落
下

事
故

を
評

価
対

象
と

す
る

。
 

ｂ
)
基

地
－

訓
練

空
域

間
を

往
復

時
の

落
下

事
故

 

基
地

と
訓

練
空

域
と

の
往

復
範

囲
に

原
子

炉
施

設
が

存
在

し
な

い
場

合
は

評
価

不
要

。
 

評
価

対
象

外
 

再
処

理
施

設
は

，
基

地
－

訓
練

空
域

間
の

往
復

の
想

定
飛

行
範

囲
内

に
位

置
し

な
い

た
め

評
価

不
要

。
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補
足
説
明
資
料
２
－
２

実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空
機
落
下
確
率
評
価
基
準
と
の
整
合
に
つ
い
て

補 2-2-1

実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空

機
落
下
確
率
評
価
基
準
 

基
準
へ
の
適
合
性
 

１
．
目
的
 

実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
（
以
下
「
原
子
炉
施
設
」
と
い
う
。
）
へ
の
航
空
機
落
下
に
対
す
る
考
慮

に
つ
い
て
は
、
原
子
力
安
全
委
員
会
が
定
め
た
「
発
電
用
軽
水
型
原
子
炉
施
設
に
関
す
る
安
全
設
計
審

査
指
針
（
平
成
２

年
８
月
３
０
日
）
」
の
「
指
針
３
．
外
部
人
為
事
象
に
対
す
る
設
計
上
の
考
慮
」
第

１
項
に
お
い
て
、
「
想
定
さ
れ
る
外
部
人
為
事
象
」
の
一
つ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
 

本
基
準
は
、
原

子
炉
の
設
置
許
可
（
変
更
許
可
を
含

む
。
）
申
請
に
係
る
安
全
審
査
に
お
い
て
、
原

子
炉
施
設
へ
の
航
空
機
の
落
下
を
「
想
定
さ
れ
る
外
部
人
為
事
象
」
と
し
て
設
計
上
の
考
慮
を
必
要
と

す
る
か
否
か
の
判
断
の
め
や
す
と
す
る
基
準
値
を
示
す
と
と
も
に
、
原
子
炉
施
設
へ
航
空
機
が
落
下
す

る
可
能
性
（
発
生
確
率
）
を
評
価
す
る
標
準
的
な
手
法
を
提
示
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
定
め
た
も
の

で
あ
る
（
解
説
１
－
１
）
。
 

本
基
準
は
原
子
炉
施
設
を
対
象
と
し
て
い
る
が
、
基

本
的
な
考
え
方
及
び
評
価
手
法
は
他
の
原
子
力

施
設
の
安
全
審
査
に
お
い
て
も
参
考
と
な
り
得
る
。
た
だ
し
、
判
断
基
準
と
な
る
数
値
及
び
評
価
に
使

用
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
に
つ
い
て
は
、
各
施
設
の
特
徴
（
例
え
ば
、
航
空
機
の
落
下
に
よ
っ
て
影
響
を
受

け
る
施
設
の
範
囲
な
ど
）
を
勘
案
し
、
個
別
に
定
め
る
必
要
が
あ
る
（
解
説
１
－
２
）
。
 

な
お
、
設
置
許
可
申
請
者
に
よ
る
航
空
機
落
下
評
価

が
本
基
準
に
示
す
標
準
的
な
手
法
に
よ
ら
な
い

場
合
で
あ
っ
て
も
、
使
用
し
た
方
法
や
デ
ー
タ
に
妥
当
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
排
除
す

る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
本

基
準
に
示
す
評
価
手
法
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
新
た
な
知
見
と
経
験
の

蓄
積
に
よ
り
、
必
要
に
応
じ
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

解
説
１
－
１
 
本
基
準
の
位
置
づ
け
（
第
１
章
）
 

原
子
力
安
全
委
員
会
の
定
め
た
「
発
電
用
軽
水
型
原
子
炉
施
設
に
関
す
る
安
全
設
計
審
査
指
針
」
の

「
指
針
３
．
外
部
人
為
事
象
に
対
す
る
設
計
上
の
考
慮

」
第
１
項
で
は
、
「
安
全
機
能
を
有
す
る
構
築
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補
足
説
明
資
料
２
－
２

 
 

実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空
機
落
下
確
率
評
価
基
準
と
の

整
合
に
つ
い
て

 

補 2-2-2

実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空

機
落
下
確
率
評
価
基
準
 

基
準
へ
の
適
合
性
 

物
、
系
統
及
び
機

器
は
、
想
定
さ
れ
る
外
部
人
為
事
象
に
よ
っ
て
、
原
子
炉
施
設
の
安
全
性
を
損
な
う

こ
と
の
な
い
設
計

で
あ
る
こ
と
」
と
し
て
お
り
、
外
部
人
為
事
象
の
１
つ
と
し
て
航
空
機
落
下
を
取
り

上
げ
て
い
る
。
 

こ
の
指
針
へ
の

適
合
性
を
確
認
す
る
た
め
に
は
、
原
子
炉
の
設
置
許
可
（
変
更
許
可
を
含
む
。
）
に

係
る
安
全
審
査
に

お
い
て
、
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空
機
の
落
下
を
「
想
定
さ
れ
る
外
部
人
為
事
象
」
と

し
て
設
計
上
考
慮

す
る
必
要
が
あ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
 

そ
こ
で
、
本
基
準

で
は
、
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空
機
落
下
の
発
生
確
率
に
関
し
て
、
判
断
の
め
や
す
と

な
る
基
準
値
を
定

め
る
と
と
も
に
、
当
該
発
生
確
率
を
評
価
す
る
た
め
の
具
体
的
な
手
法
を
示
す
。
 

な
お
、
本
基
準
に
お
け
る
「
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空
機
落
下
確
率
」
は
、
「
１
年
当
た
り
に
原
子
炉

施
設
へ
航
空
機
が

落
下
す
る
可
能
性
」
を
指
し
て
お
り

、
し
た
が
っ
て
、
「
回
／
炉
・
年
」
と
い
う
次

元
で
表
現
す
る
こ

と
と
し
て
い
る
。
 

 解
説
１
－
２
 
他
の
原
子
力
施
設
へ
の
本
基
準
適
用
上
の

注
意
（
第
１
章
）
 

本
基
準
は
、
実

用
発
電
用
原
子
炉
施
設
を
対
象
と
し
て
い
る
が
、
航
空
機
落
下
確
率
評
価
を
行
う
に

当
た
っ
て
の
基
本

的
考
え
方
及
び
評
価
手
法
は
、
他
の

原
子
力
施
設
に
も
適
用
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、

判
断
基
準
と
な
る

数
値
及
び
使
用
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
の
一
部
（
例
え
ば
、
標
的
面
積
）
に
つ
い
て
は
、

各
施
設
タ
イ
プ
ご

と
に
そ
の
特
徴
を
踏
ま
え
て
個
別
に
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

具
体
的
に
は
、
再
処
理
施
設
や
核
燃
料
加
工
施
設
と

原
子
炉
施
設
と
で
は
、
安
全
上
重
要
な
構
築
物
、

系
統
及
び
機
器
に

関
す
る
考
え
方
、
取
り
扱
う
核
燃
料
物
質
の
形
態
及
び
量
、
そ
の
利
用
・
管
理
の
方

法
等
に
相
違
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
施
設
へ
の
航
空
機
落

下
に
伴
う
放
射
線
影
響
も
著
し
く
異
な
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
原
子
炉
以
外
の
施
設
で
は
、
こ
う
し
た
点
を
考
慮
し
て
、
判
断
基
準

値
を
定
め
る
こ
と

が
望
ま
し
い
。
 

             
 
再
処
理
施
設
は
，
使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
・
貯
蔵
，
前
処

理
，
分
離
，
精
製
等
の
工
程
ご
と
に
安
全

機
能
が
独
立
し
て
複
数
の
建
屋
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
，
安
全
上
重
要
な
施
設
を
収
納
す
る
建

屋
及
び
安
全
機
能
の
維
持
に
必
要
な
施
設
の
面
積
を
合
算
し
た
面
積
を
標
的
面
積
と
し
た
。
 

ま
た
，
再
処
理
施
設
は
，
Ｆ
－
1
6
等
に
対
す
る
防
護
設
計
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
，
有
視
界
飛
行

方
式
民
間
航
空
機
の
小
型
機
に
対
す
る
落
下
確
率
評
価
に
お
け
る
補
正
係
数
（
１
／
1
0
）
の
考
え
方
を

自
衛

隊
機

又
は

米
軍

機
の

落
下

事
故

の
う

ち
，

Ｆ
－

1
6
等

と
同

程
度

又
は

そ
れ

以
下

の
航

空
機

に
対

し
て
適
用
し
，
落
下
確
率
評
価
を
行
っ
た
。
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補
足
説
明
資
料
２
－
２

実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空
機
落
下
確
率
評
価
基
準
と
の
整
合
に
つ
い
て

補 2-2-3

実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空

機
落
下
確
率
評
価
基
準
 

基
準
へ
の
適
合
性
 

ま
た
、
原
子
炉

以
外
の
施
設
で
は
、
安
全
性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
保
護
す
べ
き
対
象
が
各
部
に
分

散
配
置
さ
れ
て
い

る
施
設
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
評
価
手
法
の
パ
ラ
メ
ー
タ
の
１
つ
で
あ
る
標
的
面

積
に
つ
い
て
は
、
航
空
機
落
下
に
対
し
て
安
全
上
重
要
な
構
築
物
、
系
統
及
び
機
器
の
設
置
状
況
を
考

慮
し
、
航
空
機
落
下
に
対
し
て
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
と
な
る
建
屋
や
設
備
を
特
定
し
て
設
定
す
る
こ
と
が
必

要
と
な
る
。
 

な
お
、
本
基
準
は
実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
安
全
設
計
に
対
す
る
基
準
と
し
て
定
め
た
も
の
で
あ

る
が
、
再
処
理
施

設
等
に
つ
い
て
は
、
立
地
条
件
と
し
て
必
要
な
場
合
に
は
航
空
機
落
下
の
考
慮
を
要

す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
判
断
基
準
値
の

設
定
に
当
た
っ
て
は
こ
う
し
た
相
違
点
を
考
慮

す
る
必
要
が
あ
る

。
 

２
．
基
本
方
針
 

航
空

機
落

下
に

対
す

る
原

子
炉

施
設

の
安

全
性

を
審

査
す

る
に

当
た

っ
て

は
、

指
針

３
第

１
項

の

「
安
全
機
能
を
有

す
る
構
築
物
、
系
統
及
び
機
器
は
、
想
定
さ
れ
る
外
部
人
為
事
象
に
よ
っ
て
、
原
子

炉
施
設
の
安
全
性

を
損
な
わ
な
い
設
計
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
要
求
事
項
を
満
足
す
る
こ
と
を
確
認
す

る
こ
と
が
必
要
と

な
る
。
こ
の
要
求
を
満
足
す
る
た
め
に
は
、
 

①
原
子
炉
施
設

へ
の
航
空
機
落
下
を
「
想
定
さ
れ
る
外
部
人
為
事
象
」
と
し
て
設
計
上
考
慮
す
べ
き

か
否
か
を
判
断

す
る
、

そ
の
結
果
、
航

空
機
落
下
が
「
想
定
さ
れ
る
外
部
人
為
事
象
」
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
場
合
に
は
、

②
そ

の
発

生
を

仮
定

し
、

必
要

に
応

じ
て

設
備

の
分

離
配

置
設

計
や

防
護

設
計

を
講

じ
る

等
に

よ

り
、
安
全
機
能

を
有
す
る
構
築
物
、
系
統
及
び
機
器
が
そ
の
機
能
を
維
持
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
、
 

と
い
う
プ
ロ
セ

ス
が
必
要
に
な
る
。
た
だ
し
、
①
を
省
略
し
、
②
を
実
施
す
る
こ
と
も
妨
げ
る
も
の

で
は
な
い
。
 

２
．
は
じ
め
に
 

 
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
「
再
処
理
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平

成
2
5
年

1
2
月
６
日
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
二
十
七
号
）
」
第
九
条
に
お
い
て
，
外
部
か
ら
の
衝

撃
に
よ
る
損
傷
防
止
と
し
て
，
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
，
工
場
等
又
は
そ
の
周
辺
に
お
い
て
想
定

さ
れ

る
再

処
理

施
設

の
安

全
性

を
損

な
わ

せ
る

原
因

と
な

る
お

そ
れ

が
あ

る
事

象
で

あ
っ

て
人

為
に

よ
る
も
の
（
故
意
に
よ

る
も
の
を
除
く
。
）
に
対
し
て
安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
し
て
お
り
，
工
場
等
又
は
そ
の
周
辺
で
想
定
さ
れ
る
人
為
事
象
の
一
つ
と
し
て
，
航
空
機
落
下

を
挙
げ
て
い
る
。
 

 
三
沢
対
地
訓
練
区
域
で
対
地
射
爆
撃
訓
練
飛
行
中
の
航
空
機
に
つ
い
て
は
，
当
区
域
が
再
処
理
施
設

の
南
方
向
約

1
0
ｋ
ｍ

と
離
れ
て
お
り
，
ま
た
，
航

空
機
は
原
則
と
し
て
原
子
力
関
係
施
設
上
空
を
飛
行

し
な
い
よ
う
規
制
さ
れ
る
こ
と
等
か
ら
，
航
空
機
が
施
設
に
墜
落
す
る
可
能
性
は
極
め
て
小
さ
い
が
，

当
区
域
で
多
く
の
訓
練
飛
行
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
立
地
地
点
固
有
の
社
会
環
境
等
を
配
慮
し
，
仮
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補
足
説
明
資
料
２
－
２

実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空
機
落
下
確
率
評
価
基
準
と
の
整
合
に
つ
い
て

補 2-2-4

実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空

機
落
下
確
率
評
価
基
準
 

基
準
へ
の
適
合
性
 

本
基
準
で
は
、
航
空
機
落
下
を
上
記
①
の
「
想
定
さ
れ
る
外
部
人
為
事
象
」
と
し
て
考
慮
す
べ
き
か

否
か
に
つ
い
て
、
原
子
炉
施
設
へ
航
空
機
が
落
下
す
る

と
い
う
事
象
の
発
生
確
率
を
用
い
て
判
断
す
る

こ
と
と
し
、
そ
の

判
断
基
準
と
な
る
数
値
を
示
す
と
と
も
に
、
当
該
確
率
評
価
に
用
い
る
標
準
的
な
手

法
を
示
す
。
 

な
お
、
原
子
炉

施
設
へ
の
航
空
機
落
下
は
、
そ
の
発
生
原
因
が
地
震
、
津
波
等
の
自
然
現
象
で
は
な

く
、
航
空
機
を
飛

行
さ
せ
る
と
い
う
人
の
行
為
に
係
わ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
行
為
を
規
制
す
る
航
空
法

や
そ
の
他
の
特
徴

を
勘
案
し
つ
つ
評
価
を
行
う
（
解
説
２
）
。
 

解
説
２
 
原
子
炉
施
設
上
空
に
お
け
る
航
空
規
制
等
の
現

状
（
第
２
章
）
 

原
子
力
施
設
付

近
の
上
空
の
飛
行
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
限
り
こ
れ
を
避
け
る
よ
う
、
国
土
交
通
省

及
び
防
衛
省
か
ら

運
航
者
に
指
導
等
が
な
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
航
空
法
第
８
１
条
た
だ
し
書
き
に

規
定

す
る

最
低
安

全
高

度
＊
以
下
の

飛
行

に
つ
い
て

の
許

可
は
行
わ

れ
な

い
こ
と
と

な
っ

て
い
る
。

ま

た
、
航
空
法
第
７

３
条
の
２
に
基
づ
き
、
「
機

長
は
出

発
前
に
航
空
情
報
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
当
該
航
空
情
報
は
航
空
路
誌
（
Ａ
Ｉ
Ｐ
）
に
記
載
さ
れ
る
が
、
こ
の
航
空

路
誌
に
は
、
原
子

力
施
設
の
場
所
及
び
そ
の
概
要
が
含
ま
れ
て
お
り
、
原
子
力
施
設
付
近
上
空
の
飛
行

を
で
き
る
限
り
避

け
る
よ
う
周
知
徹
底
が
図
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
航
空
法
第
７
５
条
に
基
づ
き
、

「
機

長
は

地
上

又
は

水
上

の
人

又
は

物
件

に
対

す
る

危
難

の
防

止
に

必
要

な
手

段
を

尽
く

さ
な

け
れ

ば
な
ら
な
い
」
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
原
子
炉
施
設
に
は
灯
火
が
設
置
さ
れ
、
視
認
性
の
向
上

が
図
ら
れ
て
い
る

。
 

に
訓

練
飛

行
中

の
航

空
機

が
施

設
に

墜
落

す
る

こ
と

を
想

定
し

て
も

安
全

確
保

上
支

障
が

な
い

よ
う

に
設
計
す
る
。
 

上
記

の
防

護
設

計
を

踏
ま

え
，

航
空

機
落

下
に

つ
い

て
は

，
「

実
用

発
電

用
原

子
炉

施
設

へ
の

航
空

機
落
下
確
率
評
価
基
準
に
つ
い
て
」（

平
成

1
4・

0
7・

2
9
原
院
第

４
号
（
平
成
１
４
年
７
月
３
０
日
原

子
力
安
全
・
保
安
院
制
定
）
）（

以
下
「
航
空
機
落
下
評
価
ガ
イ
ド
」
と
い
う
。
）
等
に
基
づ
き
，
防
護
設

計
の
要
否
に
つ
い
て
確
認
す
る
と
さ
れ
て
い
る
た
め
，
建
物
全
体
を
外
壁
及
び
屋
根
に
よ
り
保
護
す
る

設
計
と
す
る
建
物
・
構
築
物
に
つ
い
て
は
有
視
界
飛
行
方
式
民
間
航
空
機
の
落
下
確
率
を
求
め
る
際
に

小
型

機
に

対
し

て
用

い
る
１

／
1
0
の

係
数

を
適

用
し

て
航

空
機

落
下

確
率

評
を

行
い

追
加

の
防

護

設
計
の
要
否
を
評
価
し
た
。
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補
足
説
明
資
料
２
－
２

実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空
機
落
下
確
率
評
価
基
準
と
の
整
合
に
つ
い
て

補 2-2-5

実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空

機
落
下
確
率
評
価
基
準
 

基
準
へ
の
適
合
性
 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

＊
最

低
安

全
高

度
：

航
空

法
第

８
１

条
及

び
航

空
法

施
行

規
則

第
１

７
４

条
に

お
い

て
、

以
下

の
よ

う

に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
 

有
視
界
飛
行
方
式
に
よ
り
飛
行
す
る
航
空
機
に
あ
っ
て
は
、
飛
行
中
動
力
装
置
の
み
が
停
止
し
た
場
合

に
地

上
又

は
水

上
の

人
又

は
物

件
に

危
険

を
及

ぼ
す

こ
と

な
く

着
陸

で
き

る
高

度
及

び
次

の
高

度
の

う
ち
何
れ
か
高
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
 

①
人
又
は
家
屋
の
密
集
し
て
い
る
地
域
の
上
空
に
あ
っ
て
は
、
当
該
航
空
機
を
中
心
と
し
て
水
平
距
離

６
０
０
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
の
最
も
高
い
障
害
物
の
上
端
か
ら
３
０
０
メ
ー
ト
ル
の
高
度

②
人
又
は
家
屋
の
な
い
地
域
及
び
広
い
水
面
の
上
空
に
あ
っ
て
は
、
地
上
又
は
水
上
の
人
又
は
物
件
か

ら
１
５
０
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
を
保
っ
て
飛
行
す
る
こ
と
の
で
き
る
高
度

③
①
及
び
②
に
規
定
す
る
地
域
以
外
の
地
域
の
上
空
に
あ
っ
て
は
、
地
表
面
又
は
水
面
か
ら
１
５
０
メ

ー
ト
ル
以
上
の
高
度

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 

３
．
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空
機
落
下
確
率
に
関
す
る
判
断
基
準
 

航
空
機
落
下
を
「
想
定
さ
れ
る
外
部
人
為
事
象
」
と
し
て
設
計
上
考
慮
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る
た

め
の
具
体
的
な
基
準
は
、
以
下
の
と
お
り
と
す
る
（
解
説
３
－
１
、
３
－
２
）
。
 

①
４
．
に
示
す
標
準
的
な
評
価
方
法
に
基
づ
き
、
原
子
炉
施
設
へ
航
空
機
が
落
下
す
る
確
率
を
評
価

し
、
そ
れ
ら
評
価
結
果
の
総
和
が
1
0
－

７
（
回
／
炉
・
年
）
を
超
え
な
い
こ
と

②
①
を
満
足
し
な
い
場
合
に
は
、
当
該
原
子
炉
施
設
の
立
地
点
に
お
け
る
状
況
を
現
実
的
に
考
慮
し

た
評
価
を
行
い
、
そ
の
妥
当
性
を
確
認
し
た
上
で
、
当
該
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空
機
落
下
の
発
生
確

率
の
総
和
が
1
0
－

７
（
回
／
炉
・
年
）
を
超
え
な
い
こ
と

な
お
、
上
記
①
を
満
足
し
な
い
場
合
と
し
て
は
、
４
．
の
（
１

）
～
（
３
）
に

関
す
る
個
別
の
評
価
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補
足
説
明
資
料
２
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２

 
 

実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空
機
落
下
確
率
評
価
基
準
と
の

整
合
に
つ
い
て

 

補 2-2-6

実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空

機
落
下
確
率
評
価
基
準
 

基
準
へ
の
適
合
性
 

結
果
の
い
ず
れ
か

が
1
0
－

７
（
回
／
炉
・
年
）
を
超
え
る
場
合
と
、
そ
れ
ぞ
れ
が
1
0
－
７
（
回
／
炉
・
年
）

以
下
で
あ
っ
て
も
総
和
が
1
0
－

７
（
回
／
炉
・
年

）
を
超
え
る
場
合
と
が
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
1
0
－

７
（

回
／

炉
・
年
）

を
超

え
る
項
目

を
、

ま
た
、
後

者
に

つ
い
て
は

少
な

く
と
も
１

つ
の

項
目
を
対

象

に
、
現
実
的
な
評
価
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
上
記
②
を

満
足
す
る
こ
と
が
確
認
で
き
れ
ば
上
記
基
準
に

適
合

す
る

も
の

と
判

断
す

る
こ

と
と

し
、

全
て

の
項

目
に

つ
い

て
現

実
的

な
評

価
を

行
う

必
要

は
な

い
。
 

 

解
説
３
－
１
 
 
諸
外
国
に
お
け
る
航
空
機
落
下
に
関
す
る
基
準
（
第
３
章
）
 

原
子
炉
施
設
へ
の
航
空
機
落
下
に
つ
い
て
は
、
米
国
や
欧
州
の
主
要
国
に
お
い
て
基
準
が
設
定
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
お
け
る
考
え
方
は
異
な

っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
米
国
、
フ
ラ
ン
ス
、

ド
イ
ツ
及
び
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
基
準
の
概
要
を
ま
と

め
る
。
 

(
1
)
 
米
国
（
S
t
a
n
d
a
r
d
 
R
e
v
i
e
w
 
P
l
a
n
;
 
N
U
R
E
G
-
0
8
0
0
）
 

米
国
で
は
、
航
空
機
落
下
を
立
地
基
準
（
1
0
 C
F
R
 P
a
r
t
 1
0
0
）
の
１
つ
と
し
て
設
定
し
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
基
準
を
設
け
て
い
る
。
 

①
「
放
射
線
影
響
が
公
衆
の
被
ば
く
線
量
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
判
断
基
準
値
を
超
え
る
原
子
炉

施
設
へ
の
航
空

機
落
下
事
故
」
の
発
生
確
率
が
1
0
－
７
／
炉
・
年
以
下
と
な
る
こ
と
 

②
 
上
記
①
を
満
足
し
な
い
場
合
、
あ
る
い
は
、
十
分
危
険
な
軍
事
活
動
が
特
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、

航
空
機
落
下
に
関
す
る
詳
細
な
検
討
を
行
う
こ
と
（
即
ち
、
詳
細
な
ハ
ザ
ー
ド
評
価
を
行
う
と
と
も

に
、
航
空
機
落
下
事
故
を
プ
ラ
ン
ト
の
設
計
で
考
慮
す
る
こ
と
）
 

を
要
求
し
て
い
る

。
 

(
2
)
 
フ
ラ
ン
ス

（
B
a
s
i
c
 
S
a
f
e
t
y
 
R
u
l
e
s
 
N
o
.
1
.
2
.
a
;
 
S
I
N
 
N
o
.
 
Z
/
3
2
5
3
/
8
0
）
 

フ
ラ
ン
ス
で

は
、
基
本
安
全
原
則
1
.
2
.
a
に
お
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
基
準
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。 
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設
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落
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基
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と
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い
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補 2-2-7

実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空

機
落
下
確
率
評
価
基
準
 

基
準
へ
の
適
合
性
 

①
一
般
小
型
機

、
軍
用
機
、
商
業
用
航
空
機
を
対
象
と
し
、
航
空
機
の
タ
イ
プ
別
に
、
安
全
機
能
（
原

子
炉
停
止
及
び

残
留
熱
除
去
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
、
廃
棄
物
処
理
）
に
対
す
る
落
下
確
率
評
価
を
行

い
、
各
安
全
機
能
ご
と
に
サ
イ
ト
境
界
で
容
認
で
き
な
い
量
の
放
射
性
物
質
が
放
出
さ
れ
る
確
率
が

1
0
-
6
／
炉
・
年
以
下
と
な
る
こ
と
（
な
お
、
類
似
の
事
故
に
よ
る
確
率
の
増
分
を
考
慮
し
、
各
ハ
ザ

ー
ド
ご
と
に
各

安
全
機
能
に
対
す
る
最
大
発
生
確
率
を
約
1
0
－
７
／
炉
・
年
と
設
定
し
て
い
る
）
 

②
統
計
解
析
の
結
果
に
基
づ
く
と
、
標
準
プ
ラ
ン
ト
の
構
築
物
設
計
に
対
し
て
考
慮
す
べ
き
リ
ス
ク

は
、
一
般
小
型

機
に
よ
る
も
の
だ
け
と
な
る
こ
と
か
ら
、
２
つ
の
タ
イ
プ
の
小
型
機
（
セ
ス
ナ
2
1
0：

重
量
1
.
5
ト
ン
、
リ
ア
ジ
ェ
ッ
ト
2
3
：
同
5
.
7
ト
ン
）

に
よ
る
衝
突
を
考
慮
す
る
こ
と

た
だ
し
、
上
記
①
の
確
率
は
、
「
原
子
炉
施
設
に
航
空
機
が
衝
突
し
て
、
安
全
機
能
が
喪
失
し
、
さ

ら
に
、
容
認
で
き
な
い
放
射
性
物
質
の
放
出
が
起
こ
る
」
と
い
う
事
象
の
発
生
確
率
で
あ
り
、
実
際
に

は
、
特
に
、
軍
用
機
に
対
し
て
は
、
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空
機
の
衝
突
確
率
が
1
0
－
７
／
炉
・
年
を
超
え

な
い
よ
う
立
地
選
定
を
行
っ
て
い
る
。
 

(
3
)

ド
イ
ツ
（
B
e
s
c
h
r
e
i
b
u
n
g
 d
e
r
 G
e
g
e
n
w
a
e
r
t
i
g
e
n
 P
r
a
x
i
s
 z
u
 d
e
n
 S
i
c
h
e
r
h
e
i
t
s
k
r
i
r
e
r
i
e
n

f
u
e
r
 
k
r
a
f
t
w
e
r
k
e
:
 
I
n
s
t
i
t
u
t
 
f
u
e
r
 
R
e
a
c
k
t
o
r
s
i
c
h
e
l
h
e
i
t
,
 
R
S
K
 
S
a
f
e
t
y
 
C
o
d
e
s
 
a
n
d 

G
u
i
d
e
s
 
1
9
.
1
）
 

ド
イ
ツ
で
は

、
原
子
力
発
電
所
の
立
地
に
対
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
基
準
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
 

①
原
子
力
発

電
所
は
、
3
0
 
ト

ン
以
上
の
航
空

機
が
離
着
陸
す

る
こ
と
の
で
き

る
飛
行
場
（
空

港
）

か
ら
少
な
く
と
も
1
0
k
m
離
れ
た
と
こ
ろ
に
立
地
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
航
空
機
航
行
地
図
上
の
「
c
o
n
t
r
o
l
l
e
d
」
区
域
あ
る
い
は
「
t
e
r
m
i
n
a
l
」
区
域
内
で
の
立
地
は
避

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③
“
E
R
-
R
”
（

制
限
）
、
“
E
R
-
D
”
（
危
険
）
、
“
E
R
-
P
”
（
禁
止
）
と
い
う
マ
ー
ク
の
付
い
た
区

域
上
空
は
、
軍
用
機
に
対
す
る
防
護
帯
で
あ
り
、
当
該
区
域
内
で
の
立
地
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
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補 2-2-8

実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空

機
落
下
確
率
評
価
基
準
 

基
準
へ
の
適
合
性
 

い
。
 

さ
ら
に
、
連
邦

政
府
に
よ
る
立
地
基
準
で
は
、
上
記
の
制
限
条
件
を
考
慮
し
て
、
サ
イ
ト
を
３
つ
の

カ
テ
ゴ
リ
（
カ
テ

ゴ
リ
Ⅰ
は
理
想
的
な
サ
イ
ト
、
カ
テ
ゴ
リ
Ⅱ
は
新
規
立
地
に
対
し
て
防
護
対
策
が
要

求
さ
れ
る
サ
イ
ト

、
カ
テ
ゴ
リ
Ⅲ
は
許
認
可
を
受
け
る
の
が
極
め
て
困
難
な
サ
イ
ト
）
に
分
け
、
各
カ

テ
ゴ
リ
に
対
す
る

立
地
要
件
を
定
め
て
い
る
。

一
方
、
安
全
基

準
で
は
、
R
F
-
4
フ
ァ
ン
ト
ム
の
原
子
炉
建
家
へ
の
衝
突
を
想
定
し
て
防
護
設
計
を
図

る
よ
う
要
求
し
て

い
る
。
 

(
4
)

イ
ギ
リ
ス
（
S
a
f
e
t
y
 
A
s
s
e
s
s
m
e
n
t
 
P
r
i
n
c
i
p
l
e
s
 
f
o
r
 
N
u
c
l
e
a
r
 
P
l
a
n
t
s
）

イ
ギ
リ
ス
で
は
、
原
子
力
発
電
所
の
安
全
評
価
原
則
に
お
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
要
求
が
な
さ
れ

て
い
る
。
 

①
大

規
模

放
出

を
伴

う
可

能
性

の
あ

る
事

故
の

全
発

生
頻

度
は

、
以

下
の

値
を

下
回

る
も

の
と

す

る
。
 

・
基
本
安
全
限

度
：
1
0
－

５
／
年

・
基
本
安
全
目
標
：
1
0
－

７
／
年

②
全
て
の
ハ
ザ

ー
ド
に
対
し
、
あ
る
事
象
の
発
生
頻

度
が
1
0
0
0
万
年
に
１
回
を
下
回
る
こ
と
が
実
証

で
き

な
い

場
合

に
は

設
計

基
準

解
析

の
原

則
及

び
P
S
A
の

原
則

が
満

足
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
示

す
も

の
と
し
、
ま
た

、
ハ
ザ
ー
ド
源
が
十
分
離
れ
て
い
る
場
合
に
は
プ
ラ
ン
ト
へ
の
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い

こ
と
を
示
す
こ

と
と
す
る
。

ま
た
、
原
子
力
発
電
所
の
設
計
安
全
基
準
に
お
い
て

、
以
下
の
要
求
が
あ
る
。

①
環

境
中

へ
の

制
御

で
き

な
い

大
規

模
な

放
射

能
の

放
出

を
も

た
ら

す
よ

う
な

単
一

の
事

故
の

発

生
確
率
は
1
0
－
７
／
炉
・
年
未
満
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

②
制
御
で
き
な
い
放
出
を
も
た
ら
す
全
事
故
の
発
生
確
率
は
1
0
－
６
／
炉
・
年
未
満
で
な
け
れ
ば
な
ら
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補 2-2-9

実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空

機
落
下
確
率
評
価
基
準
 

基
準
へ
の
適
合
性
 

な
い
。
 

一
方

、
P
WR

の
設
計

ガ
イ
ド

ラ
イ
ン

で
は
、

以
下
の

よ
う
な

要
求
を

課
し
て

い
る
が

、
実
際

に
は
、

防
護
設
計
が
適
用
さ
れ
た
原
子
炉
施
設
は
な
い
。
 

・
原

子
力

発
電

所
が

最
も

近
く

の
飛

行
場

あ
る

い
は

軍
用

低
空

飛
行

区
域

か
ら

少
な

く
と

も

1
0
k
m
の
位
置
に
立
地
し
て
い
る
こ
と

・
原

子
力

発
電

所
が

最
も

近
く

の
飛

行
場

あ
る

い
は

軍
用

低
空

飛
行

区
域

か
ら

1
0
k
m
よ

り
も

近

い
位
置
に
立
地
し
て
い
る
場
合
に
は
、
物
理
的
防
護
、
分
離
あ
る
い
は
適
切
な
手
段
に
よ
り
航

空
機
落
下
に
耐
え
る
プ
ラ
ン
ト
設
計
の
必
要
性
を
考
慮
す
る
こ
と

解
説
３
－
２
 
諸
外
国
の
航
空
機
落
下
に
関
す
る
判
断
基
準
に
対
す
る
本
基
準
の
保
守
性
（
第
３
章
）
 

解
説
３
－
１
で
示
し
た
諸
外
国
に
お
け
る
航
空
機
落
下
事
故
の
基
準
で
は
、
「
原
子
炉
施
設
へ
の
航

空
機
の
落
下
に
よ
り
放
射
性
物
質
の
大
規
模
放
出
を
も
た
ら
す
事
象
の
発
生
確
率
が
1
0
－
７
（
回
／
炉
・

年
）
よ
り
小
さ
け
れ
ば
、
航
空
機
落
下
に
対
す
る
設
計
上
の
考
慮
を
必
要
と
し
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る

の
に
対
し
、
本
基
準
に
お
い
て
は
、
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空
機
落
下
の
発
生
確
率
を
「
想
定
さ
れ
る
外

部
人
為
事
象
」
と
し
て
設
計
上
考
慮
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る
た
め
の
判
断
基
準
値
と
し
て
1
0
－
７
（
回

／
炉
・
年
）
を
設
定
し
て
い
る
。
 

４
．
原
子
炉
施
設
へ

の
航
空
機
落
下
確
率
の
評
価
手
法
 

本
基
準
で
評
価
対
象
と
す
る
航
空
機
は
、
固
定
翼
機
（
ジ
ェ
ッ
ト
旅
客
機
等
）
と
回
転
翼
機
（
ヘ
リ

コ
プ
タ
ー
）
と
す
る
（
解
説
４
－
１
）
。

こ
れ
ら
を
対
象
に
、
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空
機
落
下

に
つ
い
て
そ
の
発
生
確
率
を
評
価
す
る
に
当
た

４
．
再
処
理
施
設
へ
の
航
空
機
落
下
確
率
の
評
価
手
法
 

 
再

処
理

施
設

に
お

け
る

航
空

機
落

下
確

率
評

価
の

対
象

と
な

る
航

空
機

落
下

事
故

の
種

類
に

つ
い

て
は
，
航
空
機
落
下
評
価
ガ
イ
ド
に
示
さ
れ
て
い
る
落
下
事
故
分
類
の
う
ち
、
以
下
の
と
お
り
選
定
し

た
。
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補
足
説
明
資
料
２
－
２

 
 

実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空
機
落
下
確
率
評
価
基
準
と
の

整
合
に
つ
い
て

 

補 2-2-10

実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空

機
落
下
確
率
評
価
基
準
 

基
準
へ
の
適
合
性
 

っ
て
は
、
以
下
に

示
す
よ
う
な
原
子
炉
施
設
の
周
辺
環
境
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

・
 
原
子
炉
施
設
周
辺
に
お
け
る
計
器
飛
行
方
式
で
飛

行
す
る
民
間
航
空
機
の
飛
行
場
の
有
無
 

・
 
原
子
炉
施
設
上
空
に
お
け
る
航
空
路
の
有
無
 

・
 
原
子
炉
施
設

周
辺
に
お
け
る
自
衛
隊
機
又
は
在
日
米
軍
機
（
以
下
、
「
米
軍
機
」
と
い
う
。
）
の

基
地
の
有
無
 

・
 
原
子
炉
施
設

及
び
そ
の
周
辺
上
空
に
お
け
る
自
衛
隊
機
又
は
米
軍
機
の
訓
練
・
試
験
空
域
（
以
下
、

「
訓
練
空
域
」
と
い
う
。
）
の
有
無
 

・
 
原
子
炉
施
設
上
空
に
お
け
る
自
衛
隊
機
又
は
米
軍

機
の
基
地
－
訓
練
空
域
間
往
復
経
路
の
有
無
 

こ
う
し
た
周
辺

環
境
及
び
こ
れ
ま
で
の
事
故
実
績
を
踏
ま
え
、
以
下
の
よ
う
に
航
空
機
の
落
下
事
故

を
分
類
し
て
、
原

子
炉
施
設
へ
の
航
空
機
落
下
の
発
生
確
率
評
価
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

１
）
計
器
飛
行
方
式
民
間
航
空
機
の
落
下
事
故
 

①
飛
行
場
で
の
離
着
陸
時
に
お
け
る
落
下
事
故
 

  ②
航
空
路
を
巡
航
中
の
落
下
事
故
 

    ２
）
有
視
界
飛
行
方
式
民
間
航
空
機
の
落
下
事
故
 

  

           
１
）
計
器
飛
行
方
式
民
間
航
空
機
の
落
下
事
故
 

 
 
①
飛
行
場
で
の
離
着
陸
時
に
お
け
る
落
下
事
故
 

 
 

 
再

処
理

施
設

周
辺

に
立

地
す

る
三

沢
空

港
の

滑
走

路
端

か
ら

滑
走

路
方

向
に

対
し

て
±

60
°

の

扇
型
区
域
か
ら
外
れ
る
こ
と
か
ら
，
航
空
機
落
下
確
率
評
価
は
不
要
と
し
た
。
 

 
 
②
航
空
路
を
巡
航
中
の
落
下
事
故
 

 
 

 
再

処
理

施
設

上
空

に
航

空
法

第
3
7
条

に
基

づ
く

航
空

路
の

指
定

に
関

す
る

告
示

に
よ

り
指

定
さ

れ
て
い
る
航
空
路

は
存
在
し
な
い
が
，
航
空
路
誌
（
Ａ
Ｉ
Ｐ
）
に
掲
載
さ
れ
た
直
行
経
路
Ｍ
Ｉ
Ｓ
Ａ

Ｗ
Ａ
（
Ｍ
Ｉ
Ｓ
）
－
Ｃ
Ｈ
Ｉ
Ｔ
Ｏ
Ｓ
Ｅ
（
Ｚ
Ｙ
Ｔ
）
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
，
当
該
直
行
経
路
を
計

器
飛
行
方
式
民
間

航
空
機
が
飛
行
す
る
こ
と
を
想
定
し
，
航
空
機
落
下
確
率
評
価
を
行
う
。
 

 
２
）
有
視
界
飛
行
方
式
民
間
航
空
機
の
落
下
事
故
 

 
 
 
再
処
理
施
設
上
空
の
三
沢
特
別
管
制
区
は
，
航
空
法
第
9
4
条
の
２
に
よ
り
計
器
飛
行
方
式
に
よ
ら

な
け
れ
ば
飛
行
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
，
航
空
機
落
下
確
率
評
価
は
不
要
と
し
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補
足
説
明
資
料
２
－
２

 
 

実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空
機
落
下
確
率
評
価
基
準
と
の

整
合
に
つ
い
て

 

補 2-2-11

実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空

機
落
下
確
率
評
価
基
準
 

基
準
へ
の
適
合
性
 

  ３
）
自
衛
隊
機
又

は
米
軍
機
の
落
下
事
故
 

①
訓
練
空
域
内

を
訓
練
中
及
び
訓
練
空
域
周
辺
を
飛
行
中
の
落
下
事
故
 

  ②
基
地
－
訓
練

空
域
間
を
往
復
時
の
落
下
事
故
 

た
だ
し
、
離
着
陸
時
に
お
い
て
基
地
外
に
落
下
し
た
事
故
は
②
に
含
む
も
の
と
す
る
が
、
自
衛
隊
機
又

は
米
軍
機
の
基
地
内
で
の
事
故
は
、
当
該
航
空
機
が
原

子
炉
施
設
に
到
達
す
る
可
能
性
は
な
い
と
考
え

ら
れ
る
た
め
対
象
外
と
す
る
。
 

 

以
下
で
は
、
上
記
分
類
ご
と
に
標
準
的
な
評
価
手
法
を
示
す
。
当
該
評
価
手
法
は
、
国
内
に
お
い
て

現
実

に
存

在
す

る
航

空
機

の
飛

行
状

況
や

事
故

事
例

等
の

実
績

デ
ー

タ
を

使
用

す
る

こ
と

を
前

提
と

し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
評
価
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
上
記
分
類
に
含
ま
れ
て
い
な
い
航

空
機
の
飛
行
状
況
や
事
故
の
発
生
を
含
め
て
、
最
新
の

デ
ー
タ
を
適
切
に
考
慮
し
た
評
価
を
行
う
必
要

が
あ
る
。
 

（
１
）
計
器
飛
行
方

式
民
間
航
空
機
の
落
下
事
故
 

１
）
飛
行
場
で
の

離
着
陸
時
に
お
け
る
落
下
事
故
 

原
子

炉
施

設
周

辺
の

飛
行

場
に

お
け

る
離

着
陸

時
の

航
空

機
が

原
子

炉
施

設
へ

落
下

す
る

確
率

の
評
価
は
、
以
下
の
２
段
階
に
分
け
て
行
う
も
の
と

す
る
。
 

①
 
原
子
炉
施
設
と
飛
行
場
と
の
位
置
関
係
を
確
認

し
、
以
下
の
条
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
し
た
場

合
に
は
、
離
着
陸
時
の
航
空
機
落
下
の
発
生
確
率

評
価
を
行
う
必
要
は
な
い
も
の
と
す
る
。
 

た
。
 

 
 

３
）
自
衛
隊
機
又
は
米
軍
機
の
落
下
事
故
 

①
訓
練
空
域
内
を
訓
練
中
及
び
訓
練
空
域
周
辺
を
飛
行
中
の
落
下
事
故
 

 
 
 
再
処
理
施
設
の
上
空
に
訓
練
空
域
は
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
，
訓
練
空
域
周
辺
を
飛
行
中
の
落
下

事
故
に
つ
い
て
，
航
空
機
落
下
確
率
評
価
を
行
う
。
 

②
基
地
－
訓
練
空
域
間
を
往
復
時
の
落
下
事
故
 

再
処
理
施
設
は
，
基
地
－
訓
練
空
域
間
の
往
復
の
想
定
飛
行
範
囲
内
に
位
置
し
な
い
こ
と
か
ら
，

航
空
機
落
下
確
率
評
価
は
不
要
と
し
た
。
 

  

航
空
機
落
下
確
率
評
価
に
お
い
て
は
，
最
新
の
デ
ー
タ
と
し
て
計
器
飛
行
方
式
民
間
航
空
機
の
落
下

事
故
に
つ
い
て
は
，
平
成
1
1
年
１
月
か
ら
平
成
3
0
年
1
2
月
，
自
衛
隊
機
又
は
米
軍
機
の
落
下
事
故
に
つ

い
て

は
，

平
成

1
1
年

４
月

か
ら

平
成

3
1
年

３
月

ま
で

の
期

間
に

お
け

る
2
0
年

間
の

事
故

を
対

象
と

し

た
。
 

 （
１
）
計
器
飛
行
方
式
民
間
航
空
機
の
落
下
事
故
 

１
）
飛
行
場
で
の
離
着
陸
時
に
お
け
る
落
下
事
故
 

 
 
 
評
価
対
象
外
。
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補
足
説
明
資
料
２
－
２

実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空
機
落
下
確
率
評
価
基
準
と
の
整
合
に
つ
い
て

補 2-2-12

実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空
機
落
下
確
率
評
価
基
準
 

基
準
へ
の
適
合
性
 

i
)

飛
行
場
か
ら
の
最
大
離
着
陸
地
点
（
航
空
路
誌
（
Ａ
Ｉ
Ｐ
）
に
記
載
さ
れ
た
離
着
陸
経
路
に
お

い
て
着
陸
態
勢
に
入
る
地
点
あ
る
い
は
離
陸
態
勢
を
終
え
る
地
点
を
い
う
。
図
１
に
そ
の
具
体

例
を
示
す
。
）
ま
で
の
直
線
距
離
を
半
径
と
す
る
範
囲
内
に
原
子
炉
施
設
が
存
在
し
な
い
場
合

i
i
)

最
大

離
着

陸
地

点
ま

で
の

直
線

距
離

を
半

径
と

す
る

範
囲

内
に

原
子

炉
施

設
が

存
在

す
る

場

合
で
あ
っ
て
も
、
飛
行
場
の
滑
走
路
端
か
ら
滑
走
路
方
向
に
対
し
て
±
6
0
°
の
扇
型
区
域
（
図

２
）
か
ら
外
れ
る
場
合

②
上
記
①
の
条
件
を
い
ず
れ
も
満
た
さ
な
い
場
合
は
、
当
該
飛
行
場
に
お
け
る
航
空
機
の
年
間
離

着
陸
回
数
等
を
考
慮
し
、
以
下
の
方
法
を
用
い
て
、
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空
機
落
下
の
発
生
確
率

を
評
価
す
る
（
解
説
４
－
２
(
1
)
）
。

（
評
価
方
法
）

原
子

炉
施

設
周

辺
の

飛
行

場
に

お
い

て
離

着
陸

時
の

航
空

機
が

原
子

炉
施

設
へ

落
下

す
る

確
率
は
、
以
下
の
式
に
よ
っ
て
評
価
す
る
。
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補
足
説
明
資
料
２
－
２

実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空
機
落
下
確
率
評
価
基
準
と
の
整
合
に
つ
い
て

補 2-2-13

実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空

機
落
下
確
率
評
価
基
準
 

基
準
へ
の
適
合
性
 

こ
こ
で

対
象
と
す
る
航
空
機
、
事
故
の
種
類
、
「
離
着
陸
時
」
の
定
義
、
事
故
件
数
（

Dd
,a
）

及
び
運
航
実
績
（
離
着
陸
回
数
Ed
,a
）
の
集
計
期

間
並
び
に
原
子
炉
施
設
の
標
的
面
積
(
A)
に
関

す
る
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
解
説
４
－
３
に
示
す
。
 

ま
た
、
離
着
陸
時
の
事
故
に
お
け
る
落
下
地
点

確
率
分
布
関
数
（
Φ
d,
a(
r,
θ
)）

は
、
滑
走

路
端
か
ら
距
離
r、

滑
走
路
中
心
線
（
滑
走
路
飛
行
方
向
）
か
ら
角
度
θ
の
関
数
と
し
て
、
離
陸

時
及

び
着

陸
時

の
航

空
機

事
故

に
よ

り
航

空
機

が
ど

こ
に

落
下

す
る

か
を

単
位

面
積

当
た

り
の

数
値
で
表
し
た
確
率
分
布
で
あ
る
。
こ
の
確
率
分
布
は
、
過
去
の
事
故
事
例
で
の
落
下
位
置
を
基

に
推
定
す
べ
き
で
あ
る
が
、
事
故
事
例
が
少
な
い
場
合
は
、
滑
走
路
端
か
ら
最
大
離
着
陸
地
点
ま

で
の
直
線
距
離
（
r0
）
内
の
円
内
で
滑
走
路
方
向
両
側
に
対
し
±
6
0
°
以
内
の
扇
型
（
Ad
,a
）
に

一
様
な
分
布
、
あ
る
い
は
、
周
方
向
で
正
規
分
布
を
仮
定
し
、
い
ず
れ
か
厳
し
い
方
を
用
い
る
。 

58



補
足
説
明
資
料
２
－
２

 
 

実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空
機
落
下
確
率
評
価
基
準
と
の

整
合
に
つ
い
て

 

補 2-2-14

実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空

機
落
下
確
率
評
価
基
準
 

基
準
へ
の
適
合
性
 

 

 な
お
、
評
価
対
象
と
な
る
飛
行
場
が
複
数
存
在
す
る
場
合
に
は
、
各
々
の
飛
行
場
に
対
し
て
上

記
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
と
し
て
得
ら
れ
る
落
下
確
率
の
総
和
を
と
る
も
の
と
す
る
。
 

 

２
）
航
空
路
を
巡
航
中
の
落
下
事
故
 

航
空
法
第

３
７
条
に
基
づ
く
「
航
空
路
の
指
定
に
関
す
る
告
示
」
に
よ
り
そ
の
位
置
及
び
範
囲
が

指
定
さ
れ
て

い
る
航
空
路
、
航
空
路
誌
（
Ａ
Ｉ
Ｐ
）
に
掲
載
さ
れ
た
直
行
経
路
と
転
移
経
路
、
最
大

                      
２
）
航
空
路
を
巡
航
中
の
落
下
事
故
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実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空
機
落
下
確
率
評
価
基
準
と
の
整
合
に
つ
い
て

補 2-2-15

実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空
機
落
下
確
率
評
価
基
準
 

基
準
へ
の
適
合
性
 

離
着
陸
地
点
以
遠
の
離
着
陸
経
路
、
広
域
航
法
（
Ｒ
Ｎ
Ａ
Ｖ
）
経
路
等
（
以
下
、
こ
れ
ら
を
総
称
し

て
、
単
に
「
航
空
路
」
と
い
う
。
）
が
、
原
子
炉
施
設
の
上
空
に
存
在
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
航

空
路
を
巡
航
す
る
航
空
機
が
原
子
炉
施
設
へ
落
下
す
る
確
率
を
評
価
す
る
。
 

（
評
価
方
法
）
 

原
子
炉
施
設
の
上
空
に
航
空
路
が
設
定
さ
れ
て
い
る
場
合
、
以
下
の
式
を
用
い
て
、
巡
航
中
の

航
空
機
の
原
子
炉
施
設
へ
の
落
下
確
率
を
評
価
す
る
。
 

こ
こ
で
対
象
と
す
る
航
空
機
、
事
故
の
種
類
、
「
巡
航
中
」
の
定
義
、
事
故
件
数
（

Gc
）
及
び
運

航
実
績
（
延
べ
飛
行
距
離
Hc
）
の
集
計
期
間
、
航
空
路
幅
(
W)
並
び
に
原
子
炉
施
設
の
標
的
面
積
(
A)

に
関
す
る
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
解
説
４
－
３
に
示
す
。
 

な
お
、
上
記
１
）
と
同
様
、
評
価
対
象
と
な
る
航
空
路
が
複
数
存
在
す
る
場
合
、
各
々
の
航
空
路

に
対
す
る
評
価
を
行
い
落
下
確
率
の
総
和
を
と
る
も
の
と
す
る
。
 

航
空
機
落
下
評
価
ガ
イ
ド
に
示
さ
れ
た
評
価
式
を
用
い
て
，
航
空
機
落
下
確
率
評
価
を
行
っ
た
。
 

 
な
お
，
平
成

1
1
年
１
月
か
ら
平
成

3
0
年

1
2
月
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
，
航
空
路
を
巡
航
中
の

落
下
事
故
は
発
生
し
て
い
な
い
が
，
「
0
.
5
回
」
と
し
て
評
価
を
行
っ
た
。
 

評
価
の
結
果
，
航
空
機
落
下
確
率
は
「
2
.
3
×
1
0
－
1
0
（
回
／
年
）
」
と
な
る
。
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補
足
説
明
資
料
２
－
２

実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空
機
落
下
確
率
評
価
基
準
と
の
整
合
に
つ
い
て

補 2-2-16

実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空

機
落
下
確
率
評
価
基
準
 

基
準
へ
の
適
合
性
 

（
２
）
有
視
界
飛
行
方
式
民
間
航
空
機
の
落
下
事
故

有
視
界
飛
行
方
式
に
よ
り
飛
行
す
る
民
間
の
航
空

機
の
ほ
と
ん
ど
が
不
定
期
便
で
あ
り
、
こ
れ
ら

に
つ
い
て
は
特
定
の
飛
行
ル
ー
ト
が
存
在
せ
ず
、
ま

た
、
飛
行
の
頻
度
も
一
定
で
な
い
こ
と
か
ら
、

こ
れ
ら
の
航
空
機
が
陸
上
に
落
下
す
る
確
率
を
全
国

平
均
値
と
し
て
用
い
、
原
子
炉
施
設
へ
の
落
下

確
率
を
評
価
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
有
視
界
飛

行
方
式
に
よ
り
飛
行
す
る
航
空
機
の
事
故
の
ほ

と
ん
ど
は
軽
飛
行
機
等
の
小
型
機
で
あ
る
が
、
当
該
評
価
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
小
型
機
で
は
、
機

体
重
量
、
飛
行
速
度
、
落
下
時
の
衝
撃
力
（
荷
重
）
、
衝
突
時
の
衝
突
面
積
が
大
型
機
に
比
べ
て
小

さ
い
こ
と
、
一
般
に
格
納
容
器
や
原
子
炉
建
屋
が
堅
固
な
構
築
物
で
あ
る
こ
と
等
か
ら
原
子
炉
施
設

に
落

下
し

た
場

合
に

お
い

て
も

そ
の

影
響

を
及

ぼ
す

原
子

炉
施

設
の

範
囲

が
大

型
機

の
落

下
に

比

べ
て
著
し
く
小
さ
く
な
る
こ
と
を
考
慮
す
る
。
 

具
体
的
な
評
価
手
法
を
以
下
に
示
す
。
た
だ
し
、
原
子
炉
施
設
周
辺
に
お
い
て
有
視
界
飛
行
中
の

航
空
機
が
落
下
し
た
実
績
が
あ
る
場
合
や
、
訓
練
飛
行
の
回
数
が
明
ら
か
に
他
の
地
域
よ
り
著
し
く

多
い
と
考
え
ら
れ
る
訓
練
空
域
が
原
子
炉
施
設
周
辺

に
存
在
す
る
場
合
は
、
こ
う
し
た
実
際
の
状
況

を
考
慮
し
て
、
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空
機
落
下
の
確

率
を
評
価
す
る
。
 

（
評
価
方
法
）

 

以
下

の
式

に
基

づ
き

、
有

視
界

飛
行

方
式

に
よ

り
飛

行
す

る
民

間
航

空
機

が
原

子
炉

施
設

に

落
下
す
る

確
率
を
評
価
す
る
（
解
説
４
－
２
(
2
)
）
。
な
お
、
対
象
航
空
機
と
し
て
は
、
不
定
期

便
の
大
型

固
定
翼
機
、
軽
飛
行
機
等
の
小
型
固
定
翼
機
及
び
回
転
翼
機
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
故

事
例
を
集

計
し
て
落
下
確
率
の
評
価
を
行
う
。
 

（
２
）
有
視
界
飛
行
方
式
民
間
航
空
機
の
落
下
事
故

評
価
対
象
外
。
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補
足
説
明
資
料
２
－
２

実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空
機
落
下
確
率
評
価
基
準
と
の
整
合
に
つ
い
て

補 2-2-17

実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空
機
落
下
確
率
評
価
基
準
 

基
準
へ
の
適
合
性
 

こ
こ
で
対
象
と
す
る
事
故
の
種
類
と
集
計
期
間
、
原
子
炉
施
設
の
標
的
面
積
及
び
対
象
航
空
機
の

種
類
に
よ
る
係
数
に
つ
い
て
の
説
明
と
典
型
例
を
解
説
４
－
４
に
示
す
。
 

（
３
）
自
衛
隊
機
又
は
米
軍
機
の
落
下
事
故

自
衛

隊
機

又
は

米
軍

機
の

落
下

確
率

評
価

は
、

以
下

の
手

法
を

用
い

て
個

別
に

行
う

も
の

と
す

る
。
 

１
）
訓
練
空
域
内
で
訓
練
中
及
び
訓
練
空
域
外
を
飛
行
中
の
落
下
事
故

訓
練
空
域
内
で
訓
練
中
及
び
訓
練
空
域
外
を
飛
行
中
（
基
地
と
訓
練
空
域
と
の
間
の
往
復
中
を
除

く
。
）
の
自
衛
隊
機
又
は
米
軍
機
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
手
法
を
用
い
て
、
こ
れ
ら
の
自
衛
隊
機
又

は
米
軍
機
が
原
子
炉
施
設
に
落
下
す
る
確
率
を
評
価
す
る
。
訓
練
空
域
内
で
の
訓
練
中
の
落
下
事
故

の
評
価
に
お
い
て
は
、
原
則
と
し
て
原
子
炉
施
設
及
び
そ
の
周
辺
上
空
の
訓
練
空
域
か
ら
の
自
衛
隊

機
又
は
米
軍
機
の
落
下
を
原
子
炉
施
設
の
立
地
点
ご
と
に
評
価
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
現
時
点
で
は

こ
の

よ
う

な
飛

行
形

態
で

原
子

炉
施

設
周

辺
に

自
衛

隊
機

あ
る

い
は

米
軍

機
が

落
下

し
た

事
例

が

な
い
こ
と
に
鑑
み
、
自
衛
隊
機
又
は
米
軍
機
が
陸
上
に
落
下
す
る
確
率
の
全
国
平
均
値
を
用
い
る
も

（
３
）
自
衛
隊
機
又
は
米
軍
機
の
落
下
事
故

１
）
訓
練
空
域
内
で
訓
練
中
及
び
訓
練
空
域
外
を
飛
行
中
の
落
下
事
故

再
処
理
施
設
上
空
に
は
訓
練
空
域
が
存
在
し
な
い
た
め
，
訓
練
空
域
外
を
飛
行
中
の
落
下
事
故
を

対
象
と
し
，
航
空
機
落
下
確
率
評
価
を
行
っ
た
。
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補
足
説
明
資
料
２
－
２

 
 

実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空
機
落
下
確
率
評
価
基
準
と
の
整
合
に
つ
い
て

 

補 2-2-18

実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空
機
落
下
確
率
評
価
基
準
 

基
準
へ
の
適
合
性
 

の
と

す
る

（
解
説

４
－
２

(
3
)
）
。

た
だ
し

、
今
後

、
原
子

炉
施
設

の
上
空

あ
る
い

は
そ
の

周
辺
の

訓
練
空
域
で
訓
練
中
の
自
衛
隊
機
又
は
米
軍
機
が
落
下
し
た
場
合
や
、
原
子
炉
施
設
周
辺
に
存
在
す

る
訓

練
空

域
で

の
訓

練
飛

行
の

回
数

が
明

ら
か

に
他

の
地

域
よ

り
著

し
く

多
く

な
っ

た
と

判
断

さ

れ
る
場
合
は
、
こ
う
し
た
実
際
の
状
況
を
考
慮
し
て
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空
機
落
下
の
確
率
を
評
価

す
る
。
な
お
、
以
下
の
評
価
で
対
象
と
す
る
航
空
機
の
種
類
や
入
力
パ
ラ
メ
ー
タ
（
事
故
率
、
訓
練

空
域
の
面
積
及
び
原
子
炉
施
設
の
標
的
面
積
）
に
つ
い
て
は
、
解
説
４
－
５
に
そ
の
定
義
や
典
型
例

を
示
す
。
 

（
評
価
方
法
）
 

①
原
子
炉
施
設
上
空
に
訓
練
空
域
が
存
在
す
る
場
合
 

原
子

炉
施

設
上

空
に

訓
練

空
域

が
存

在
す

る
場

合
、

以
下

の
式

に
よ

り
原

子
炉

施
設

上
空

に
設

定
さ

れ
た

訓
練

空
域

内
を

飛
行

中
の

自
衛

隊
機

又
は

米
軍

機
が

、
原

子
炉

施
設

に
落
下

す
る
確
率
を
評
価
す
る
。
 

 

    

         

①
原
子
炉
施
設
上
空
に
訓
練
空
域
が
存
在
す
る
場
合
 

 
 
 
 
評
価
対
象
外
。
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料
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実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空
機
落
下
確
率
評
価
基
準
と
の
整
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に
つ
い
て

補 2-2-19

実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空
機
落
下
確
率
評
価
基
準
 

基
準
へ
の
適
合
性
 

②
原
子
炉
施
設
上
空
に
訓
練
空
域
が
存
在
し
な
い
場
合

原
子

炉
施

設
上

空
に

訓
練

空
域

が
存

在
し

な
い

場
合

、
以

下
の

式
に

よ
り

、
訓

練
空

域
外

を
飛
行
中
の
自
衛
隊
機
又
は
米
軍
機
が
、
原
子
炉
施
設
へ
落
下
す
る
確
率
を
評
価
す
る
。
 

②
原
子
炉
施
設
上
空
に
訓
練
空
域
が
存
在
し
な
い
場
合

再
処
理
施
設
は
Ｆ
－
1
6
等
に
対
す
る
防
護
設
計
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
，
有
視
界
飛
行
方
式

民
間
航
空
機
の
小
型
機
に
対
す
る
落
下
確
率
評
価
に
お
け
る
補
正
係
数
（
１
／
1
0
）
の
考
え
方
を

自
衛
隊
機
又
は
米
軍
機
の
落
下
事
故
の
う
ち
，
Ｆ
－
1
6
等
と
同
程
度
又
は
そ
れ
以
下
の
航
空
機
に

対
し
て
適
用
し
，
落
下
確
率
評
価
を
行
っ
た
。
 

具
体
的
に
は
，
外
壁
及
び
屋
根
で
保
護
す
る
設
計
と
す
る
建
屋
に
対
し
て
は
，
係
数
（
１
／
1
0
）

を
適
用
し
，
そ
れ
以
外
の
建
屋
等
に
つ
い
て
は
１
／
1
0
の
係
数
を
適
用
せ
ず
落
下
確
率
評
価
を
行

っ
た
。
 

評
価
式
を
以
下
に
示
す
。
 

Ｐ
so
x＝

Ｐ
so

１
＋
Ｐ
so

２

Ｐ
so
x：

訓
練

空
域

外
を

飛
行

中
の

自
衛

隊
機

又
は

米
軍

機
の

再
処

理
施

設
へ

の
航

空
機

落
下

確
率
（
回
／
年
）
 

Ｐ
so

１
：

建
物

全
体

を
外

壁
及

び
屋

根
に

よ
り

保
護

す
る

設
計

と
す

る
再

処
理

施
設

へ
の

訓
練

空
域

外
を

飛
行

中
の

自
衛

隊
機

又
は

米
軍

機
の

再
処

理
施

設
へ

の
航

空
機

落
下

確
率

（
回
／
年
）
 

Ｐ
so

２
：

建
物

全
体

を
外

壁
及

び
屋

根
に

よ
り

保
護

す
る

設
計

と
し

な
い

再
処

理
施

設
へ

の
訓

練
空

域
外

を
飛

行
中

の
自

衛
隊

機
又

は
米

軍
機

の
再

処
理

施
設

へ
の

航
空

機
落

下
確

率
（
回
／
年
）
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補
足
説
明
資
料
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実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空
機
落
下
確
率
評
価
基
準
と
の
整
合
に
つ
い
て

補 2-2-20

実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空

機
落
下
確
率
評
価
基
準
 

基
準
へ
の
適
合
性
 

Ｐ
so

１
＝
（
 

ｆ
Ｓ

Ｏ
１
 

×
Ａ
1×

α
)
+
(
 

ｆ
Ｓ

Ｏ
２
 

×
Ａ
1 
）
 

Ｓ
Ｏ
 

Ｓ
Ｏ
 

ｆ
Ｓ
Ｏ
１
：
係
数
を
適
用
す
る
航
空
機
に
よ
る
単
位
年
当
た
り
の
訓
練
空
域
外
落
下
事
故
率
（
回

／
年
）
 

 
 

ｆ
Ｓ

Ｏ
２
：
係
数

を
適

用
し
な

い
航

空
機
に
よ

る
単

位
年
当
た

り
の

訓
練
空
域

外
落

下
事
故
率

（
回
／
年
）
 

Ｓ
Ｏ
：
全
国
土
面
積
か
ら
全
国
の
陸
上
の
訓
練
空
域
の
面
積
を
除
い
た
面
積
（
ｋ
ｍ

２
）
 

Ａ
1：

建
物

全
体

を
外

壁
及

び
屋

根
に

よ
り

保
護

す
る

設
計

と
す

る
再

処
理

施
設

の
標

的
面

積
（
ｋ
ｍ

２
）
 

α
：
航
空

機
の
衝

突
に
よ
る
影
響
が
Ｆ
－
1
6
等
と
同
程
度
か
そ
れ
以
下
の
航
空
機
に
対
す

る
係
数
；
0
.
1
 

Ｐ
so

２
＝
（
 

ｆ
Ｓ

Ｏ
１
＋
ｆ

Ｓ
Ｏ

２
 

×
Ａ
２
 
）
 

Ｓ
Ｏ
 

ｆ
Ｓ
Ｏ
１
：
係
数
を
適
用
す
る
航
空
機
に
よ
る
単
位
年
当
た
り
の
訓
練
空
域
外
落
下
事
故
率
（
回

／
年
）
 

 
 

ｆ
Ｓ

Ｏ
２
：
係
数

を
適

用
し
な

い
航

空
機
に
よ

る
単

位
年
当
た

り
の

訓
練
空
域

外
落

下
事
故
率

（
回
／
年
）
 

Ｓ
Ｏ
：
全
国
土
面
積
か
ら
全
国
の
陸
上
の
訓
練
空
域
の
面
積
を
除
い
た
面
積
（
ｋ
ｍ

２
）
 

Ａ
2：

建
物

全
体

を
外

壁
及

び
屋

根
に

よ
り

保
護

す
る

設
計

と
し

な
い

再
処

理
施

設
の

標
的
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下
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整
合
に
つ
い
て

補 2-2-21

実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空
機
落
下
確
率
評
価
基
準
 

基
準
へ
の
適
合
性
 

２
）
基
地
－
訓
練
空
域
間
往
復
時
の
落
下
事
故

基
地
と
訓
練
空
域
と
の
往
復
範
囲
に
原
子
炉
施
設
が
存
在
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
基
地
、
訓
練

空
域

及
び

原
子

炉
施

設
の

位
置

関
係

並
び

に
基

地
と

訓
練

空
域

と
の

間
の

飛
行

頻
度

及
び

飛
行

経

路
を
考
慮
し
て
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空
機
落
下
の
確
率
を
評
価
す
る
。
な
お
、
基
地
と
訓
練
空
域
間

に
は
、
回
廊
又
は
移
動
経
路
が
設
定
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
往
復
時
の
飛
行
範
囲
と
し
て
想
定
さ
れ
る

区
域
（
以
下
、
「
想
定
飛
行
範
囲
」
と
い
う
。
）
が
あ
り
（
解
説
４
－
６
）
、
こ
の
い
ず
れ
か
の
ル

ー
ト
に
従
っ
て
自
衛
隊
機
又
は
米
軍
機
が
往
復
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
ル
ー
ト
に

対
す
る
具
体
的
な
評
価
手
法
を
以
下
に
示
す
。
 

（
評
価
方
法
）
 

①
回
廊
中
に
原
子
炉
施
設
が
存
在
す
る
場
合

回
廊

中
に

原
子

炉
施

設
が

存
在

す
る

場
合

は
、

以
下

の
式

に
基

づ
き

原
子

炉
施

設
へ

の
航

空
機
落
下
確
率
の
評
価
を
行
う
。

面
積
（
ｋ
ｍ

２
）
 

評
価
の
結
果
，
航
空
機
落
下
確
率
は
「
4
.
5
×
1
0
－
８
（
回
／
年
）
」
と
な
る
。
 

２
）
基
地
－
訓
練
空
域
間
往
復
時
の
落
下
事
故

評
価
対
象
外
。

（
４
）
再
処
理
施
設
へ
の
航
空
機
落
下
確
率

計
器

飛
行

方
式

民
間

航
空

機
及

び
自

衛
隊

機
又

は
米

軍
機

の
再

処
理

施
設

へ
の

航
空

機
落

下
確

率
の
総
和
は
，「

4
.
6
×
1
0
－
８
（
回
／
年
）
」
と
な
り
，
防
護
設
計
の
判
断
基
準
で
あ
る

1
0
－
７
（
回
／

年
）
を
超
え
な
い
こ
と
か
ら
追
加
の
防
護
設
計
は
必
要
な
い
。
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補 2-2-22

実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空
機
落
下
確
率
評
価
基
準
 

基
準
へ
の
適
合
性
 

②
移
動
経
路
近
傍
に
原
子
炉
施
設
が
存
在
す
る
場
合
 

基
地

と
訓

練
空

域
と

の
間

に
移

動
経

路
が

設
定

さ
れ

て
お

り
、

そ
の

近
傍

に
原

子
炉

施
設

が
存

在
す

る
場

合
、

以
下

の
式

に
基

づ
き

原
子

炉
施

設
へ

の
航

空
機

落
下

確
率

の
評

価
を
行

う
。
 

 

 

 

③
想
定
飛
行
範
囲
内
に
原
子
炉
施
設
が
存
在
す
る
場
合
 

基
地

と
訓

練
空

域
と

の
間

の
想

定
飛

行
範

囲
内

に
原

子
炉

施
設

が
存

在
す

る
場

合
、

以
下

の
式
に
基
づ
き
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空
機
落
下
確
率
の
評
価
を
行
う
。
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用
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電
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原
子
炉
施
設
へ
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航
空
機
落
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確
率
評
価
基
準
と
の
整
合
に
つ
い
て

 

補 2-2-23

実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空
機
落
下
確
率
評
価
基
準
 

基
準
へ
の
適
合
性
 

 

 解
説
４
－
１
 
評
価
対
象
航
空
機
（
第
４
章
）
 

本
基
準
で
は
、
原
則
と
し
て
、
固
定
翼
機
と
回
転
翼
機
を
評
価
対
象
と
し
て
い
る
が
、
評
価
に
あ
た

っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
や
現
時
点
で
の
運
航
状
況
、
過
去
の
事
故
実
績
等
を
考
慮
し
、
以
下
の
観

点
で
評
価
上
の
取
扱
を
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
。
表
１
に
、
そ
の
具
体
例
を
航
空
機
の
種
類
と
と
も
に

示
す
。
 

(
1
)
 
固
定
翼
機
、
回
転
翼
機
と
も
、
最
大
離
陸
重
量
が
5
,
7
0
0
k
g
を
超
え
る
「
大
型
機
」
と
そ
れ
以
下

の
「
小
型
機
」
と
に
分
類
す
る
。
 

(
2
)
 

現
在

の
航

空
機

の
運

航
状

況
を

踏
ま

え
て

、
定

期
航

空
運

送
事

業
者

所
有

の
商

業
用

航
空

機
及

び
個
人
所
有
の
一
般
航
空
機
（
こ
れ
ら
を
総
称
し
て
「
民
間
航
空
機
」
と
い
う
。
）
、
自
衛
隊
所
有

の
航
空
機
（
「
自
衛
隊
機
」
と
い
う
。
）
及
び
在
日
米
軍
所
有
の
航
空
機
（
「
米
軍
機
」
と
い
う
。
）

に
分
類
す
る
。
 

(
3
)
 
「
民
間
航
空
機
」
は
、
そ
の
飛
行
形
態
に
応
じ
て
、
「
計
器
飛
行
方
式
」
と
「
有
視
界
飛
行
方
式
」

と
に
分
け
、
さ
ら
に
、
運
航
状
況
を
踏
ま
え
て
「
定
期
便
」
と
「
不
定
期
便
」
に
分
類
す
る
。
 

表
１
に
示
す
よ
う
に
、
民
間
航
空
機
に
つ
い
て
は
、
旅
客
機
な
ど
大
型
固
定
翼
機
で
計
器
飛
行
方
式

の
定
期
便
、
パ
ト
ロ
ー
ル
機
な
ど
大
型
固
定
翼
機
で
有
視
界
飛
行
方
式
の
不
定
期
便
並
び
に
小
型
固
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補 2-2-24

実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空

機
落
下
確
率
評
価
基
準
 

基
準
へ
の
適
合
性
 

定
翼
機
及
び

回
転
翼
機
で
有
視
界
飛
行
方
式
の
不
定
期
便
は
評
価
対
象
と
す
る
が
、
小
型
固
定
翼
機

及
び
回
転
翼

機
の
定
期
便
に
つ
い
て
は
、
定
期
航
空

運
送
事
業
者
の
登
録
機
数
の
割
合
か
ら
運
航
頻

度
が
大
型
固

定
翼
機
の
定
期
便
の
数
％
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
こ
と
か
ら
評
価
対
象
外
と
す
る
。
ま

た
、
計
器
飛
行

方
式
で
飛
行
す
る
大
型
固
定
翼
機
の
不
定
期
便
は
、
定
期
便
と
比
べ
て
運
航
回
数
が

極
め
て
尐
な

い
こ
と
か
ら
評
価
対
象
外
と
す
る
。
な
お
、
小
型
固
定
翼
機
及
び
回
転
翼
機
の
不
定
期

便
で
は
、
リ
ク

エ
ス
ト
ベ
ー
ス
で
計
器
飛
行
方
式
に
よ
る
飛
行
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
が
、
原
則
と

し
て
有
視
界

飛
行
方
式
に
よ
る
飛
行
形
態
を
と
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
有
視
界
飛
行
方
式
民
間
航
空

機
の
落
下
事

故
に
含
め
て
評
価
す
る
も
の
と
す
る
。
 

一
方
、
「
自
衛
隊
機
」
と
「
米
軍
機
」
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
の
運
航
状
況
や
過
去
の
事
故
実

績
を
踏
ま
え

て
、
大
型
固
定
翼
機
、
小
型
固
定
翼
機
、
大
型
回
転
翼
機
及
び
小
型
回
転
翼
機
の
４
種

類
と
も
評
価

対
象
と
す
る
。
 

解
説
４
－
２
 
評
価
手
法
の
保
守
性
（
第
４
章
）
 

(
1
)

計
器

飛
行

方
式

民
間

航
空

機
の

飛
行

場
で

の
離

着
陸

時
に

お
け

る
落

下
事

故
原

子
力

施
設

付
近

の
上
空
の
飛
行
は
で
き
る
限
り
避
け
る
よ
う
指
導
等

が
な
さ
れ
て
い
る
た
め
、
離
着
陸
時
に
お
い
て

も
原
子
力
施
設
付
近
に
お
け
る
飛
行
は
極
め
て
尐
な

く
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
当
該
原
子
炉

施
設
に
係
る
離
着
陸
時
の
落
下
確
率
と
し
て
、
こ
の
指
導
等
に
よ
る
効
果
を
考
慮
せ
ず
に
、
国
内
の

飛
行

場
に

お
け

る
離

着
陸

時
の

事
故

率
及

び
当

該
飛

行
場

の
離

着
陸

回
数

か
ら

求
め

る
こ

と
と

し

て
い
る
。
 

さ
ら
に
、
評
価
に
用
い
る
落
下
地
点
の
確
率
分
布
は
、
評
価
対
象
区
域
の
扇
型
内
一
様
分
布
及
び

周
方
向
に
正

規
分
布
を
仮
定
し
、
い
ず
れ
か
厳
し
い
方
を
用
い
る
と
し
て
い
る
。
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補 2-2-25

実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空

機
落
下
確
率
評
価
基
準
 

基
準
へ
の
適
合
性
 

(
2
)
 
有
視
界
飛

行
方
式
で
飛
行
す
る
民
間
航
空
機
の
落
下
事
故
 

有
視
界
飛
行
方
式
で
飛
行
す
る
民
間
航
空
機
の
落

下
確
率
評
価
に
お
け
る
評
価
式
は
、
有
視
界
飛

行
が

全
国

的
に

均
一

し
て

行
わ

れ
て

い
る

も
の

と
仮

定
し

全
国

平
均

値
を

求
め

る
こ

と
と

し
て

い

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
般
に
、
こ
う
し
た
有
視
界
飛
行
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
施
設
付
近
の
上
空

を
で

き
る

だ
け

飛
行

し
な

い
よ

う
指

導
さ

れ
て

い
る

こ
と

、
原

子
力

関
係

施
設

の
上

空
に

つ
い

て

は
、
航
空
法
第
８
１
条
に
基
づ
く
最
低
安
全
高
度
以
下
の
高
度
で
の
飛
行
に
係
る
国
土
交
通
大
臣
の

許
可
が
与
え
ら
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
及
び
民
間
航
空
機
の
訓
練
空
域
が
原
子
炉
施
設

の
上

空
に

存
在

す
る

場
合

に
は

自
衛

隊
の

訓
練

空
域

と
同

様
な

飛
行

規
制

が
取

ら
れ

て
い

る
こ

と

か
ら
、
有
視
界
飛
行
中
の
民
間
航
空
機
が
原
子
炉
施
設
に
落
下
す
る
可
能
性
は
他
の
地
域
に
比
べ
て

十
分
低
い
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
原
子
炉
施
設
設
置
者
は
、
原
子
炉
施
設
上
空
か
ら
の
視
認
性

を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
、
自
主
的
に
灯
火
を
設
置
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
実
態
を
考

慮
す
る
と
、
有
視
界
飛
行
中
の
民
間
航
空
機
の
落
下

確
率
に
つ
い
て
、
全
国
平
均
値
を
評
価
に
用
い

る
こ
と
に
は
十
分
な
保
守
性
が
あ
る
と
言
え
る
。
 

 

(
3
)
 
自
衛
隊
機

又
は
米
軍
機
の
落
下
事
故
 

訓
練

空
域

内
で

訓
練

中
及

び
訓

練
空

域
外

を
飛

行
中

の
自

衛
隊

機
又

は
米

軍
機

の
落

下
確

率
評

価
式
は
、
い
ず
れ
も
、
訓
練
空
域
が
全
国
的
に
均
一

し
て
分
布
し
て
い
る
と
仮
定
し
全
国
平
均
値
で

評
価
を
行
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
衛

隊
機
の
訓
練
空
域
が
原
子
炉
施
設
の
上
空
に
存

在
す
る
場
合
に
は
飛
行
規
制
が
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
（
当
該
空
域
に
お
け
る
訓
練
飛
行
中
は
通
常
の

飛
行
時
に
比
べ
機
器
の
操
作
頻
度
が
多
い
こ
と
に
鑑

み
、
従
来
か
ら
国
土
交
通
省
に
よ
り
原
子
炉
施

設
か
ら
半
径
2
 
海
里
以
内
、
高
度
2
,
0
0
0
f
t
以
下
（
半
径
約
3
.
6
k
m
以
内
、
高
度
約
6
0
0
m
以
下
）
の
範

囲
が
訓
練
空
域
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
。
）
、
米
軍
機
に
つ
い
て
も
原
子
炉
施
設
上
空
の
飛
行
規
制
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補 2-2-26

実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空

機
落
下
確
率
評
価
基
準
 

基
準
へ
の
適
合
性
 

に
係
る
協
力

要
請
を
行
っ
て
お
り
周
知
徹
底
を
行
う
旨
回
答
を
得
て
い
る
こ
と
、
及
び
こ
れ
ま
で
の

事
故
の
実
績

を
考
慮
す
る
と
、
訓
練
空
域
内
で
訓
練

中
あ
る
い
は
訓
練
空
域
外
を
飛
行
中
の
自
衛
隊

機
又

は
米

軍
機

が
原

子
炉

施
設

に
落

下
す

る
確

率
と

し
て

全
国

平
均

値
を

用
い

る
こ

と
に

は
保

守

性
が
あ
る
と

言
え
る
。
 

な
お
、
海
上

に
設
定
さ
れ
た
訓
練
空
域
内
外
へ
の
落
下
事
故
に
つ
い
て
は
、
機
長
に
対
し
て
異
常

発
生

時
に

お
け

る
万

一
の

落
下

を
考

慮
し

て
海

上
へ

の
回

避
操

作
を

行
う

よ
う

に
指

導
さ

れ
て

い

る
こ
と
か
ら

評
価
対
象
外
と
す
る
。
 

 こ
れ
ら
の

保
守
性
を
担
保
す
る
た
め
に
、
今
後
も

原
子
炉
施
設
上
空
の
飛
行
規
制
が
継
続
さ
れ
る

よ
う
引
き
続

き
国
土
交
通
省
等
に
対
し
て
要
請
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
 

 解
説

４
－

３
 

離
着

陸
時

及
び

巡
航

中
の

計
器

飛
行

方
式

民
間

航
空

機
の

原
子

炉
施

設
へ

の
落

下
確

率

評
価
に
お
け
る
入
力
パ
ラ
メ
ー
タ
等
に
関
す

る
考
え
方
（
第
４
章
）
 

(
1
)
 
対
象
航
空
機
 

本
項
目
の

評
価
の
対
象
と
す
る
航
空
機
と
し
て
は
、
①
当
該
原
子
炉
施
設
の
上
空
に
設
定
さ
れ
て

い
る
航
空
路

を
計
器
飛
行
方
式
に
よ
り
飛
行
す
る
可
能
性
の
あ
る
、
又
は
②
評
価
対
象
の
飛
行
場
を

離
着
陸
す
る

可
能
性
の
あ
る
我
が
国
で
運
航
し
て
い
る
国
内
機
（
国
際
線
、
国
内
線
）
及
び
外
国
航

空
会

社
が

我
が
国

に
乗
り

入
れ
て

い
る
外

国
機
（

国
際
線

）
で
最

大
離
陸

重
量
が

5
,
7
0
0
k
g
を
超
え

る
「

大
型

機
」
と

す
る
。

な
お
、

最
大
離

陸
重
量

が
5
,
7
0
0
k
g
以
下

の
「
小

型
機
」

に
つ
い

て
は
、

定
期

航
空

運
送

事
業

者
の

登
録

機
数

の
割

合
か

ら
見

て
運

航
頻

度
が

大
型

機
の

数
％

と
わ

ず
か

で

あ
る
た
め
対

象
外
と
す
る
。
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料
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実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空
機
落
下
確
率
評
価
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準
と
の
整
合
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つ
い
て

補 2-2-27

実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空

機
落
下
確
率
評
価
基
準
 

基
準
へ
の
適
合
性
 

(
2
)

事
故
率
（

fa
,d
、
fc
）

①
対
象
航
空
機
事
故

本
項
目
の
評
価
対
象
と
す
る
航
空
機
事
故
は
、
国
際
民
間
航
空
機
関
(
I
C
A
O
)
の
定
め
た
「
航
空

機
事
故
技
術
調
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
に
従
っ
て
分
類
さ
れ
た
航
空
機
の
損
傷
が
「
大
破
」
、「

中
破
」
、

「
小
破
」
及
び
「
損
傷
な
し
」
の
う
ち
、
航
空
機

が
制
御
不
可
能
に
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
「
大
破
」

と
す
る
。
ま
た
、
事
故
発
生
時
の
運
航
形
態
に
つ
い
て
は
、
「
航
空
機
事
故
技
術
調
査
マ
ニ
ュ
ア

ル
」
に
従
っ
て
分
類
さ
れ
た
「
離
陸
時
」
、
「
着
陸
時
」
、
「
巡
航

中
」
、
「
滑
走
中
」
及
び
「
地

上
」
の
う
ち
「
離
陸
時
」
、
「
着
陸
時
」
及
び
「
巡
航
中
」
と
す
る
。
 

②
事
故
事
例
及
び
運
航
実
績
の
集
計
期
間

本
項
目
の
評
価
に
用
い
る
事
故
事
例
（
Da
,d
、
Gc

）
及
び
運
航
実
績
（
Ea
,d
、
Hc
）
の
集
計
期

間
に
つ
い
て
は
、
集
計
期
間
を
長
く
と
っ
て
、
現
在
、
運
航
さ
れ
て
い
な
い
古
い
世
代
の
航
空
機

を
対
象
と
し
て
も
現
実
的
で
は
な
く
、
ま
た
、
集
計
期
間
が
短
か
す
ぎ
る
と
統
計
量
と
し
て
十
分

で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
原
則
と
し
て
最
近
の
2
0
年
間
と
す
る
。
ま
た
、
事
故
事
例
や
運

航
実
績
は
国
内
の
デ
ー
タ
に
限
定
す
る
も
の
と
す
る
。

(
3
)

航
空
路

①
対
象
航
空
路

本
項

目
の

評
価

で
対

象
と

す
る

航
空

路
は

、
原

子
炉

施
設

上
空

を
飛

行
す

る
可

能
性

の
あ

る

航
空
路
（

航
空
法
第
３
７
条
に
基
づ
き
、
国
土
交
通
大
臣
が
「
航
空
路
の
指
定
に
関
す
る
告
示
」

に
よ
り
そ
の
位
置
及
び
範
囲
を
指
定
し
た
航
空
路
並
び
に
航
空
路
誌
（
Ａ
Ｉ
Ｐ
）
に
掲
載
さ
れ
た

直
行
経
路
、
転
移
経
路
、
離
着
陸
経
路
（
最
大
離
着
陸
地
点
以
遠
の
経
路
）
、
広

域
航
法
（
Ｒ
Ｎ

Ａ
Ｖ
）
経
路
等
を
い
う
。
）
と
す
る
。
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実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空
機
落
下
確
率
評
価
基
準
と
の

整
合
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補 2-2-28

実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空

機
落
下
確
率
評
価
基
準
 

基
準
へ
の
適
合
性
 

な
お

、
原

子
炉

施
設

上
空

以
外

に
設

定
さ

れ
て

い
る

航
空

路
を

飛
行

す
る

航
空

機
の

原
子

炉

施
設

へ
の

落
下

に
つ

い
て

は
、

そ
の

可
能

性
が

無
視

で
き

る
ほ

ど
小

さ
い

と
考

え
ら

れ
る

た
め

評
価
対
象

外
と
す
る
。
 

②
航
空
路
の

幅
（
W）

 

航
空

法
第

３
７

条
の

規
定

に
基

づ
い

て
、

国
土

交
通

大
臣

が
「

航
空

路
の

指
定

に
関

す
る

告

示
」
に
よ
り
そ
の
位
置
及
び
範
囲
を
指
定
し
た
航
空
路
は
、
原
則
と
し
て
地
上
の
航
空
保
安
無
線

施
設
を
結
ん
だ
線
の
上
空
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
計
器
誤
差
や
風
に
よ
る
影
響
等
で
航
空

路
の

中
心

線
を

は
ず

れ
る

こ
と

を
考

慮
し

て
、

航
空

路
に

は
原

則
と

し
て

中
心

線
か

ら
両

側
に

7
k
m
又
は
9
k
m
の
範
囲
の
保
護
空
域
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
航
空
路
の
指
定
に
関

す
る

告
示

」
に

定
め

ら
れ

た
航

空
路

に
つ

い
て

は
、

告
示

に
基

づ
き

1
4
k
m
又

は
1
8
k
m
の

幅
と

す

る
。
 

な
お
、
直
行
経
路
、
転
移
経
路
、
離
着
陸
経
路
（
最
大
離
着
陸
地
点
以
遠
の
経
路
）
等
に
つ
い

て
は

経
路

毎
に

保
護

空
域

の
幅

が
異

な
る

た
め

、
上

空
に

設
定

さ
れ

た
こ

れ
ら

の
経

路
の

幅
を

調
査
し
設
定
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

ま
た
、
広
域
航
法
（
Ｒ
Ｎ
Ａ
Ｖ
）
経
路
に
つ
い
て
は
、
航
法
精
度
を
航
空
路
の
幅
と
み
な
し
て

用
い
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

(
4
)
 
原
子
炉
施
設
の
標
的
面
積
（
A）

 

原
子
炉
施

設
へ
の
航
空
機
落
下
に
対
す
る
影
響
評
価
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
航
空
機
落
下
事
故

時
の
安
全
性

を
確
保
す
る
観
点
か
ら
重
要
な
の
は
、
大
量
の
放
射
性
物
質
を
蓄
え
て
い
る
炉
心
や
使

用
済
燃
料
プ

ー
ル
を
保
護
す
る
こ
と
、
並
び
に
、
原
子
炉
の
安
全
停
止
（
炉
心
冷
却
も
含
む
。
）
を

確
保
す
る
こ

と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空
機
落
下
確
率
評
価
で
は
、
こ
れ
ら
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補 2-2-29

実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空

機
落
下
確
率
評
価
基
準
 

基
準
へ
の
適
合
性
 

を
踏
ま
え
、
安

全
上
重
要
な
構
築
物
、
系
統
及
び
機

器
の
設
置
状
況
、
航
空
機
の
大
き
さ
、
突
入
す

る
角
度
、
滑
り
込
み
等
を
勘
案
し
て
標
的
面
積
を
決
め
る
必
要
が
あ
る
。
本
基
準
で
は
、
原
則
と
し

て
0
.
0
1
k
m
２
を
用
い
る
も
の
と
す
る
が
、
巡
航
中
の
航
空
機
の
落
下
に
対
し
て
は
上
空
か
ら
の
落
下

を
想
定
し
て
対
象
建
屋
の
水
平
断
面
積
を
、
ま
た
、
離
着
陸
時
の
航
空
機
の
落
下
に
対
し
て
は
突
入

角
度
を
考
慮
し
て
対
象
建
屋
の
投
影
面
積
を
評
価
し
、
各
々
の
結
果
が
0
.
0
1
k
m
２
を
上
回
る
場
合
に

は
、
そ
の
評
価

結
果
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
自
衛
隊
機
及
び
米
軍
機
に
つ
い
て
は
、
離

着
陸
時
の
事
故
を
往
復
中
の
事
故
に
含
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
は
巡
航
中
の
航
空
機
の
落
下

と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
と
す
る
。
 

な
お
、
0
.
0
1
k
m
２
と
い
う
値
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
基
準
や
ド
イ
ツ
の
評
価
で
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の

と
同
等
で
あ
る
。
 

解
説

４
－

４
 

有
視

界
飛

行
方

式
で

飛
行

す
る

民
間

航
空

機
の

落
下

確
率

評
価

に
お

け
る

入
力

パ
ラ

メ

ー
タ
等
の
考
え
方
（
第
４
章
）
 

(
1
)

対
象
航
空
機
及
び
対
象
事
故

こ
れ
ま
で

の
実
績
に
基
づ
き
、
有
視
界
飛
行
方
式
に
よ
る
航
空
機
の
事
故
は
、
航
空
機
の
種
類
、

飛
行
目
的
、

飛
行
形
態
等
か
ら
、
以
下
の
よ
う
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

①
不
定
期
便
大
型
固
定
翼
機
の
離
着
陸
時
の
事
故

②
不
定
期
便
大
型
固
定
翼
機
の
巡
航
中
の
事
故

③
軽
飛
行
機
な
ど
小
型
固
定
翼
機
の
離
着
陸
時
の
事
故

④
軽
飛
行
機
な
ど
小
型
固
定
翼
機
の
巡
航
中
の
事
故

⑤
回
転
翼
機
の
離
着
陸
時
の
事
故

⑥
回
転
翼
機
の
巡
航
中
の
事
故
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補 2-2-30

実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空

機
落
下
確
率
評
価
基
準
 

基
準
へ
の
適
合
性
 

こ
の
う
ち

、
①
、
②
、
④
及
び
⑥
は
原
則
と
し
て

評
価
対
象
と
す
る
が
、
小
型
固
定
翼
機
と
回
転

翼
機
の
離
着

陸
時
の
事
故
（
上
記
の
③
と
⑤
）
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
が
飛
行
場
内
又
は
飛
行
場

付
近
に
墜
落

し
て
い
る
と
い
う
実
績
と
、
離
陸
か
ら

巡
航
及
び
巡
航
か
ら
着
陸
ま
で
の
距
離
が
短
く

原
子
炉
施
設

が
飛
行
場
か
ら
あ
る
程
度
離
れ
た
場
所
に
立
地
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
評
価
の
対
象

か
ら
外
し
て

も
問
題
は
な
い
と
言
え
る
。
 

有
視
界
飛

行
方
式
で
は
、
離
着
陸
経
路
や
飛
行
経
路
が
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、

こ
れ
ら
の
航

空
機
の
落
下
確
率
は
全
国
平
均
値
と
し
て
評
価
す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
小
型
固
定

翼
機
や
回
転

翼
機
の
巡
航
中
事
故
（
上
記
④
と
⑥
）
の
中
に
は
、
不
時
着
、
農
薬
散
布
、
工
事
中
や

資
材
運
搬
中

、
ホ
バ
リ
ン
グ
中
の
事
故
が
数
多
く
含
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
飛
行
が
原
子
炉
施

設
上
空
や
そ

の
近
傍
で
行
わ
れ
る
こ
と
は
考
え
に
く
く
、
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
事
故
に
つ
い
て

は
原
子
炉
施

設
へ
の
落
下
の
可
能
性
が
極
め
て
低
い
と
考
え
ら
れ
る
た
め
評
価
対
象
外
と
す
る
。
な

お
、
単
位
年
当

た
り
の
事
故
率
を
算
出
す
る
た
め
の
事
故
事
例
の
集
計
期
間
は
、
原
則
と
し
て
最
近

の
2
0
年
間
と

す
る
。
 

(
2
)

原
子
炉
施
設
の
標
的
面
積
及
び
対
象
航
空
機
の
種
類
に
よ
る
係
数

有
視
界
飛

行
方
式
で
飛
行
す
る
民
間
航
空
機
と
し
て
は
、
不
定
期
便
の
大
型
固
定
翼
機
、
軽
飛
行

機
な
ど
の
小

型
固
定
翼
機
並
び
に
大
型
及
び
小
型
の
回
転
翼
機
を
対
象
と
し
て
お
り
、
機
体
の
重
量

や
、
飛
行
速
度
、
落
下
時
の
衝
撃
力
（
荷
重
）
、
衝
突
時
の
標
的
面
積
（
落
下
時
に
原
子
炉
施
設
が

影
響
を
受
け

る
建
物
の
面
積
）
は
、
こ
れ
ら
種
類
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
標
的

面
積
に
つ
い

て
は
、
計
器
飛
行
方
式
民
間
航
空
機
や

自
衛
隊
機
又
は
米
軍
機
の
場
合
と
同
様
の
考
え

方
に
基
づ
い

て
決
定
す
る
も
の
と
す
る
（
原
則
と
し
て
0
.
0
1
k
m
２
を
用
い
る
。
）
。
 

一
方
、
軽
飛
行
機
な
ど
の
小
型
固
定
翼
機
や
小
型
回
転
翼
機
（
小
型
機
）
に
つ
い
て
は
、
表
２
に

示
す
よ
う
に
、
戦
闘
機
や
旅
客
機
に
比
べ
て
そ
の
機
体
重
量
が
軽
く
、
飛
行
速
度
注
）
も
遅
い
た
め
、
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補 2-2-31

実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空

機
落
下
確
率
評
価
基
準
 

基
準
へ
の
適
合
性
 

落
下
時
の
衝

撃
力
（
荷
重
）
も
小
さ
く
、
ま
た
、
衝
突
時
の
衝
突
面
積
も
小
さ
く
な
る
。
さ
ら
に
、

一
般
に
原
子

炉
建
屋
が
堅
固
な
構
築
物
で
あ
る
こ
と
等
を
考
慮
す
る
と
、
小
型
機
が
原
子
炉
施
設
に

落
下
し
た
場

合
に
お
い
て
も
、
そ
の
影
響
を
及
ぼ
す
原
子
炉
施
設
の
範
囲
が
、
戦
闘
機
や
旅
客
機
の

落
下
に
対
し

著
し
く
小
さ
く
な
る
と
言
え
る
。
そ
こ
で
、
小
型
機
の
落
下
確
率
評
価
で
は
、
こ
う
し

た
因
子
を
考

慮
し
、
大
型
機
の
場
合
に
対
し
て
１
／
１
０
と
い
う
係
数
を
乗
ず
る
も
の
と
す
る
。
 

 

注
）
小
型
機
と

戦
闘
機
及
び
旅
客
機
と
の
間
で
飛
行
速
度
を
比
較
す
る
に
当
た
り
、
小
型
機
及
び
旅

客
機
に
つ

い
て
は
巡
航
速
度
及
び
想
定
重
量
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
小
型
機
の
衝
撃
力
（
荷

重
）
が
旅
客
機
と
比
べ
て
小
さ
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
一
方
、
戦
闘
機
に
つ
い
て
は
滑
空
速
度

と
し
て
い

る
が
、
小
型
機
よ
り
重
量
が
あ
る
戦
闘

機
に
つ
い
て
巡
航
速
度
よ
り
速
度
が
遅
い
滑
空

速
度
を
用

い
る
こ
と
は
、
小
型
機
の
衝
撃
力
（
荷
重
）
が
戦
闘
機
や
旅
客
機
と
比
べ
て
小
さ
い
こ

と
を
示
す

上
で
、
保
守
性
が
あ
る
と
言
え
る
。
 

 

解
説
４
－
５
 
訓
練
空
域
内
で
訓
練
中
及
び
訓
練
空
域
外
を
飛
行
中
の
自
衛
隊
機
あ
る
い
は
米
軍
機
の

落
下
確
率
評
価
に
お
け
る
対
象
航
空
機
及
び
入
力
パ
ラ
メ
ー
タ
に
関
す
る
考
え
方
（
第
４

章
）
 

(
1
)
 
対
象
航
空
機
 

本
項
目
の
評
価
で
対
象
と
す
る
航
空
機
は
、
自
衛
隊
及
び
米
軍
機
の
大
型
及
び
小
型
の
固
定
翼

機
並
び
に
大
型
及
び
小
型
の
回
転
翼
機
と
す
る
。
 

(
2
)
 
入
力
パ
ラ
メ
ー
タ
 

本
項
目
の
評
価
に
お
け
る
入
力
パ
ラ
メ
ー
タ
と
し
て
は
、
単
位
年
当
た
り
の
事
故
率
、
訓
練
空

域
内
外
の
面
積
及
び
原
子
炉
施
設
の
標
的
面
積
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
基
本
的
考
え
方
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実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空
機
落
下
確
率
評
価
基
準
と
の

整
合
に
つ
い
て
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実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空

機
落
下
確
率
評
価
基
準
 

基
準
へ
の
適
合
性
 

を
以
下
に
記

す
。
 

①
 
単
位
年
当
た
り
の
事
故
率
 

単
位
年
当
た
り
の
事
故
率
を
算
出
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
原
則
と
し
て
、
最
近
の
2
0
年
間
に

お
い
て
国
内
で
発
生
し
た
事
故
事
例
を
対
象
と
す
る
。
そ
の
際
、
事
故
の
種
類
と
し
て
は
、
自

衛
隊
機
の
操
縦
士
に
対
し
て
「
異
常
発
生
時
に
は
落
下
を
考
慮
し
て
海
上
（
あ
る
い
は
山
間

部
）
へ
の
回
避
操
作
を
行
う
よ
う
」
指
導
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
、
陸
上
に
落
下
し
た
事

例
だ
け
を
対
象
と
す
る
。
た
だ
し
、
基
地
内
で
の
事
故
は
対
象
外
と
す
る
。
 

②
 
訓
練
空
域
内
外
の
面
積
 

自
衛
隊
機
用
の
訓
練
空
域
は
、
現
在
、
陸
地
上
空
と
海
上
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
2
7
カ
所
（
面
積

の
総
計
：
約
8
0
,
0
0
0
k
m
２
）
、
6
2
 
カ
所
（
同
：
約
5
9
0
,
0
0
0
k
m
２
）
設
定
さ
れ
て
い
る
。
 

ま
た
、
米
軍
機
用
の
訓
練
空
域
は
、
現
在
、
陸

地
上
空
と
海
上
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
8
カ
所

（
面
積
の
総
計
：
約
4
0
0
k
m
２
）
、
2
2
カ
所
（
同
：
約
1
1
0
,
0
0
0
k
m
２
）
設
定
さ
れ
て
い
る
。
 

上
記
①
に
述
べ
た
よ
う
に
、
陸
上
に
落
下
し
た
事
故
事
例
の
み
を
対
象
と
す
る
こ
と
か
ら
、
訓

練
空
域
内
で
の
落
下
事
故
は
、
当
該
空
域
の
面
積
に
相
当
す
る
陸
地
（
陸
地
上
空
に
位
置
す
る
訓

練
区
域
面
積
の
合
計
）
で
発
生
し
た
も
の
と
し
、
ま
た
、
訓
練
空
域
外
で
の
落
下
事
故
は
、
訓
練

空
域
に
相
当
す
る
陸
地
面
積
を
除
く
陸
地
（
即
ち
、
日
本
国
土
面
積
か
ら
訓
練
区
域
面
積
を
除
い

た
面
積
）
に
お
い
て
発
生
し
た
も
の
と
す
る
。
 

な
お
、
評
価
を
行
う
際
に
は
、
航
空
路
誌
（
Ａ
Ｉ
Ｐ
）
等
か
ら
得
ら
れ
る
最
新
の
面
積
を
用
い

る
。
 

③
 
原
子
炉
施
設
の
標
的
面
積
 

原
子

炉
施

設
の

標
的

面
積

は
、

計
器

飛
行

方
式

民
間

航
空

便
の

場
合

と
同

様
の

考
え

方
に

基

づ
い
て
決
定
す
る
も
の
と
す
る
（
原
則
と
し
て
0
.
0
1
k
m
２
用
い
る
。
）
。
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実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空

機
落
下
確
率
評
価
基
準
 

基
準
へ
の
適
合
性
 

解
説
４
－
６
 
基
地
と
訓
練
空
域
間
往
復
経
路
（
第
４
章
）
 

自
衛
隊
機
あ
る
い
は
米
軍
機
の
基
地
と
訓
練
空
域
と
の
往
復
は
、
①
回
廊
、
②

移
動
経
路
、
あ
る
い

は
、
③
想
定
飛
行
範
囲
の
い
ず
れ
か
の
ル
ー
ト
に
沿
っ
て
飛
行
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
 

回
廊
は
、
図
１
に
示
す
よ
う
に
、
基
地
と
訓
練
空
域
と
の
間
の
あ
る
区
域
に
お
い
て
帯
状
に
設
定
さ

れ
て
い
る
。
 

ま
た
、
移
動
経
路
は
、
図
２
に
示
す
よ
う
に
、
基
地
と
訓
練
空
域
を
そ
の
間
に
設
定
さ
れ
る
幾
つ
か

の
中
継
点
を
介
し
て
結
ぶ
直
線
ル
ー
ト
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
経
路
は
、
平
成
1
2
年
3
月
2
2
日
と
同
年
7
 

月
4
 
日
に
相
次
い
で
女
川
発
電
所
近
傍
に
自
衛
隊
機
が
墜
落
し
た
事
故
を
受
け
て
、
こ
う
し
た
事
故
の

再
発

を
防

止
す

る
た

め
に

、
原

子
炉

施
設

上
空

を
避

け
た

ル
ー

ト
と

し
て

新
た

に
設

定
さ

れ
た

も
の

で
、
現
時
点
で
は
、
女
川
発
電
所
近
傍
に
存
在
す
る
の
み
で
あ
る
。
 

一
方
、
想
定
飛
行
範
囲
は
、
図
３
に
示
す
よ
う
に
、
基
地
と
訓
練
空
域
境
界
と
を
結
ぶ
三
角
形
状
の

区
域
を
指
す
。
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補 3-1-1 

補足説明資料３－１ 

再処理施設の防護設計について（既許可申請書） 

本文「四、再処理施設の位置，構造及び設備並びに再処理の方法 ロ．再

処理施設の一般構造 (6)その他の主要な構造」より抜粋 

(ⅴ) 再処理施設の上空には三沢特別管制区があり，南方向約10ｋｍの位置

には三沢対地訓練区域がある。三沢対地訓練区域で対地射爆撃訓練飛

行中の航空機が施設に墜落する可能性は極めて小さいが，当区域で多

くの訓練飛行が行われているという立地地点固有の社会環境等を配慮

し，仮に訓練飛行中の航空機が施設に墜落することを想定したときに，

一般公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えるおそれのある

施設は，航空機に対して貫通が防止でき，かつ，航空機による衝撃荷

重に対して健全性が確保できる堅固な建物・構築物で適切に保護する

等，安全確保上支障がないように設計する。建物・構築物の防護設計

においては，余裕を考慮し，航空機総重量20ｔ,速度150ｍ／ｓから求

まる衝撃荷重を用いる。 

添付書類六「1．安全設計 1.7その他の設計方針」より抜粋 

1.7.3 航空機に対する防護設計 

1.7.3.1 防護設計の基本方針 

 三沢対地訓練区域で訓練飛行中の航空機が施設に墜落することを想

定したときに，一般公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与え

るおそれのある施設は，航空機に対して貫通が防止でき，かつ，航空

機による衝撃荷重に対して健全性が確保できる堅固な建物・構築物で

適切に保護する等，安全確保上支障がないように設計する。 
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1.7.3.2 防護対象施設 

 三沢対地訓練区域で訓練飛行中の航空機が施設に墜落することを想

定したときに，一般公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与え

るおそれのある施設は防護対象とする。安全上重要な施設については

原則として防護対象とする。 

 防護方法としては，安全上重要な施設とその他の施設が同じ区域に

設置されている等の再処理施設の特質を配慮して，建物の外壁及び屋

根により建物全体を適切に保護する方法を基本とし，建物内部に設置

されている施設の安全性を確保する。放射性物質を内蔵する防護対象

施設が一箇所に集中している使用済燃料輸送容器管理建屋及び第１ガ

ラス固化体貯蔵建屋は，建物の壁及び床により防護対象とする区画を

適切に保護する方法を用いる。また，放射性物質を内蔵しておらずか

つ多重化が要求される冷却水設備の安全冷却水系，非常用電源建屋の

第２非常用ディーゼル発電機及び一部の洞道は同時に２系列破損しな

いよう十分な離隔距離をとって配置する方法を用いる。 

  防護設計を行う建物・構築物を，第1.7－１表に示す。 

 安全上重要な施設であり防護対象外とする施設は，主排気筒，主排

気筒の排気筒モニタ，安全蒸気系のボイラ用燃料ボンベ及び第１ガラ

ス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンのしゃへい容器である。これら施

設については，航空機が施設に墜落する可能性は無視できること，又

は仮に航空機が施設に墜落することを想定しても，一般公衆に対して

著しい放射線被ばくのリスクを与えないことから防護対象外とする。 

 ここでは防護対象施設選定の妥当性を確認するために，仮に形状の

大きい主排気筒に航空機が墜落することを想定して，一般公衆に与え

る線量当量を評価する。なお，航空機の墜落により主排気筒が破損し

（２６）
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ても，主排気筒の倒壊に至る可能性は無視できる。 

本評価において，次のような経過を想定する。 

 主排気筒の破損発生とともに新たに使用済燃料の処理は行わないと

し，その時点にせん断処理施設のせん断機及び溶解施設の溶解槽にあ

る使用済燃料を約１ｔとし，その溶解に伴って発生するクリプトン－

85及び炭素－14が，気体廃棄物の廃棄施設の前処理建屋せん断処理・

溶解廃ガス処理設備を経由して，破損した主排気筒から，せん断処理

施設及び溶解施設の処理能力を考慮して，約６時間の間に放出される

ものとする。気体廃棄物の廃棄施設の精製建屋塔槽類廃ガス処理設備

の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）のうちプルトニウム濃縮液

一時貯槽等から発生する廃ガス並びに高レベル廃液ガラス固化建屋塔

槽類廃ガス処理設備のうち高レベル廃液貯蔵設備から発生する廃ガス

及び低レベル廃液処理建屋塔槽類廃ガス処理設備からの廃ガスについ

ては，平常時と同じ放射性物質が１年間にわたって放出されるものと

する。その他の廃ガスについては，主排気筒の破損発生に伴って工程

内洗浄等の工程停止操作を行うため，１箇月以内に放射性物質の放出

は収束するが，ここでは平常時と同じ放射性物質が１箇月間にわたっ

て放出されるものとする。 

航空機の墜落による主排気筒の破損に伴い放出される廃ガス中の放

射性物質の放出量は，添付書類七「4.2.2 気体廃棄物の推定放出量」

に示される推定年間放出量に基づいて，前述の各発生源別の放出時間

を考慮し，設定する。 

大気中への主な放射性物質の放出量は，以下のとおりである。 
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核    種 放 出 量 (Ｂｑ) 

Ｈ－３    
Ｃ－14    
Ｋｒ－85  
Ｓｒ－90  
Ｒｕ－106 
Ｉ－129  
Ｉ－131  
Ｐｕ－238 
Ｐｕ－239 
Ｐｕ－240 
Ｐｕ－241 
Ａｍ－241 
Ｃｍ－244 

6.9×10１４ 
6.5×10１０ 
4.1×10１４ 
5.1×10８  
7.6×10９  
2.0×10９  
1.5×10１０ 
6.8×10７  
6.1×10６  
9.6×10６  
2.2×10９  
6.0×10６  
1.7×10７  

 線量当量の評価に当たっては，大気中へ放出される放射性物質は破

損した主排気筒から放出するものとして，地上放散を仮定し計算する。 

 敷地境界外の地表空気中濃度及び放射性雲からのガンマ線による外

部被ばくに係る線量当量は，添付書類四「2.5 安全解析に使用する気

象条件」に記述する使用済燃料受入れ・貯蔵建屋における相対濃度及

び相対線量に，放射性物質の放出量を乗じて求める。 

 放射性物質の吸入による敷地境界外の内部被ばくに係る線量当

量ＤＩ(Ｓｖ）は次式で計算する。 

     ＤＩ ＝ΣＱＩｉ・Ｒ・χ／Ｑ・(Ｈ５０)ｉ 

    ここで， 

     ＱＩｉ   ：事故期間中の放射性核種ｉの大気放出量（Ｂｑ） 

     Ｒ    ：人間の呼吸率（ｍ３／ｓ） 

           呼吸率Ｒは，「発電用軽水型原子炉施設の安全評価 

           に関する審査指針」の付録Ⅱに基づき，短時間放出 

            の場合の活動時間中の呼吸率3.33×10－４（ｍ３／ｓ） 

           を用いる。 

     χ／Ｑ  ：相対濃度（ｓ／ｍ３） 

ｉ 

（２７） 
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( Ｈ５０)ｉ ：核種ｉの吸入による預託線量当量換算係数

（Ｓｖ／Ｂｑ） 

 放射性雲からのガンマ線外部被ばくに係る線量当量Ｄｒ（Ｓｖ）は，

次式で計算する。 

Ｄｒ ＝Ｋ・Ｄ／Ｑ・Ｑｒ  

ここで， 

Ｋ    ：空気吸収線量から線量当量への変換係数（Ｓｖ／ 

Ｇｙ) (実効線量当量に対してＫ＝１とする） 

Ｄ／Ｑ  ：相対線量（Ｇｙ／Ｂｑ） 

Ｑｒ ：事故期間中のクリプトン－85の大気放出量（Ｂｑ） 

（ガンマ線実効エネルギの0.5ＭｅＶ換算値） 

 上記に基づいて評価した敷地境界外の線量当量は，約１ｍＳｖであ

る。 

  使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋及び第１低レベル廃棄物貯蔵建屋

等の安全上重要な施設を収納しない建物・構築物で防護設計を行わな

いものについては，航空機が施設に墜落する可能性は極めて小さいが，

仮に航空機が施設に墜落することを想定しても，航空機の墜落及び火

災による環境への移行率をそれぞれ１％として，線量当量評価を行っ

た結果，主排気筒の評価値を下回っており，一般公衆に対して著しい

放射線被ばくのリスクを与えることはない。 

1.7.3.3  防護設計条件の設定 

 防護設計の条件設定に当たっては，Ｆ－16の諸元を用い余裕を考慮

して設定した条件に平成９年３月に三沢基地に配備されたＦ－４ＥＪ

（４２） 

（２８） 

（２９）
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改を考慮する。なお，平成12年10月から順次，三沢基地に配備される

Ｆ－２について検討した結果，Ｆ－２の航空機条件は，Ｆ－16の諸元

を用い余裕を考慮して設定した条件を上回るものではないことが確認

されている。 

 Ｆ－16の諸元を用い余裕を考慮して設定した条件とは，平成９年３

月より以前に三沢対地訓練区域で最も多く訓練飛行を行っていた航空

自衛隊のＦ－１及び米国空軍のＦ－16のうち，機体の質量が大きく，

厳しい結果を与えるＦ－16の諸元に基づき以下のとおり設定した条件

である。 

  Ｆ－16等の戦闘機の事故要因のうち，三沢対地訓練区域での発生が

考えられない要因並びに基地周辺及び訓練コース近傍でしか発生しな

い要因を除外し，再処理施設まで到達する可能性があるものを摘出す

ると，エンジン推力を喪失する場合が挙げられる。 

 なお，コックピット火災等によりパイロットが直ちに脱出した後も

飛行を継続する場合も考えられるが，このような事象が生じる可能性

は過去の事例からみて無視できる。 

エンジン推力を喪失すると，通常パイロットは安全確保のために，

機体の安定に必要な操作等を行った後最良滑空状態にし，基地又は海

上等への到達を図る。到達が不可能と判断した場合でも，原子力関係

施設等の回避を行った後，パイロット自身の安全確保等のため減速し

て脱出する。このときの航空機の速度は最良滑空速度と失速速度の間

にあると考えられる。回避が行われずに航空機が施設まで滑空するこ

とは考えられないが，ここでは回避が行われずに最良滑空速度で滑空

する場合を想定する。 

 三沢対地訓練区域で訓練飛行中のＦ－16について，昭和63年９月か

（２６） 

（２６）（３０） 

（３１） 

（２６）
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ら２年間にわたり当社が調査した結果では，搭載物は燃料タンク及び

小型の模擬弾（約10ｋｇ）であり，質量としては，第1.7－１図に示

すように大部分が約13ｔ以下であるが，現実には搭載しないと考えら

れる訓練時の最大装備を仮定し，航空機の質量を16ｔとする。 

このときの最良滑空速度を下式により求めると 144ｍ／ｓとなる。 

Ｖ＝    Ｃｒ＝ ＣＬ  ２＋ＣＤ ２ 

ここで， 

Ｖ ：飛行速度(ｍ／ｓ） 

Ｗ  ：Ｍ×ｇ 

Ｍ ：航空機の質量（ｋｇ） 

ｇ ：重力加速度（ｍ／ｓ２） 

ρ ：空気密度(ｋｇ／ｍ３) 

Ｓ ：主翼面積(ｍ２) 

ＣＬ ：揚力係数(－) 

ＣＤ ：抗力係数(－) 

上式において主翼面積は28ｍ２とし，揚力係数及び抗力係数は各 

々0.44, 0.044とする。 

  航空機を対象とした衝撃荷重及びエンジンに係る条件として，航空

機の質量16ｔ，速度150ｍ／ｓから求まる衝撃荷重，及びエンジン

の質量1.5ｔ，エンジン吸気口部直径0.98ｍ，エンジンの衝突速度150

ｍ／ｓとする。 

 さらに，建物・構築物の防護設計においては，余裕を考慮し，航空

機の質量20ｔ，速度150ｍ／ｓから求まる衝撃荷重を用いる。また，

（２９） 

（３４） 

（２９） （３５） 

ρ･Ｓ･Ｃｒ 
２Ｗ√ √ 
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貫通限界厚さの算定についても同様に, 余裕を考慮し，エンジンの質

量1.9ｔ，エンジン吸気口部直径0.98ｍ，エンジンの衝突速度150ｍ／

ｓとする。 

 以下にＦ－４ＥＪ改の航空機条件を適切に設定し，上記条件と比較

する。 

 Ｆ－４の事故要因のうち，三沢対地訓練区域での発生が考えられな

い要因並びに基地周辺及び訓練コース近傍でしか発生しない要因を除

外し，再処理施設まで到達する可能性があるものを摘出すると，エン

ジン推力を喪失する場合が挙げられる。 

エンジン推力喪失時のパイロットの対応及び脱出時の速度は，前述

の場合と同じであり，また，回避が行われずに航空機が施設まで滑空

することは考えられないが，ここでも，回避が行われずに最良滑空速

度で滑空する場合を想定する。 

 航空機の質量は，文献や三沢対地訓練区域で訓練飛行中のＦ－１の

外部搭載物搭載状況を昭和63年９月から６年間にわたり当社が調査し

た結果から22ｔと見積もった。Ｆ－１の観測結果に基づき算定した

Ｆ－４ＥＪ改の出現頻度を第1.7－３図に示す。なお，Ｆ－４

ＥＪ改の質量が22ｔを超える場合がわずかにあるとしても，三沢対地

訓練区域で訓練飛行中の航空機の施設への墜落の可能性が極めて小さ

いことを考えれば，そのような航空機が施設へ墜落する可能性は無視

できる。 

Ｆ－４ＥＪ改の最良滑空速度を上式により求めると155ｍ／ｓとな

る。上式において，主翼面積は49.2ｍ２とし，揚力係数及び抗力係数

は各々0.3，0.036 とする。 

（２６） 

（４６） 

（２６） 

（４６） 

（４７） 
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 Ｆ－４ＥＪ改を対象とした衝撃荷重及びエンジンに係る条件として

航空機の質量22ｔ，速度155ｍ／ｓから求まる衝撃荷重，及びエンジ

ンの質量1.745ｔ／基，エンジン吸気口部直径0.992ｍ，エンジンの衝

突速度155ｍ／ｓとする。 

 建物・構築物の防護設計においては，Ｆ－４ＥＪ改のこれらの条件

から求まる衝撃荷重の応答について評価した結果，前述の航空機の質

量20ｔ，速度 150ｍ／ｓから求まる衝撃荷重の応答を上回るものでは

ないことを確認したことから，衝撃荷重に係る条件として，Ｆ－16の

諸元を用い余裕を考慮して設定した条件である航空機の質量20ｔ，速

度150ｍ／ｓから求まる衝撃荷重とする。 

  また，貫通限界厚さの算定についてもＦ－４ＥＪ改を考慮し，エン

ジンに係る条件として，Ｆ－16の諸元を用い余裕を考慮して設定した

条件であるエンジンの質量 1.9t,エンジン吸気口部直径0.98ｍ及びエ

ンジンの衝突速度 150ｍ／ｓ並びにＦ－４ＥＪ改を対象とした条件で

あるエンジンの質量1.745ｔ／基，エンジン吸気口部直径0.992ｍ及び

エンジンの衝突速度155ｍ／ｓとする。

1.7.3.4 建物・構築物の防護設計 

  航空機は，柔な機体とそれに比べて比較的硬いエンジンから構成さ

れているという構造的特徴があり，航空機衝突時の建物・構築物の損

傷の評価においては，比較的硬いエンジンの衝突による貫通等の局部

的な破壊と機体全体の衝突による鉄筋コンクリート版等の全体的な破

壊という二つの現象を考慮する。 

  防護設計を行う建物・構築物は，エンジンの衝突による貫通を防止

でき，航空機全体の衝撃荷重によるコンクリートの圧縮破壊及び鉄筋

（４８） （４８） 
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又は鋼材の破断による版の全体的な破壊を防止できる堅固な構造とす

る。 

 壁等に設けられた開口部について，開口面積の大きいものは，迷路

構造により開口内部を直接見込めない構造とすること等によって防護

設計を行う。 

 また，航空機が再処理施設まで滑空する場合には，東又は南方向か

ら角度をもって施設に向かうと考えられるが，安全側の設計として，

荷重はすべての方向の壁及び天井に対して直角に作用するものとする。 

 なお，防護設計を行う建物・構築物は航空機搭載燃料の燃焼による

火災を考慮した設計とする。この際の圧力影響は，無視できるほど小

さいため考慮しない。 

  (１) エンジンによる鉄筋コンクリート版の防護厚さは，適合性が確認さ

   れているDegen による剛飛来物の貫通限界厚さの評価式に，実物航空

   機のエンジンを用いた実験から得られた成果を反映した下式により求

   められる貫通限界厚さを下回らないものとする。 

     ｅ＝O.65ｅ’ 

     ただし， 

       1.52≦Ｘ／ｄ≦13.42 の場合  ｅ'/ｄ＝0.69+1.29(Ｘ／ｄ） 

     1.52≧Ｘ／ｄ    の場合  ｅ'/ｄ＝2.2(Ｘ／ｄ)－0.3(Ｘ／ｄ)２ 

    貫入深さ(Ｘ)は， 

      Ｘ／ｄ≦2.0の場合 

       Ｘ／ｄ＝２｛(180／√fc' )・0.72d０．２・Ｄ(Ｖ／1000)１．８｝０．５ 

     Ｘ／ｄ≧2.0の場合 

        Ｘ／ｄ＝(180／√fc' )・0.72ｄ０．２・Ｄ(Ｖ／1000)１．８＋１ 

  

（３６） 

（３７） 

（３８） 
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ここで， 

  ｅ  : 貫通限界厚さ(ｉｎ) 

  ｅ’ :  Degen 式による貫通限界厚さ(ｉｎ) 

  Ｘ  : 貫入深さ(ｉｎ) 

ｄ  : エンジン有効直径(ｉｎ)

  fc'  :  コンクリート圧縮強度(ｌｂｆ／ｉｎ２)

  Ｄ  : Ｗ／ｄ３ (ｌｂｆ／ｉｎ３) 

  Ｗ  : エンジン重量(ｌｂｆ)

  Ｖ  : 衝突速度(ｆｔ／ｓ） 

 なお，エンジン有効直径としては，エンジン吸気口部直径を用いる

こととする。 

(２) 機体全体の衝突による建物・構築物の破壊に対しては，衝撃荷重を

用いた版の応答解析を行い，コンクリートの圧縮破壊及び鉄筋又は鋼

材の破断を生じさせない設計とする。 

ａ．衝撃荷重は，Riera が理論的に導いた評価式に，実物航空機を用い

た実験から得られた成果を反映した下式により求める。 

  Ｆ(ｔ)＝Ｐｃ｛ｘ(ｔ)｝＋ 0.9μ｛ｘ(ｔ)｝・Ｖ(ｔ)２ 

ここで， 

Ｆ(ｔ)       : 衝撃荷重(Ｎ) 

Ｐｃ｛ｘ(ｔ)｝: 衝突面における航空機の破壊強度(N) 

μ｛ｘ(ｔ)｝  : 衝突面における航空機の単位長さ当たりの 

質量（ｋｇ／ｍ） 

Ｖ(ｔ) : 衝突面における航空機の速度(ｍ／ｓ) 

ｘ(ｔ) : 時刻ｔにおける機体軸方向の衝突位置(ｍ) 

Ｐｃ｛ｘ(ｔ)｝及びμ｛ｘ(ｔ)｝は，文献を参考に，航空機の 

（３９） 

（３８） 

（３８） 
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重量，長さに合わせて策定し，設計に用いる衝撃荷重曲線は，上式に

よる算定結果に対し，全体的な形状をとらえ，力積が下回らないよう

に平滑化した。 

 上記により得られた衝撃荷重曲線を第1.7－２図に示す。 

  ｂ．コンクリートの圧縮破壊及び鉄筋又は鋼材の破断による版の破壊防

   止に対する許容値は，米国土木学会等の文献及び日本工業規格を参考

   に次の値とする。 

     コンクリートの圧縮歪:6,500×10－６ 

     鉄筋及び鋼材の引張歪:60,000×10－６ 

  

（４０）（４１） 
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第 1.7－１表 防護設計を行う建物・構築物及び防護方法 

防護設計を行う建物・構築物 防 護 方 法 

使用済燃料輸送容器管理建屋 
使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫

を壁等により防護する。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

前処理建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

分離建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

精製建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

ウラン脱硝建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

ウラン酸化物貯蔵建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

高レベル廃液ガラス固化建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

第１ガラス固化体貯蔵建屋 
貯蔵区域及び受入れ室を壁等により保護す

る。 

低レベル廃液処理建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

低レベル廃棄物処理建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

ハル・エンド ピース貯蔵建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

第２低レベル廃棄物貯蔵建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

制御建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

分析建屋 建物全体を外壁及び屋根により保護する。 

非常用電源建屋 
電気室を壁等により保護する。第２非常用

ディーゼル発電機は分離配置を行う。 

冷却水設備の安全冷却水系 分離配置を行う。 
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（つづき） 

防護設計を行う建物・構築物 防 護 方 法 

洞 道 

・分離建屋と高レベル廃液ガラス固化建屋を接続する

洞道

・洞道を堅固な構造とする。

・分離建屋，精製建屋，ウラン脱硝建屋，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋，低レベル廃液処理建屋，

低レベル廃棄物処理建屋及び分析建屋を接続する洞

道のうち，低レベル廃液処理建屋に接続する東側の

洞道並びにウラン脱硝建屋及びウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋に接続する洞道を除く部分

・洞道を堅固な構造とする。

・精製建屋とウラン脱硝建屋を接続する洞道 ・洞道を堅固な構造とする。

・精製建屋とウラン・プルトニウム混合脱硝建屋を接

続する洞道

・洞道を堅固な構造とする。

・ウラン脱硝建屋とウラン酸化物貯蔵建屋を接続する

洞道

・洞道を堅固な構造とする。

・高レベル廃液ガラス固化建屋と第１ガラス固化体貯

蔵建屋を接続する洞道

・洞道を堅固な構造とする。

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋と冷却水設備の安全冷

却水系を接続する洞道

・分離配置を行う。

・前処理建屋，分離建屋，精製建屋，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋，制御建屋，非常用電源建屋，冷却水設備の安全

冷却水系，主排気筒及び主排気筒管理建屋を接続す

る洞道のうち，安全上重要な施設としての排気ダク

ト又は主排気筒の排気筒モニタに接続する非常用所

内電源ケーブルのみを収納する洞道を除く部分

・冷却水設備の安全冷却水系に接続する部

分は分離配置し，その他は洞道を堅固な

構造とする。
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第 1.7－１図 Ｆ－16 の出現頻度
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第 1.7－２図 衝撃荷重曲線 
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第 1.7－３図 Ｆ－４ＥＪ改の出現頻度
（Ｆ－１の観測結果に基づき算定）
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令和２年４月 28 日 R4 

補足説明資料３－２ 
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補 3-2-1 

補足説明資料３－２ 

係数を適用する航空機選定の考え方について 

再処理施設のうち建物全体を外壁及び屋根により保護する設計とする建物・

構築物に対する航空機落下確率評価においては，航空機落下評価ガイドの「有

視界飛行方式民間航空機の落下事故」の落下確率評価を参考とし，航空機の衝

突による影響がＦ－16 等と同程度かそれ以下の航空機については，有視界飛行

方式民間航空機の落下確率を求める際に小型機に対して用いる１／10 の係数を

適用する。係数を適用する場合の条件は以下のとおり。 

《機体全体の衝突による全体的な破壊》 

・ 全体的な破壊に用いる衝撃荷重の設定要素となる機体重量及び速度のい

ずれもＦ－16等の防護設計条件を下回る場合は係数を適用する。 

《エンジンの衝突による局部的な破壊》 

・ 局部的な破壊に用いる貫通限界厚さ及び裏面剥離限界厚さの算定要素

となるエンジン重量及び速度のいずれもＦ－16 等の防護設計条件を下回

る場合は係数を適用する。 

本資料では，速度と重量による選定の妥当性について以下のとおり示す。 
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補 3-2-2 

１．機体全体の衝突による全体的な破壊 

現状の防護設計で用いている衝撃荷重の算定式は，Riera が理論的に導い

た評価式に，武藤等による実物航空機（F-4D PhantomⅡ）を用いた剛版への衝

撃実験から得られた成果を反映した下式に基づいており，質量（μ{x(t)}）

と速度（V(t)）の二乗が支配的な要素である。 

したがって，機体重量，速度のいずれもＦ－16等の防護設計条件を下回る

場合は係数を適用する。 

F(t)＝Pc{x(t)}＋α×μ{x(t)}×V(t)2 

ただし， 

F(t) ：衝撃荷重（N） 

Pc{x(t)} ：衝突面における航空機の破壊強度（N） 

α    ：武藤等による実験から得られた有効質量の係数（＝0.9） 

μ{x(t)} ：衝突面における航空機の単位長さ当たりの質量（kg/m） 

V(t) ：衝突面における航空機の速度（m/s） 

x(t) ：時刻 tにおける機体軸方向の衝突位置（m） 

このうち，航空機の破壊強度（Pc）は，実物航空機（F-4D PhantomⅡ）の

衝突実験により求められた値である。 

実験に用いた航空機は戦闘機であり，戦闘機の機体はコックピットが空洞

でありその他については構造物がほぼ充填された剛な構造である。一方，戦

闘機以外の航空機（回転翼機，セスナ機等）についてはコックピット以外の

箇所についても乗員用および貨物スペースがあり空洞状態の多い柔な構造で

あると想定され，実験で求めた戦闘機の破壊強度より小さくなると想定され

る。 
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補 3-2-3 

このため，たとえ機体質量や衝突速度の両方が防護設計条件上回った場合

でも衝撃荷重は防護設計条件より小さくなると推定されるが，係数適用の航

空機の選定においては，安全側に機体質量，速度の両方が防護設計条件を下

回る場合に係数を適用し，いずれか一方でも防護設計条件を上回る場合は係

数を適用しない。 

また，衝撃荷重を設定する際に扱われる質量は，単位長さ当りの質量（以

下「単位質量」という。）であり，単に重量のみで適用の可否を選定すると不

確かさが残ることから，単位質量での評価の代替手法として対象航空機の機

体長さを一律５ｍで等分布質量であると仮定した評価＊を実施した結果，機体

質量及び速度で選定した結果が変わることはないことを確認した。 

＊ 各種機体の重量分布を把握することは困難であるものの，機体長さを短く

設定することで，単位長さあたりの質量が増加し厳しい評価結果を与える

ことから，対象航空機のうち最も短い機体長さ約 10ｍのさらに半分となる

５ｍを単位質量算定用の一律の検討長さとして検討を実施した。 
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補 3-2-4 

２．局所的な破壊（エンジンの貫通防止） 

現状の防護設計で用いている貫通，裏面剥離の限界厚さ算定式は，下式の

とおりであり，式を展開すると飛来物重量（エンジン重量）と速度の二乗が

支配的な要素となる。

したがって，エンジン重量及び速度のいずれもＦ－16 等の防護設計条件を

下回る場合は係数を適用する。

1)貫通限界厚さe

1.52≦X/d≦13.42 の場合 e=αe{0.69+1.29(X/d)}d

1.52≧X/d の場合 e=αe{2.2(X/d)-0.3(X/d)
2
}d

ただし

X/d≦2.0 の場合 X/d=2{(180/√fc')･N･d
0.2
･D(V/1000)

1.8
}

0.5

X/d≧2.0 の場合 X/d=(180/√fc')･N･d
0.2
･D(V/1000)

1.8
+1

ここで

e ：貫通限界厚さ（in）

X ：貫入深さ（in）

d ：飛来物直径（in）

fc' ：コンクリート設計基準強度（lbf/in
2
）

D ：W/d
3
（lbf/in

3
）

W ：飛来物重量（lbf）

V ：飛来物衝突速度（ft/s）

N ：飛来物先端形状係数

αe ：飛来物係数

2)裏面剥離限界厚さs

s=1.84αs(V0/V)
0.13
・(MV

2
)
0.4

/(d
0.2

fc'
0.4

)

ここで

s ：裏面剥離限界厚さ（ft）

d ：飛来物直径（ft）

fc' ：コンクリート設計基準強度（lbf/ft
2
）

M ：飛来物質量（lb）

V0 ：飛来物基準速度（200ft/s）

V ：飛来物衝突速度（ft/s）

αs ：飛来物係数

3)単位換算

in = 2.54 cm

ft = 30.48 cm (= 12 in)

lb = 0.453592 kg

G = 196133/6096 lb・ft/s
2
 = 980.665 g・cm/s

2
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補 3-2-5 

ただし，算定式には，飛来物直径が含まれていることから，係数を適用す

るにあたって，飛来物直径の考慮の必要性について確認する必要がある。飛

来物直径は短い方が厳しい結果を与えることをふまえ，飛来物直径を安全側

に一律 0.5ｍとして貫通限界厚さ及び裏面剥離限界厚さを算定した結果，選

定結果が変わることはないことを確認した。 

なお，飛来物直径 0.5ｍについては，係数の適用を検討した固定翼機（エ

ンジン直径 0.5ｍ～1.7ｍ）のうち最もエンジン直径が短いものが約 0.5ｍで

あることから設定した。 
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令和２年４月 13 日 R3 

補足説明資料３－３ 
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補足説明資料３－３ 

評価対象とする訓練空域外を飛行中の落下事故 

及び係数を適用する航空機の選定結果 

評価対象とする訓練空域外を飛行中の落下事故を第３－１表に示す。 

また，係数を適用する航空機の選定結果を第３－２表に示す。 

評価対象とする航空機落下事故は，自衛隊機 10 回（うち８回が係数適用）

及び米軍機３回（うち２回が係数適用）となる。 

第３－１表 訓練空域外を飛行中の落下事故 

No. 発生日 機 種 

自衛隊機 

1 平成 13 年 2 月 14 日 
AH1S（回転翼機） 

OH-6D（回転翼機） 

2 平成 14 年 3 月 7 日 OH-6D（回転翼機） 

3 平成 16 年 2 月 23 日 AH1S（回転翼機） 

4 平成 17 年 4 月 14 日 MU-2（固定翼機） 

5 平成 17 年 9 月 18 日 AH1S（回転翼機） 

6 平成 19 年 3 月 30 日 CH-47JA（回転翼機） 

7 平成 27 年 2 月 12 日 OH-6D（回転翼機） 

8 平成 28 年 4 月 6 日 U-125（固定翼機）

9 平成 29 年 5 月 15 日 LR-2（固定翼機） 

10 平成 30 年 2 月 5 日 AH-64D（回転翼機） 

米軍機 

1 平成 16 年 8 月 10 日 S-3（固定翼機）

2 平成 16 年 8 月 13 日 CH-53D（回転翼機） 

3 平成 20 年 10 月 24 日 セスナ機（固定翼機）
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-
1
6
等

の
防

護
設

計
条

件
を

下
回

る
。

《
局
部
的

な
破
壊
》

・
エ

ン
ジ

ン
重

量
及

び
速

度
の

い
ず

れ
も

F-
1
6
等

の
防

護
設

計
条

件
を

下
回

る
。

1
0 

A
H
-
64
D（

回
転

翼
機

）
 

7
.
3 

7
3 

0
.
5 

○
 

《
全
体
的

な
破
壊
》
 

・
機

体
重

量
及

び
速

度
の

い
ず

れ
も

F
-
1
6
等

の
防

護
設

計
条

件
を

下
回

る
。

《
局
部
的

な
破
壊
》

・
エ

ン
ジ

ン
重

量
及

び
速

度
の

い
ず

れ
も

F-
1
6
等

の
防

護
設

計
条

件
を

下
回

る
。

第
３
－
２
表
 
係
数
を
適
用
す
る
航
空
機
の
選
定
結
果
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第
３

－
２

表
 

係
数

を
適

用
す

る
航

空
機

の
選

定
結

果
 

※
１

 
F
-
1
6
及

び
F
4
-
E
J
改

以
外

の
航

空
機

に
つ

い
て

は
巡

航
速

度
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す
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。

※
２

 
双

発
の

航
空

機
に
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い

て
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２
基

の
エ

ン
ジ

ン
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と

す
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。

※
３

 
C
H
-
5
3
D
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エ
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ジ
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出
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す

る
エ
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値
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※
４

 
航

空
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落
下
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ガ
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４
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４
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２
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さ
れ
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い
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重
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(
ｔ

)
 

速
度

※
１
 

(
ｍ

／
ｓ

)
 

エ
ン

ジ
ン

重
量

※
２
（

ｔ
）

 

係
数

適
用

 
係

数
適

用
要

否
理

由
 

防
護

設
計

条
件

 

F
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1
6

2
0
 

1
5
0
 

1
.
9
 

F
-
4
E
J
改

2
2
 

1
5
5
 

3
.
4
9
 

米
軍

機
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S
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（

固
定

翼
機

）
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体
的

な
破

壊
》

 

・
機

体
重

量
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び
速

度
の
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ず

れ
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F
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6

等
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護

設
計

条
件
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上
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か
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し
な
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《
局

部
的

な
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壊
》
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速

度
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F
-
1
6
等
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設

計
条
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る
こ

と
か
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用
し

な
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H
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5
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D
（
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転
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機
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2
0
 

7
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0
.
7
※

３
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《
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体
的

な
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》

 

・
機

体
重

量
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速

度
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い
ず
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も

F
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1
6
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件
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る
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《
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部
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な
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壊
》

・
エ

ン
ジ

ン
重

量
及

び
速

度
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い
ず

れ
も

F
-
1
6
等

の
防

護
設

計
条

件
を

下
回

る
。

3
 

セ
ス

ナ
機

（
固

定
翼

機
）

1
.
1
※

４
5
6
※

４
－

○
・

詳
細

な
機

種
は

不
明

で
あ

る
が

，
航

空
機

落
下

評
価

ガ
イ

ド
に

お
い

て
小

型
機

に
分

類
さ

れ
て

い
る

こ
と

か
ら

係
数

を
適

用
す

る
。
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令和２年４月 28日 R4 

補足説明資料４－１ 

112



補 4-1-1 

補足説明資料４－１ 

１／10 の係数を適用する建物・構築物について 

 自衛隊機又は米軍機の落下確率評価において１／10 の係数を用いる建物・

構築物は以下のとおりとする。 

１．建物全体を外壁及び屋根により保護する設計とする建物・構築物 

 前処理建屋等については，建物全体を外壁及び屋根により保護する設計と

することから，１／10 の係数を適用する建物・構築物とする。 

２．建物全体を外壁及び屋根により保護する設計としない建物・構築物 

 安全冷却水系冷却塔等については，建物全体を外壁及び屋根により保護す

る設計としないことから，１／10 の係数を適用しない建物・構築物とする。 

安全上重要な施設であり防護対象外とした施設のうち，前処理建屋の安全

蒸気系の LPG ボンベユニットは，建物全体を外壁及び屋根により保護する設

計とはしないことから，１／10 の係数を適用しない建物・構築物とする。ま

た，第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンのしゃへい容器を収納する

第１ガラス固化体貯蔵建屋については，貯蔵区域及び受入れ室を壁等により

保護しており，建物全体を外壁及び屋根により保護する設計とはしないこと

から，１／10 の係数を適用しない建物・構築物とする。非常用電源建屋につ

いても電気室を壁等により保護し第２非常用ディーゼル発電機は分離配置を

行っているが，建物全体を外壁及び屋根により保護する設計とはしないこと

から，１／10 の係数を適用しない建物・構築物とする。 

 第１ガラス固化体貯蔵建屋及び非常用電源建屋の航空機に対する防護範囲

をそれぞれ第４－１図及び第４－２図に示す。 
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補 4-1-2 

３．分離建屋等の地上部ダクト等 

分離建屋，精製建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の屋上及び壁にはダ

クトが設置されている。また，前処理建屋の屋上及び壁には再処理設備本体

用 安全冷却水系冷却塔Ａの安全冷却水系配管等が設置されている。 

：防護範囲

第４－１図 第１ガラス固化体貯蔵建屋（地上１階）

：防護範囲

第４－２図 非常用電源建屋（地上１階）
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補 4-1-3 

 

標的面積に地上部ダクト及び地上部安全冷却水系配管等を加える場合は，

それらの支持構造物となる建屋についても標的面積として加えることとする。 

  分離建屋等は建物全体を外壁及び屋根により保護する設計とするが，屋上

等に設置する地上部ダクト及び前処理建屋の屋上等に設置する地上部安全冷

却水系配管等については，防護する設計としない。 

  このため，自衛隊機又は米軍機の落下確率評価においては，分離建屋等の

屋上等に設置する地上部ダクト及び前処理建屋の屋上等に設置する地上部安

全冷却水系配管等については，１／10 の係数を適用しない。（下図参照） 

  第４－１表に建物・構築物の一覧を示す。 
 

 

 

 

 

 

第４－１表 建物・構築物一覧 

建物全体を外壁及び屋根により保護する設計と

する建物・構築物 

建物全体を外壁及び屋根により保護する設計とし

ない建物・構築物 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建

屋，分離建屋，精製建屋，ウラン脱硝建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋，ウラン酸化物貯蔵建屋，ウラン・プ

ルトニウム混合酸化物貯蔵建屋，高レベ

ル廃液ガラス固化建屋，チャンネル ボッ

クス・バーナブル ポイズン処理建屋，ハ

ル・エンド ピース貯蔵建屋，制御建屋，

分析建屋 

ＬＰＧボンベユニット（前処理建屋），地

上部ダクト（分離建屋），地上部ダクト

（精製建屋），地上部ダクト（高レベル廃

液ガラス固化建屋），第１ガラス固化体貯

蔵建屋，非常用電源建屋，使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷

却塔Ａ，Ｂ，再処理設備本体用 安全冷却

水系冷却塔Ａ，Ｂ，地上部安全冷却水系配

管等（前処理建屋），第２非常用ディーゼ

ル発電機用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ，

主排気筒（主排気筒管理建屋及び地上部ダ

クト含む） 

：係数を適用する範囲（建屋） 

：係数を適用しない範囲（地上部ダクト，地
上部安全冷却水系配管等） 

建屋平面図 
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令和元年 10 月 4 日 R0 

補足説明資料５－１ 
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補 5-1-1 

補足説明資料５－１ 

評価対象となる航空路等の飛行回数 

評価対象となる航空路等 ピークデイの飛行回数※１ 年間飛行回数※２ 

直行経路 

(MISAWA(MIS)－CHITOSE(ZYT)） 

平成 27 年上半期：２（４月１日） 

平成 27 年下半期：５（８月 26 日） 
1,825 

※１ 国土交通省航空局に問い合わせた結果（平成27年の札幌管制区のピーク

デイの交通量）を 365 倍した値。 

※２ ピークデイの交通量を 365 倍した値。（５×365＝1,825）
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令和２年４月 28日 R2 

補足説明資料５－２ 
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補 5-2-1

補足説明資料５－２ 

民間航空機の延べ飛行距離 

延べ飛行 
距離(km) 

備 考 

平成 11 年 459,941,610 
「航空機落下事故に関するデータ（平成 10～29 年) 令和元年 12 月 原

子力規制庁 長官官房技術基盤グループ」

平成 12 年 480,695,802 同上 

平成 13 年 489,782,465 同上 

平成 14 年 498,480,635 同上 

平成 15 年 519,275,755 同上 

平成 16 年 517,051,659 同上 

平成 17 年 527,104,292 同上 

平成 18 年 555,392,832 同上 

平成 19 年 559,616,583 同上 

平成 20 年 554,535,973 同上 

平成 21 年 544,494,742 同上 

平成 22 年 548,444,056 同上 

平成 23 年 554,156,367 同上 

平成 24 年 607,933,799 同上 

平成 25 年 656,587,038 同上 

平成 26 年 678,832,124 同上 

平成 27 年 681,945,100 同上 

平成 28 年 682,890,250 同上 

平成 29 年 689,723,341 同上 

平成 30 年 690,566,330 「航空輸送統計調査」 

合 計 11,497,450,753 
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令和２年４月 28日 R6 

補足説明資料５－３ 
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補 5-3-1

補足説明資料５－３ 

航空機落下確率の端数処理について 

 航空機落下確率の評価においては，安全側の結果が得られるように，以下の

とおり端数処理を行った。 

(1) インプット条件のうち，標的面積（A1，A2）については，複数の施設の

面積を合算した値から 100 の位を切り上げとした。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝を対象とした場合の標的面積の計算を以

下に例示する。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（4,000ｍ２）の安全機能の維持に必

要な施設のうち，建物全体を外壁及び屋根により保護する設計とする建

物・構築物として，前処理建屋（6,000ｍ２），分離建屋（5,700ｍ２），精製

建屋（6,500ｍ２），高レベル廃液ガラス固化建屋（5,100ｍ２），制御建屋

（2,900ｍ２）が該当する。建物全体を外壁及び屋根により保護する設計と

する再処理施設の標的面積Ａ１は，これらの面積の合算した値（30,200ｍ２）

から 100 の位を切り上げて 31,000ｍ２とした。 

安全機能の維持に必要な施設のうち，建物全体を外壁及び屋根により保

護する設計としない建物・構築物として，地上部ダクト(分離建屋；710ｍ２，

精製建屋；300ｍ２，高レベル廃液ガラス固化建屋；150ｍ２），非常用電源建

屋（1,200ｍ２），再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ（Ａ；

1,700ｍ２，Ｂ；1,700ｍ２），第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系

冷却塔Ａ，Ｂ（Ａ；1,500ｍ２，Ｂ；1,500ｍ２)，主排気筒（2,200ｍ２）を

選定し，また，前処理建屋の屋外に設置する地上部安全冷却水系配管等

（770ｍ２）についても加えた。 
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補 5-3-2

建物全体を外壁及び屋根により保護する設計としない再処理施設の標的

面積Ａ２は，これらの面積の合算した値（11,730ｍ２）から 100 の位を切り

上げて 12,000ｍ２とした。 

(2) 航空機落下確率の計算は，途中式の計算では端数処理は行わず，最終的

に算出した値に対して３桁目を切り上げて有効数字２桁とした。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝を対象とした場合の再処理施設への航空

機落下確率の計算を以下に例示する。 

ａ．計器飛行方式民間航空機の再処理施設への航空機落下確率 

計器飛行方式民間航空機の再処理施設への航空機落下確率Ｐｃは以下の計

算結果より約 2.3×10－10（回／年）となる。 

Ｐｃ＝ 
(0.5／11,497,450,753)×1,825×0.043 

14.816 

＝ 2.304×10－10（回／年） 

ｂ．訓練空域外を飛行中の自衛隊機又は米軍機の再処理施設への航空機落下確

率 

建物全体を外壁及び屋根により保護する設計とする再処理施設への航空機

落下確率Ｐso１は以下の計算結果より，３桁目を切り上げて約 2.0× 

10－８（回／年）とした。 

Ｐso１＝ ( 
0.4 

＋ 
0.1 

)×0.031×１／10 ＋294,881 372,472 

( 
0.1 

＋ 
0.05 

) ×0.031294,881 372,472 

＝ 1.972×10－８（回／年） 
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補 5-3-3

建物全体を外壁及び屋根により保護する設計としない再処理施設への航空

機落下確率Ｐso２は以下の計算結果より，３桁目を切り上げて約 2.6×10－８

（回／年）とした。 

Ｐso２＝ ( 
0.4＋0.1 

＋ 
0.1＋0.05 

)×0.012 294,881 372,472 

＝ 2.518×10－８（回／年） 

訓練空域外を飛行中の自衛隊機又は米軍機の再処理施設への航空機落下確率

Ｐsox は端数処理していないＰso１及びＰso２を用いて計算を行い，以下の計算

結果より３桁目を切り上げて約 4.5×10－８（回／年）となる。 

Ｐsox＝ Ｐso１＋Ｐso２

＝ 1.972×10－８＋2.518×10－８ 

＝ 4.490×10－８（回／年） 

ｃ．再処理施設への航空機落下確率 

計器飛行方式民間航空機の再処理施設への航空機落下確率Ｐｃと訓練空

域外を飛行中の自衛隊機又は米軍機の再処理施設への航空機落下確率Ｐ

sox の総和は，端数処理していないＰｃ，Ｐso１及びＰso２を用いて計算を

行い，以下の計算結果より，３桁目を切り上げて約 4.6×10－８（回／年）

とした。 

Ｐｃ+Ｐso1+Ｐso2＝2.304×10－10 + 1.972×10－８+ 2.518×10－８

＝4.513×10－８（回／年） 
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令和２年４月 28日 R4 

補足説明資料５－４ 
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補 5-4-1

補足説明資料５－４ 

対象となる全ての建物・構築物の面積を合算した場合の航空機落下確率 

対象となる全ての建物・構築物の面積を合算した面積を標的面積とした場

合の再処理施設への航空機落下確率について参考として評価を実施した。評

価結果を以下に示す。 

(1) 計器飛行方式民間航空機

航空路（直行経路）を巡航中の計器飛行方式民間航空機の再処理施設への

航空機落下確率を以下に示す。 

Ｐｃ＝ 
ｆＣ×ＮＣ×Ａ 

Ｗ 

＝ 
(0.5／11,497,450,753)×1,825×0.082 

14.816

＝ 4.4×10－10（回／年） 

   ＰＣ：再処理施設への巡航中の航空機落下確率（回／年） 

ＮＣ：評価対象とする直行経路の年間飛行回数；1,825（飛行回／年）

（注１） 

   Ａ：再処理施設の標的面積；0.082（ｋｍ２） 

Ｗ：航空路幅；14.816（ｋｍ） 

   ｆｃ＝ＧＣ／ＨＣ：単位飛行距離当たりの巡航中の落下事故率（回／（飛

行回・ｋｍ）） 

   ＧＣ：巡航中事故件数；0.5（回） 

   ＨＣ：延べ飛行距離；11,497,450,753（飛行回・ｋｍ）（注２） 

（注１）国土交通省航空局に問い合わせた結果（平成27年の札幌管制区の

ピークデイの交通量）を365倍した値。【補足説明資料５－１】 
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補 5-4-2

（注２）平成11年１月から平成29年12月までの期間は 「航空機落下

事故に関するデータ（平成10～29年) 令和元年12月 原子力規制

庁 長官官房技術基盤グループ」，平成30年１月から平成30年12月

までの期間は「航空輸送統計調査」による。 

【補足説明資料５－２】 

(2) 自衛隊機又は米軍機

訓練空域外を飛行中の自衛隊機又は米軍機の再処理施設への航空機落下確

率を以下に示す。 

Ｐsox＝ Ｐso１＋Ｐso２ 

Ｐsox：訓練空域外を飛行中の自衛隊機又は米軍機の再処理施設への

航空機落下確率（回／年） 

Ｐso１：建物全体を外壁及び屋根により保護する設計とする再処理施

設への訓練空域外を飛行中の自衛隊機又は米軍機の再処理施

設への航空機落下確率（回／年） 

Ｐso２：建物全体を外壁及び屋根により保護する設計としない再処理

施設への訓練空域外を飛行中の自衛隊機又は米軍機の再処理

施設への航空機落下確率（回／年） 
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補 5-4-3 
 

ａ．建物全体を外壁及び屋根により保護する設計とする再処理施設への航空機

落下確率 

Ｐso１＝ (
ｆＳＯ１ 

×Ａ1×α ) ＋ ( 
ｆＳＯ２ 

×Ａ1 ) ＳＯ ＳＯ 

＝ (
0.4 

＋ 
0.1 

)×0.058×１／10 ＋ 294,881 372,472 

 
(

0.1 
＋ 

0.05 
)) ×0.058 294,881 372,472 

＝ 3.7×10－８（回／年） 

    ｆＳＯ１：係数を適用する航空機による単位年当たりの訓練空域外落下

事故率（回／年）； 

自衛隊機：８/20＝0.4（回／年），米軍機：２/20＝0.1（回／年） 

    ｆＳＯ２：係数を適用しない航空機による単位年当たりの訓練空域外落

下事故率（回／年）； 

自衛隊機：２/20＝0.1（回／年），米軍機：１/20＝0.05（回／年） 

    ＳＯ：全国土面積から全国の陸上の訓練空域の面積を除いた面積（ｋ

ｍ２）； 

自衛隊機：294,881（ｋｍ２），米軍機：372,472（ｋｍ２）（注１） 

    Ａ1：建物全体を外壁及び屋根により保護する設計とする再処理施設

の標的面積；0.058（ｋｍ２） 

     α：航空機の衝突による影響がＦ－1６等と同程度かそれ以下の航

空機に対する係数；１／10 

   （注１）「航空機落下事故に関するデータ（平成 10～29 年) 令和元年

12 月 原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ」による。 
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補 5-4-4

ｂ．建物全体を外壁及び屋根により保護する設計としない再処理施設への航空

機落下確率 

Ｐso２＝ ( 
ｆＳＯ１＋ｆＳＯ２ ×Ａ2 )

ＳＯ 

＝ ( 
0.4＋0.1 

＋ 
0.1＋0.05 

)×0.024 294,881 372,472 

＝ 5.1×10－８（回／年） 

ｆＳＯ１：係数を適用する航空機による単位年当たりの訓練空域外落下

事故率（回／年）； 

自衛隊機：８/20＝0.4（回／年），米軍機：２/20＝0.1（回／年） 

ｆＳＯ２：係数を適用しない航空機による単位年当たりの訓練空域外落

下事故率（回／年）； 

自衛隊機：２/20＝0.1（回／年），米軍機：１/20＝0.05（回／年） 

ＳＯ：全国土面積から全国の陸上の訓練空域の面積を除いた面積（ｋ

ｍ２）； 

自衛隊機：294,881（ｋｍ２），米軍機：372,472（ｋｍ２）（注１） 

Ａ2：建物全体を外壁及び屋根により保護する設計としない再処理施

設の標的面積；0.024（ｋｍ２） 

（注１）「航空機落下事故に関するデータ（平成 10～29 年) 令和元年

12 月 原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ」による。 
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補 5-4-5

ｃ．自衛隊機又は米軍機の再処理施設への航空機落下確率 

上記ａ．及びｂ．の合計値を以下に示す。 

Ｐsox＝ Ｐso１＋Ｐso２

＝ 8.8×10－８（回／年） 

(3) 再処理施設への航空機落下確率

(1)及び(2)に示す計器飛行方式民間航空機及び自衛隊機又は米軍機の再処

理施設への航空機落下確率の総和は，8.8×10－８（回／年）となる。 
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実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設

へ
の
航
空
機
落
下
確
率
の
評
価
基
準
に
つ
い
て
」
等
に
基
づ

き
，
再
処
理
施
設
へ
の
航
空
機
落
下
確
率
を
評
価
し
た
結
果
，

  

再
処
理
施

設
の
安

全
性
を

損
な
わ
せ

る
原
因

と
な
る

お
そ
れ

が
あ
る
事

象
で
あ

っ
て
人
為

に
よ
る

も
の
（

故
意
に

よ
る
も
の

を
除
く
。

）
と
し

て
，
既
許

可
申
請

書
に
お

い
て
は

敷
地
及
び

敷
地
周
辺

の
状
況

を
基
に
選

択
さ
れ

る
事
象

の
う
ち

，
む
つ
小

川
原
石
油

備
蓄
株

式
会
社
の

石
油
備

蓄
基
地

の
火
災

等
の
想
定

及
び
航
空

機
落
下

に
つ
い
て

建
物
・

構
築
物

の
防
護

設
計
を
す

る
こ
と
と
し
て
い
る
。
 

 指
針
か
ら
以
下
の
事
項
が
明
確
化
さ
れ
た
。
 

①
次
の
事
象
が
明
確
化
 

・
ダ
ム
の
崩
壊
 

・
有
毒
ガ
ス
 

・
船
舶
の
衝
突
 

・
電
磁
的
障
害
 

 ②
航

空
機
に
係
る

事
故
に
つ
い

て
の
評

価
手
法
と
し

て
、
「
実

用
発

電
用

原
子

炉
施

設
へ

の
航

空
機

落
下

確
率

の
評

価
基

準

に
つ

い
て

」
（

平
成

1
4
・

0
7
・

2
9
原

院
第

４
号

（
平

成
１

４

年
７

月
３

０
日

原
子

力
安

全
・

保
安

院
制

定
）

）
等

に
基

づ

き
、

防
護

設
計

の
要

否
に

つ
い

て
確

認
す

る
こ

と
が

明
確

化

さ
れ
た
。
 

 ③
外
部
人

為
事
象

に
対
し
，

冷
却
、

水
素
掃

気
、
火

災
・
爆
発

の
防
止
、

臨
界
防

止
等
の
安

全
機
能

を
損
な

わ
な
い

こ
が
明
確

化
さ
れ
た
。
 

 

ま
た
，
重
大
事
故
等
対
処
設
備
へ
の
措
置
に
つ
い
て
新
た
に

追
加
さ
れ
た
。
 

  

以
上
よ
り

，
航
空

機
落
下

に
つ
い
て

は
，
航

空
機
に

対
す
る

防
護
設
計

を
講
じ

て
い
る
こ

と
を
踏

ま
え
て

，
追
加

の
防
護
設

計
の
要
否
に
つ
い
て
確
認
し
た
結
果
を
新
規
追
加
す
る
。
 

                 

     【
新
規
制
基
準
の
第

９
条
要
求
に
よ
る
変
更
】
 

・
規
則
解
釈
に
合
わ

せ
，
想
定
さ
れ
る
外
部
人
為
事
象
の
追
加
 

          【
新
規
制
基
準
の
第
９
条
要
求
に
よ
る
変
更
】
 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
へ
の
措
置
を
追
加
 

      【
新
規
制
基
準
の
第
９
条
要
求
に
よ
る
変
更
】
 

防
護
す
る
安
全
機
能
の
明
確
化
に
伴
う
追
加
 

      【
新
規
制
基
準
の
第
９
条
要
求
に
よ
る
変
更
】
 

航
空
機
落

下
に
つ

い
て
，
航

空
機
に

対
す
る

防
護
設
計

を
講
じ

て
い
る
こ

と
を
踏

ま
え
て
，

防
護
設

計
の
要

否
に
つ
い

て
確
認

し
た
結
果
を
追
加
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①
事
業
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準
規
則
‐
②
許
認
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実
績
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③
適
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方
針
の
比
較
結
果
 

②
許
認
可
実
績
等
‐
③
適
合
方
針
の
本
文
比
較

結
果
 

      添
付
書
類
六
 

1
．
安
全
設
計
 

1
.
7そ

の
他
の
設
計
方
針
 

1
.
7.

3 
航
空
機
に
対
す
る
防
護
設
計
 

1
.
7.

3.
1 

防
護
設
計
の
基
本
方
針
 

三
沢

対
地

訓
練

区
域

で
訓

練
飛

行
中

の
航

空
機

が
施

設

に
墜

落
す

る
こ

と
を

想
定

し
た

と
き

に
，

一
般

公
衆

に
対

し
て

著
し

い
放

射
線

被
ば

く
の

リ
ス

ク
を

与
え

る
お

そ
れ

の
あ

る
施

設
は

，
航

空
機

に
対

し
て

貫
通

が
防

止
で

き
，

か
つ

，
航

空
機

に
よ

る
衝

撃
荷

重
に

対
し

て
健

全
性

が
確

保
で

き
る

堅
固

な
建

物
・

構
築

物
で

適
切

に
保

護
す

る

等
，
安
全
確
保
上
支
障
が
な
い
よ
う
に
設
計
す
る
。
 

    1
.
7.

3.
2 

防
護
対
象
施
設
 

三
沢

対
地

訓
練

区
域

で
訓

練
飛

行
中

の
航

空
機

が
施

設

に
墜

落
す

る
こ

と
を

想
定

し
た

と
き

に
，

一
般

公
衆

に
対

し
て

著
し

い
放

射
線

被
ば

く
の

リ
ス

ク
を

与
え

る
お

そ
れ

の
あ

る
施

設
は

防
護

対
象

と
す

る
。

安
全

上
重

要
な

施
設

に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
防
護
対
象
と
す
る
。
 

防
護

方
法

と
し

て
は

，
安

全
上

重
要

な
施

設
と

そ
の

他

の
施

設
が

同
じ

区
域

に
設

置
さ

れ
て

い
る

等
の

再
処

理
施

設
の

特
質

を
配

慮
し

て
，

建
物

の
外

壁
及

び
屋

根
に

よ
り

建
物

全
体

を
適

切
に

保
護

す
る

方
法

を
基

本
と

し
，

建
物

内
部

に
設

置
さ

れ
て

い
る

施
設

の
安

全
性

を
確

保
す

る
。

放
射

性
物

質
を

内
蔵

す
る

防
護

対
象

施
設

が
一

箇
所

に
集

中
し

て
い

る
使

用
済

燃
料

輸
送

容
器

管
理

建
屋

及
び

第
１

ガ
ラ

ス
固

化
体

貯
蔵

建
屋

は
，

建
物

の
壁

及
び

床
に

よ
り

防
護

対
象

と
す

る
区

画
を

適
切

に
保

護
す

る
方

法
を

用
い

る
。

ま
た

，
放

射
性

物
質

を
内

蔵
し

て
お

ら
ず

か
つ

多
重

化
が

要
求

さ
れ

る
冷

却
水

設
備

の
安

全
冷

却
水

系
，

非
常

用
電

源
建

屋
の

第
２

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
及

び
一

部
の

洞
道

は
同

時
に

２
系

列
破

損
し

な
い

よ
う

十
分

な
離

隔
距
離
を
と
っ
て
配
置
す
る
方
法
を
用
い
る
。
 

防
護

設
計

を
行

う
建

物
・

構
築

物
を

，
第

1
.
7
－

１
表

に
示

す
。
 

安
全

上
重

要
な

施
設

で
あ

り
防

護
対

象
外

と
す

る
施

設

は
，

主
排

気
筒

，
主

排
気

筒
の

排
気

筒
モ

ニ
タ

，
安

全
蒸

気
系

の
ボ

イ
ラ

用
燃

料
ボ

ン
ベ

及
び

第
１

ガ
ラ

ス
固

化
体

貯
蔵

建
屋

床
面

走
行

ク
レ

ー
ン

の
し

ゃ
へ

い
容

器
で

あ

る
。

こ
れ

ら
施

設
に

つ
い

て
は

，
航

空
機

が
施

設
に

墜
落

す
る

可
能

性
は

無
視

で
き

る
こ

と
，

又
は

仮
に

航
空

機
が

施
設

に
墜

落
す

る
こ

と
を

想
定

し
て

も
，

一
般

公
衆

に
対

し
て

著
し

い
放

射
線

被
ば

く
の

リ
ス

ク
を

与
え

な
い

こ
と

か
ら
防
護
対
象
外
と
す
る
。
 

こ
こ

で
は

防
護

対
象

施
設

選
定

の
妥

当
性

を
確

認
す

る

た
め

に
，

仮
に

形
状

の
大

き
い

主
排

気
筒

に
航

空
機

が
墜

落
す

る
こ

と
を

想
定

し
て

，
一

般
公

衆
に

与
え

る
線

量
当

防
護
設
計
の
要
否
判
断
基
準
を
超
え
な
い
こ
と
か
ら
，
追
加
の

防
護
設
計
は
必
要
な
い
。
 

 

 

添
付

書
類
六
 

1
．

安
全
設
計
 

1
.
7そ

の
他
の
設
計
方
針
 

1
.
7.

3 
航
空
機
に
対
す
る
防
護
設
計
 

1
.
7.

3.
1 

防
護
設
計
の
基
本
方
針
 

三
沢

対
地

訓
練

区
域

で
訓

練
飛

行
中

の
航

空
機

が
施

設

に
墜

落
す

る
こ

と
を

想
定

し
た

と
き

に
，

公
衆

に
対

し
て

著
し

い
放

射
線

被
ば

く
の

リ
ス

ク
を

与
え

る
お

そ
れ

の
あ

る
施

設
は

，
航

空
機

に
対

し
て

貫
通

が
防

止
で

き
，

か

つ
，

航
空

機
に

よ
る

衝
撃

荷
重

に
対

し
て

健
全

性
が

確
保

で
き

る
堅

固
な

建
物

・
構

築
物

で
適

切
に

保
護

す
る

等
，

安
全
確
保
上
支
障
が
な
い
よ
う
に
設
計
す
る
。
 

上
記

の
防

護
設

計
を

踏
ま

え
，

再
処

理
施

設
へ

の
航

空

機
落

下
確

率
を

評
価

し
，

追
加

の
防

護
設

計
の

要
否

を
確

認
す
る
。
 

 

1
.
7.

3.
2 

防
護
対
象
施
設
 

三
沢

対
地

訓
練

区
域

で
訓

練
飛

行
中

の
航

空
機

が
施

設

に
墜

落
す

る
こ

と
を

想
定

し
た

と
き

に
，

公
衆

に
対

し
て

著
し

い
放

射
線

被
ば

く
の

リ
ス

ク
を

与
え

る
お

そ
れ

の
あ

る
施

設
は

防
護

対
象

と
す

る
。

安
全

上
重

要
な

施
設

に
つ

い
て
は
原
則
と
し
て
防
護
対
象
と
す
る
。
 

防
護

方
法

と
し

て
は

，
安

全
上

重
要

な
施

設
と

そ
の

他

の
施

設
が

同
じ

区
域

に
設

置
さ

れ
て

い
る

等
の

再
処

理
施

設
の

特
質

を
配

慮
し

て
，

建
物

の
外

壁
及

び
屋

根
に

よ
り

建
物

全
体

を
適

切
に

保
護

す
る

方
法

を
基

本
と

し
，

建
物

内
部

に
設

置
さ

れ
て

い
る

施
設

の
安

全
性

を
確

保
す

る
。

放
射

性
物

質
を

内
蔵

す
る

防
護

対
象

施
設

が
一

箇
所

に
集

中
し

て
い

る
使

用
済

燃
料

輸
送

容
器

管
理

建
屋

及
び

第
１

ガ
ラ

ス
固

化
体

貯
蔵

建
屋

は
，

建
物

の
壁

及
び

床
に

よ
り

防
護

対
象

と
す

る
区

画
を

適
切

に
保

護
す

る
方

法
を

用
い

る
。

ま
た

，
放

射
性

物
質

を
内

蔵
し

て
お

ら
ず

か
つ

多
重

化
が

要
求

さ
れ

る
冷

却
水

設
備

の
安

全
冷

却
水

系
，

非
常

用
電

源
建

屋
の

第
２

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
及

び
一

部
の

洞
道

は
同

時
に

２
系

列
破

損
し

な
い

よ
う

十
分

な
離

隔
距
離
を
と
っ
て
配
置
す
る
方
法
を
用
い
る
。
 

防
護

設
計

を
行

う
建

物
・

構
築

物
を

，
第

1.
7.
3
－

１
表

に
示
す
。
 

安
全

上
重

要
な

施
設

で
あ

り
防

護
対

象
外

と
す

る
施

設

は
，

主
排

気
筒

，
主

排
気

筒
の

排
気

筒
モ

ニ
タ

，
安

全
蒸

気
系

の
ボ

イ
ラ

用
燃

料
ボ

ン
ベ

及
び

第
１

ガ
ラ

ス
固

化
体

貯
蔵

建
屋

床
面

走
行

ク
レ

ー
ン

の
し

ゃ
へ

い
容

器
で

あ

る
。

こ
れ

ら
施

設
に

つ
い

て
は

，
航

空
機

が
施

設
に

墜
落

す
る

可
能

性
は

無
視

で
き

る
こ

と
，

又
は

仮
に

航
空

機
が

施
設

に
墜

落
す

る
こ

と
を

想
定

し
て

も
，

公
衆

に
対

し
て

著
し

い
放

射
線

被
ば

く
の

リ
ス

ク
を

与
え

な
い

こ
と

か
ら

防
護
対
象
外
と
す
る
。
 

こ
こ

で
は

防
護

対
象

施
設

選
定

の
妥

当
性

を
確

認
す

る

た
め

に
，

仮
に

形
状

の
大

き
い

主
排

気
筒

に
航

空
機

が
墜

落
す

る
こ

と
を

想
定

し
て

，
公

衆
に

与
え

る
線

量
当

量
を

評
価

す
る

。
な

お
，

航
空

機
の

墜
落

に
よ

り
主

排
気

筒
が
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量
を

評
価

す
る

。
な

お
，

航
空

機
の

墜
落

に
よ

り
主

排
気

筒
が

破
損

し
て

も
，

主
排

気
筒

の
倒

壊
に

至
る

可
能

性
は

無
視
で
き
る
。
 

本
評
価
に
お
い
て
，
次
の
よ
う
な
経
過
を
想
定
す
る
。
 

主
排
気
筒
の
破
損
発
生
と
と
も
に
新
た
に
使
用
済
燃
料

の
処
理
は
行
わ
な
い
と
し
，
そ
の
時
点
に
せ
ん
断
処
理
施

設
の
せ
ん
断
機
及
び
溶
解
施
設
の
溶
解
槽
に
あ
る
使
用
済

燃
料
を
約
１
ｔ
と
し
，
そ
の
溶
解
に
伴
っ
て
発
生
す
る
ク

リ
プ
ト
ン
－

85
及
び
炭
素
－

14
が
，
気
体
廃
棄
物
の
廃
棄

施
設
の
前
処
理
建
屋
せ
ん
断
処
理
・
溶
解
廃
ガ
ス
処
理
設

備
を
経
由
し
て
，
破
損
し
た
主
排
気
筒
か
ら
，
せ
ん
断
処

理
施
設
及
び
溶
解
施
設
の
処
理
能
力
を
考
慮
し
て
，
約
６

時
間
の
間
に
放
出
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
気
体
廃
棄
物
の

廃
棄
施
設
の
精
製
建
屋
塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理
設
備
の
塔
槽

類
廃
ガ
ス
処
理
系
（
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
系
）
の
う
ち
プ
ル
ト

ニ
ウ
ム
濃
縮
液
一
時
貯
槽
等
か
ら
発
生
す
る
廃
ガ
ス
並
び

に
高
レ
ベ
ル
廃
液
ガ
ラ
ス
固
化
建
屋
塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理

設
備
の
う
ち
高
レ
ベ
ル
廃
液
貯
蔵
設
備
か
ら
発
生
す
る
廃

ガ
ス
及
び
低
レ
ベ
ル
廃
液
処
理
建
屋
塔
槽
類
廃
ガ
ス
処
理

設
備
か
ら
の
廃
ガ
ス
に
つ
い
て
は
，
平
常
時
と
同
じ
放
射

性
物
質
が
１
年
間
に
わ
た
っ
て
放
出
さ
れ
る
も
の
と
す

る
。
そ
の
他
の
廃
ガ
ス
に
つ
い
て
は
，
主
排
気
筒
の
破
損

発
生
に
伴
っ
て
工
程
内
洗
浄
等
の
工
程
停
止
操
作
を
行
う

た
め
，
１
箇
月
以
内
に
放
射
性
物
質
の
放
出
は
収
束
す
る

が
，
こ
こ
で
は
平
常
時
と
同
じ
放
射
性
物
質
が
１
箇
月
間

に
わ
た
っ
て
放
出
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
 

航
空
機
の
墜
落
に
よ
る
主
排
気
筒
の
破
損
に
伴
い
放
出

さ
れ
る
廃
ガ
ス
中
の
放
射
性
物
質
の
放
出
量
は
，
添
付
書

類
七
「

4.
2.
2 
気
体
廃
棄
物
の
推
定
放
出
量
」
に
示
さ
れ

る
推
定
年
間
放
出
量
に
基
づ
い
て
，
前
述
の
各
発
生
源
別

の
放
出
時
間
を
考
慮
し
，
設
定
す
る
。
 

大
気
中
へ
の
主
な
放
射
性
物
質
の
放
出
量
は
，
以
下
の

と
お
り
で
あ
る
。
 

核
 
 
 
 
種
 

放
 出

 量
 (
Ｂ
ｑ

) 

Ｈ
－
３

  
  

Ｃ
－

14
  
  

Ｋ
ｒ
－

85
  

Ｓ
ｒ
－

90
  

Ｒ
ｕ
－

10
6 

Ｉ
－

12
9 

 

Ｉ
－

13
1 

 

Ｐ
ｕ
－

23
8 

Ｐ
ｕ
－

23
9 

Ｐ
ｕ
－

24
0 

Ｐ
ｕ
－

24
1 

Ａ
ｍ
－

24
1 

Ｃ
ｍ
－

24
4 

6
.
9×

1
0１

４
 

6
.
5×

1
0１

０
 

4
.
1×

1
0１

４
 

5
.
1×

1
0８

 
 

7
.
6×

1
0９

 
 

2
.
0×

1
0９

 
 

1
.
5×

1
0１

０
 

6
.
8×

1
0７

 
 

6
.
1×

1
0６

 
 

9
.
6×

1
0６

 
 

2
.
2×

1
0９

 
 

6
.
0×

1
0６

 
 

1
.
7×

1
0７

 
 

線
量

当
量

の
評

価
に

当
た

っ
て

は
，

大
気

中
へ

放
出

さ

れ
る

放
射

性
物

質
は

破
損

し
た

主
排

気
筒

か
ら

放
出

す
る

も
の
と
し
て
，
地
上
放
散
を
仮
定
し
計
算
す
る
。
 

敷
地

境
界

外
の

地
表

空
気

中
濃

度
及

び
放

射
性

雲
か

ら

の
ガ

ン
マ

線
に

よ
る

外
部

被
ば

く
に

係
る

線
量

当
量

は
，

破
損

し
て

も
，

主
排

気
筒

の
倒

壊
に

至
る

可
能

性
は

無
視

で
き
る
。
 

 本
評
価
に
お
い
て
，
次
の
よ
う
な
経
過
を
想
定
す
る
。
 

主
排

気
筒

の
破

損
発

生
と

と
も

に
新

た
に

使
用

済
燃

料

の
処

理
は

行
わ

な
い

と
し

，
そ

の
時

点
に

せ
ん

断
処

理
施

設
の

せ
ん

断
機

及
び

溶
解

施
設

の
溶

解
槽

に
あ

る
使

用
済

燃
料

を
約

１
ｔ

と
し

，
そ

の
溶

解
に

伴
っ

て
発

生
す

る
ク

リ
プ

ト
ン

－
8
5
及

び
炭

素
－

1
4
が

，
気

体
廃

棄
物

の
廃

棄

施
設

の
前

処
理

建
屋

せ
ん

断
処

理
・

溶
解

廃
ガ

ス
処

理
設

備
を

経
由

し
て

，
破

損
し

た
主

排
気

筒
か

ら
，

せ
ん

断
処

理
施

設
及

び
溶

解
施

設
の

処
理

能
力

を
考

慮
し

て
，

約
６

時
間

の
間

に
放

出
さ

れ
る

も
の

と
す

る
。

気
体

廃
棄

物
の

廃
棄

施
設

の
精

製
建

屋
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設

備
の

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

系
（

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

系
）

の
う

ち
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
液

一
時

貯
槽

等
か

ら
発

生
す

る
廃

ガ
ス

並
び

に
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

の
う

ち
高

レ
ベ

ル
廃

液
貯

蔵
設

備
か

ら
発

生
す

る
廃

ガ
ス

及
び

低
レ

ベ
ル

廃
液

処
理

建
屋

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

か
ら

の
廃

ガ
ス

に
つ

い
て

は
，

平
常

時
と

同
じ

放
射

性
物

質
が

１
年

間
に

わ
た

っ
て

放
出

さ
れ

る
も

の
と

す

る
。

そ
の

他
の

廃
ガ

ス
に

つ
い

て
は

，
主

排
気

筒
の

破
損

発
生

に
伴

っ
て

工
程

内
洗

浄
等

の
工

程
停

止
操

作
を

行
う

た
め

，
１

箇
月

以
内

に
放

射
性

物
質

の
放

出
は

収
束

す
る

が
，

こ
こ

で
は

平
常

時
と

同
じ

放
射

性
物

質
が

１
箇

月
間

に
わ
た
っ
て
放
出
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
 

航
空

機
の

墜
落

に
よ

る
主

排
気

筒
の

破
損

に
伴

い
放

出

さ
れ

る
廃

ガ
ス

中
の

放
射

性
物

質
の

放
出

量
は

，
添

付
書

類
七

「
4.
2.
2
 
気

体
廃

棄
物

の
推

定
放

出
量

」
に

示
さ

れ

る
推

定
年

間
放

出
量

に
基

づ
い

て
，

前
述

の
各

発
生

源
別

の
放
出
時
間
を
考
慮
し
，
設
定
す
る
。
 

大
気

中
へ

の
主

な
放

射
性

物
質

の
放

出
量

は
，

以
下

の

と
お
り
で
あ
る
。
 

 

核
 
 
 
 
種
 

放
 出

 量
 (
Ｂ
ｑ

) 

Ｈ
－
３

  
  

Ｃ
－

14
  
  

Ｋ
ｒ
－

85
  

Ｓ
ｒ
－

90
  

Ｒ
ｕ
－

10
6 

Ｉ
－

12
9 

 

Ｉ
－

13
1 

 

Ｐ
ｕ
－

23
8 

Ｐ
ｕ
－

23
9 

Ｐ
ｕ
－

24
0 

Ｐ
ｕ
－

24
1 

Ａ
ｍ
－

24
1 

Ｃ
ｍ
－

24
4 

6
.
9×

1
0１

４
 

6
.
5×

1
0１

０
 

4
.
1×

1
0１

４
 

5
.
1×

1
0８

 
 

7
.
6×

1
0９

 
 

2
.
0×

1
0９

 
 

1
.
5×

1
0１

０
 

6
.
8×

1
0７

 
 

6
.
1×

1
0６

 
 

9
.
6×

1
0６

 
 

2
.
2×

1
0９

 
 

6
.
0×

1
0６

 
 

1
.
7×

1
0７

 
 

線
量

当
量

の
評

価
に

当
た

っ
て

は
，

大
気

中
へ

放
出

さ

れ
る

放
射

性
物

質
は

破
損

し
た

主
排

気
筒

か
ら

放
出

す
る

も
の
と
し
て
，
地
上
放
散
を
仮
定
し
計
算
す
る
。
 

敷
地

境
界

外
の

地
表

空
気

中
濃

度
及

び
放

射
性

雲
か

ら

の
ガ

ン
マ

線
に

よ
る

外
部

被
ば

く
に

係
る

線
量

当
量

は
，
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①
事
業
指
定
基
準
規
則
 

②
許
認
可
実
績
等
 

③
適
合
方
針
 

①
事
業
指
定
基
準
規
則
‐
②
許
認
可
実
績
等
‐

③
適
合
方
針
の
比
較
結
果
 

②
許
認
可
実
績
等
‐
③
適
合
方
針
の
本
文
比
較

結
果
 

添
付

書
類

四
「

2
.
5
 
安

全
解

析
に

使
用

す
る

気
象

条
件

」

に
記

述
す

る
使

用
済

燃
料

受
入

れ
・

貯
蔵

建
屋

に
お

け
る

相
対

濃
度

及
び

相
対

線
量

に
，

放
射

性
物

質
の

放
出

量
を

乗
じ
て
求
め
る
。
 

放
射

性
物

質
の

吸
入

に
よ

る
敷

地
境

界
外

の
内

部
被

ば

く
に

係
る

線
量

当
量
Ｄ

Ｉ
(Ｓ

ｖ
）
は
次
式
で
計
算
す
る
。
 

D
I

=
�

Q
Ii

i

∙R
∙χ

／
Q
∙(

H
50

) i
 

 

こ
こ
で
，
 

Ｑ
Ｉ
ｉ
 
：
事
故
期
間
中
の
放
射
性
核
種
ｉ
の
大
気
放

出
量
（
Ｂ
ｑ
）
 

Ｒ
 
 
：
人
間
の
呼
吸
率
（
ｍ

３
／
ｓ
）
 

呼
吸
率
Ｒ
は
，
「
発
電
用
軽
水
型
原
子
炉

施
設
の
安
全
評
価
に
関
す
る
審
査
指
針
」
の

付
録
Ⅱ
に
基
づ
き
，
短
時
間
放
出
の
場
合
の
活

動
時
間
中
の
呼
吸
率
3.
33
×
10

－
４
（
ｍ

３
／

ｓ
）
を
用
い
る
。
 

χ
／
Ｑ
 
：
相
対
濃
度
（
ｓ
／
ｍ

３
）
 

 
(Ｈ

５
０
)
ｉ
：

核
種

ｉ
の

吸
入

に
よ

る
預

託
線

量

当
量

換
算

係
数

（
Ｓ
ｖ
／
Ｂ
ｑ
）
 

 

放
射
性
雲
か
ら
の
ガ
ン
マ
線
外
部
被
ば
く
に
係
る
線
量
当
量

Ｄ
ｒ
（
Ｓ
ｖ
）
は
，
次
式
で
計
算
す
る
。
 

D r
=

K
∙D

／
Q
∙Q

r 

 
 
 
 
こ
こ
で
，
 

Ｋ
 
 
：
空
気
吸
収
線
量
か
ら
線
量
当
量
へ
の
変
換

係
数
（
Ｓ
ｖ
／
Ｇ
ｙ

) 
(実

効
線
量
当
量
に
対

し
て
Ｋ
＝
１
と
す
る
）
 

Ｄ
／
Ｑ
：
相
対
線
量
（
Ｇ
ｙ
／
Ｂ
ｑ
）
 

Ｑ
ｒ
 
 

：
事
故
期
間
中
の
ク
リ
プ
ト
ン
－

85
の
大
気

放
出
量
（
Ｂ
ｑ
）
（
ガ
ン
マ
線
実
効
エ
ネ
ル

ギ
の

0.
5Ｍ

ｅ
Ｖ
換
算
値
）
 

上
記

に
基

づ
い

て
評

価
し

た
敷

地
境

界
外

の
線

量
当

量

は
，
約
１
ｍ
Ｓ
ｖ
で
あ
る
。
 

使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵
管

理
建

屋
及

び
第

１
低

レ

ベ
ル

廃
棄

物
貯

蔵
建

屋
等

の
安

全
上

重
要

な
施

設
を

収
納

し
な

い
建

物
・

構
築

物
で

防
護

設
計

を
行

わ
な

い
も

の
に

つ
い

て
は

，
航

空
機

が
施

設
に

墜
落

す
る

可
能

性
は

極
め

て
小

さ
い

が
，

仮
に

航
空

機
が

施
設

に
墜

落
す

る
こ

と
を

想
定

し
て

も
，

航
空

機
の

墜
落

及
び

火
災

に
よ

る
環

境
へ

の
移

行
率

を
そ

れ
ぞ

れ
１

％
と

し
て

，
線

量
当

量
評

価
を

行
っ

た
結

果
，

主
排

気
筒

の
評

価
値

を
下

回
っ

て
お

り
，

一
般

公
衆

に
対

し
て

著
し

い
放

射
線

被
ば

く
の

リ
ス

ク
を

与
え
る
こ
と
は
な
い
。
 

 1
.
7.

3.
3 
 
防
護
設
計
条
件
の
設
定
 

防
護

設
計

の
条

件
設

定
に

当
た

っ
て

は
，

Ｆ
－

1
6
の

諸

元
を

用
い

余
裕

を
考

慮
し

て
設

定
し

た
条

件
に

平
成

９
年

３
月

に
三

沢
基

地
に

配
備

さ
れ

た
Ｆ

－
４

Ｅ
Ｊ

改
を

考
慮

す
る

。
な

お
，

平
成

1
2
年

1
0
月

か
ら

順
次

，
三

沢
基

地
に

配
備

さ
れ

る
Ｆ

－
２

に
つ

い
て

検
討

し
た

結
果

，
Ｆ

－
２

の
航

空
機

条
件

は
，

Ｆ
－

1
6
の

諸
元

を
用

い
余

裕
を

考
慮

し
て

設
定

し
た

条
件

を
上

回
る

も
の

で
は

な
い

こ
と

が
確

認
さ
れ
て
い
る
。
 

Ｆ
－

1
6
の

諸
元

を
用

い
余

裕
を

考
慮

し
て

設
定

し
た

条

添
付

書
類

四
「

2.
5
 
安

全
解

析
に

使
用

す
る

気
象

条
件

」

に
記

述
す

る
使

用
済

燃
料

受
入

れ
・

貯
蔵

建
屋

に
お

け
る

相
対

濃
度

及
び

相
対

線
量

に
，

放
射

性
物

質
の

放
出

量
を

乗
じ
て
求
め
る
。
 

放
射

性
物

質
の

吸
入

に
よ

る
敷

地
境

界
外

の
内

部
被

ば

く
に
係
る
線
量
当
量
Ｄ

Ｉ
(Ｓ

ｖ
）
は
次
式
で
計
算
す
る
。
 

D I
=
�

Q
Ii

i

∙R
∙χ

／
Q
∙(

H
50

) i
 

 

こ
こ
で
，
 

Ｑ
Ｉ

ｉ
 
：
事
故
期
間
中
の
放
射
性
核
種
ｉ
の
大
気
放

出
量
（
Ｂ
ｑ
）
 

Ｒ
 
 
：
人
間
の
呼
吸
率
（
ｍ

３
／
ｓ
）
 

呼
吸
率
Ｒ
は
，
「
発
電
用
軽
水
型
原
子
炉

施
設
の
安
全
評
価
に
関
す
る
審
査
指
針
」
の

付
録
Ⅱ
に
基
づ
き
，
短
時
間
放
出
の
場
合
の
活

動
時
間
中
の
呼
吸
率
3.
33
×
10

－
４
（
ｍ

３
／

ｓ
）
を
用
い
る
。
 

χ
／
Ｑ
 
：
相
対
濃
度
（
ｓ
／
ｍ

３
）
 

 
(Ｈ

５
０
)
ｉ
：

核
種

ｉ
の

吸
入

に
よ

る
預

託
線

量

当
量

換
算

係
数

（
Ｓ
ｖ
／
Ｂ
ｑ
）
 

 

放
射
性
雲
か
ら
の
ガ
ン
マ
線
外
部
被
ば
く
に
係
る
線
量
当
量

Ｄ
ｒ
（
Ｓ
ｖ
）
は
，
次
式
で
計
算
す
る
。
 

D r
=

K
∙D

／
Q
∙Q

r 

 
 
 
 
こ
こ
で
，
 

Ｋ
 
 
：
空
気
吸
収
線
量
か
ら
線
量
当
量
へ
の
変
換

係
数
（
Ｓ
ｖ
／
Ｇ
ｙ

) 
(実

効
線
量
当
量
に
対

し
て
Ｋ
＝
１
と
す
る
）
 

Ｄ
／
Ｑ
：
相
対
線
量
（
Ｇ
ｙ
／
Ｂ
ｑ
）
 

Ｑ
ｒ
 
 

：
事
故
期
間
中
の
ク
リ
プ
ト
ン
－

85
の
大
気

放
出
量
（
Ｂ
ｑ
）
（
ガ
ン
マ
線
実
効
エ
ネ
ル

ギ
の

0.
5Ｍ

ｅ
Ｖ
換
算
値
）
 

上
記

に
基

づ
い

て
評

価
し

た
敷

地
境

界
外

の
線

量
当

量

は
，
約
１
ｍ
Ｓ
ｖ
で
あ
る
。
 

使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵
管

理
建

屋
及

び
第

１
低

レ

ベ
ル

廃
棄

物
貯

蔵
建

屋
等

の
安

全
上

重
要

な
施

設
を

収
納

し
な

い
建

物
・

構
築

物
で

防
護

設
計

を
行

わ
な

い
も

の
に

つ
い

て
は

，
航

空
機

が
施

設
に

墜
落

す
る

可
能

性
は

極
め

て
小

さ
い

が
，

仮
に

航
空

機
が

施
設

に
墜

落
す

る
こ

と
を

想
定

し
て

も
，

航
空

機
の

墜
落

及
び

火
災

に
よ

る
環

境
へ

の
移

行
率

を
そ

れ
ぞ

れ
１

％
と

し
て

，
線

量
当

量
評

価
を

行
っ

た
結

果
，

主
排

気
筒

の
評

価
値

を
下

回
っ

て
お

り
，

公
衆

に
対

し
て

著
し

い
放

射
線

被
ば

く
の

リ
ス

ク
を

与
え

る
こ
と
は
な
い
。
 

 1
.
7.

3.
3 
 
防
護
設
計
条
件
の
設
定
 

防
護

設
計

の
条

件
設

定
に

当
た

っ
て

は
，

Ｆ
－

1
6
の

諸

元
を

用
い

余
裕

を
考

慮
し

て
設

定
し

た
条

件
に

平
成

９
年

３
月

に
三

沢
基

地
に

配
備

さ
れ

た
Ｆ

－
４

Ｅ
Ｊ

改
を

考
慮

す
る

。
な

お
，

平
成

1
2
年

1
0
月

か
ら

順
次

，
三

沢
基

地
に

配
備

さ
れ

る
Ｆ

－
２

に
つ

い
て

検
討

し
た

結
果

，
Ｆ

－
２

の
航

空
機

条
件

は
，

Ｆ
－

1
6
の

諸
元

を
用

い
余

裕
を

考
慮

し
て

設
定

し
た

条
件

を
上

回
る

も
の

で
は

な
い

こ
と

が
確

認
さ
れ
て
い
る
。
 

Ｆ
－

1
6
の

諸
元

を
用

い
余

裕
を

考
慮

し
て

設
定

し
た

条
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①
事
業
指
定
基
準
規
則
 

②
許
認
可
実
績
等
 

③
適
合
方
針
 

①
事
業
指
定
基
準
規
則
‐
②
許
認
可
実
績
等
‐

③
適
合
方
針
の
比
較
結
果
 

②
許
認
可
実
績
等
‐
③
適
合
方
針
の
本
文
比
較

結
果
 

件
と

は
，

平
成

９
年

３
月

よ
り

以
前

に
三

沢
対

地
訓

練
区

域
で

最
も

多
く

訓
練

飛
行

を
行

っ
て

い
た

航
空

自
衛

隊
の

Ｆ
－

１
及

び
米

国
空

軍
の

Ｆ
－

1
6
の

う
ち

，
機

体
の

質
量

が
大

き
く

，
厳

し
い

結
果

を
与

え
る

Ｆ
－

1
6
の

諸
元

に
基

づ
き
以
下
の
と
お
り
設
定
し
た
条
件
で
あ
る
。
 

Ｆ
－

1
6
等

の
戦

闘
機

の
事

故
要

因
の

う
ち

，
三

沢
対

地

訓
練

区
域

で
の

発
生

が
考

え
ら

れ
な

い
要

因
並

び
に

基
地

周
辺

及
び

訓
練

コ
ー

ス
近

傍
で

し
か

発
生

し
な

い
要

因
を

除
外

し
，

再
処

理
施

設
ま

で
到

達
す

る
可

能
性

が
あ

る
も

の
を

摘
出

す
る

と
，

エ
ン

ジ
ン

推
力

を
喪

失
す

る
場

合
が

挙
げ
ら
れ
る
。
 

な
お

，
コ

ッ
ク

ピ
ッ

ト
火

災
等

に
よ

り
パ

イ
ロ

ッ
ト

が

直
ち

に
脱

出
し

た
後

も
飛

行
を

継
続

す
る

場
合

も
考

え
ら

れ
る

が
，

こ
の

よ
う

な
事

象
が

生
じ

る
可

能
性

は
過

去
の

事
例
か
ら
み
て
無
視
で
き
る
。
 

エ
ン

ジ
ン

推
力

を
喪

失
す

る
と

，
通

常
パ

イ
ロ

ッ
ト

は

安
全

確
保

の
た

め
に

，
機

体
の

安
定

に
必

要
な

操
作

等
を

行
っ

た
後

最
良

滑
空

状
態

に
し

，
基

地
又

は
海

上
等

へ
の

到
達

を
図

る
。

到
達

が
不

可
能

と
判

断
し

た
場

合
で

も
，

原
子

力
関

係
施

設
等

の
回

避
を

行
っ

た
後

，
パ

イ
ロ

ッ
ト

自
身

の
安

全
確

保
等

の
た

め
減

速
し

て
脱

出
す

る
。

こ
の

と
き

の
航

空
機

の
速

度
は

最
良

滑
空

速
度

と
失

速
速

度
の

間
に

あ
る

と
考

え
ら

れ
る

。
回

避
が

行
わ

れ
ず

に
航

空
機

が
施

設
ま

で
滑

空
す

る
こ

と
は

考
え

ら
れ

な
い

が
，

こ
こ

で
は

回
避

が
行

わ
れ

ず
に

最
良

滑
空

速
度

で
滑

空
す

る
場

合
を
想
定
す
る
。
 

三
沢

対
地

訓
練

区
域

で
訓

練
飛

行
中

の
Ｆ

－
1
6
に

つ
い

て
，

昭
和

6
3
年

９
月

か
ら

２
年

間
に

わ
た

り
当

社
が

調
査

し
た

結
果

で
は

，
搭

載
物

は
燃

料
タ

ン
ク

及
び

小
型

の
模

擬
弾

（
約

1
0
ｋ

ｇ
）

で
あ

り
，

質
量

と
し

て
は

，
第

1
.
7
－

１
図

に
示

す
よ

う
に

大
部

分
が

約
1
3
ｔ

以
下

で
あ

る
が

，

現
実

に
は

搭
載

し
な

い
と

考
え

ら
れ

る
訓

練
時

の
最

大
装

備
を
仮
定
し
，
航
空
機
の
質
量
を

16
ｔ
と
す
る
。
 

こ
の
と
き
の
最
良
滑
空
速
度
を
下
式
に
よ
り
求
め
る
と
 1
44
ｍ

／
ｓ
と
な
る
。
 

V
=
�

2W ρ∙
S∙
C r
 

  
  
 
  

  
  

 C
r＝

�
C L2

+
C D2

 

こ
こ
で
，
 

Ｖ
 
：
飛
行
速
度

(ｍ
／
ｓ
）
 

Ｗ
  
：
Ｍ
×
ｇ
 

Ｍ
 
：
航
空
機
の
質
量
（
ｋ
ｇ
）
 

ｇ
 
：
重
力
加
速
度
（
ｍ
／
ｓ

２
）
 

ρ
 
：
空
気
密
度

(ｋ
ｇ
／
ｍ

３
)
 

Ｓ
 
：
主
翼
面
積

(ｍ
２
)
 

Ｃ
Ｌ
 ：

揚
力
係
数

(－
) 

Ｃ
Ｄ
 ：

抗
力
係
数

(－
) 

 

上
式

に
お

い
て

主
翼

面
積

は
2
8
ｍ

２
と

し
，

揚
力

係
数

及

び
抗
力
係
数
は
各
々

0.
44
, 
0.
04
4と

す
る
。
 

航
空

機
を

対
象

と
し

た
衝

撃
荷

重
及

び
エ

ン
ジ

ン
に

係

る
条

件
と

し
て

，
航

空
機

の
質

量
1
6
ｔ

，
速

度
1
5
0
ｍ

／
ｓ

か
ら

求
ま

る
衝

撃
荷

重
，

及
び

エ
ン

ジ
ン

の
質

量
1
.
5
ｔ

，

エ
ン

ジ
ン

吸
気

口
部

直
径

0
.
9
8
ｍ

，
エ

ン
ジ

ン
の

衝
突

速

度
15
0ｍ

／
ｓ
と
す
る
。
 

件
と

は
，

平
成

９
年

３
月

よ
り

以
前

に
三

沢
対

地
訓

練
区

域
で

最
も

多
く

訓
練

飛
行

を
行

っ
て

い
た

航
空

自
衛

隊
の

Ｆ
－

１
及

び
米

国
空

軍
の

Ｆ
－

1
6
の

う
ち

，
機

体
の

質
量

が
大

き
く

，
厳

し
い

結
果

を
与

え
る

Ｆ
－

1
6
の

諸
元

に
基

づ
き
以
下
の
と
お
り
設
定
し
た
条
件
で
あ
る
。
 

Ｆ
－

1
6
等

の
戦

闘
機

の
事

故
要

因
の

う
ち

，
三

沢
対

地

訓
練

区
域

で
の

発
生

が
考

え
ら

れ
な

い
要

因
並

び
に

基
地

周
辺

及
び

訓
練

コ
ー

ス
近

傍
で

し
か

発
生

し
な

い
要

因
を

除
外

し
，

再
処

理
施

設
ま

で
到

達
す

る
可

能
性

が
あ

る
も

の
を

摘
出

す
る

と
，

エ
ン

ジ
ン

推
力

を
喪

失
す

る
場

合
が

挙
げ
ら
れ
る
。
 

な
お

，
コ

ッ
ク

ピ
ッ

ト
火

災
等

に
よ

り
パ

イ
ロ

ッ
ト

が

直
ち

に
脱

出
し

た
後

も
飛

行
を

継
続

す
る

場
合

も
考

え
ら

れ
る

が
，

こ
の

よ
う

な
事

象
が

生
じ

る
可

能
性

は
過

去
の

事
例
か
ら
み
て
無
視
で
き
る
。
 

エ
ン

ジ
ン

推
力

を
喪

失
す

る
と

，
通

常
パ

イ
ロ

ッ
ト

は

安
全

確
保

の
た

め
に

，
機

体
の

安
定

に
必

要
な

操
作

等
を

行
っ

た
後

最
良

滑
空

状
態

に
し

，
基

地
又

は
海

上
等

へ
の

到
達

を
図

る
。

到
達

が
不

可
能

と
判

断
し

た
場

合
で

も
，

原
子

力
関

係
施

設
等

の
回

避
を

行
っ

た
後

，
パ

イ
ロ

ッ
ト

自
身

の
安

全
確

保
等

の
た

め
減

速
し

て
脱

出
す

る
。

こ
の

と
き

の
航

空
機

の
速

度
は

最
良

滑
空

速
度

と
失

速
速

度
の

間
に

あ
る

と
考

え
ら

れ
る

。
回

避
が

行
わ

れ
ず

に
航

空
機

が
施

設
ま

で
滑

空
す

る
こ

と
は

考
え

ら
れ

な
い

が
，

こ
こ

で
は

回
避

が
行

わ
れ

ず
に

最
良

滑
空

速
度

で
滑

空
す

る
場

合
を
想
定
す
る
。
 

三
沢

対
地

訓
練

区
域

で
訓

練
飛

行
中

の
Ｆ

－
1
6
に

つ
い

て
，

昭
和

6
3
年

９
月

か
ら

２
年

間
に

わ
た

り
当

社
が

調
査

し
た

結
果

で
は

，
搭

載
物

は
燃

料
タ

ン
ク

及
び

小
型

の
模

擬
弾

（
約

1
0
ｋ

ｇ
）

で
あ

り
，

質
量

と
し

て
は

，
第

1
.
7
.
3

－
１

図
に

示
す

よ
う

に
大

部
分

が
約

1
3
ｔ

以
下

で
あ

る

が
，

現
実

に
は

搭
載

し
な

い
と

考
え

ら
れ

る
訓

練
時

の
最

大
装
備
を
仮
定
し
，
航
空
機
の
質
量
を

16
ｔ
と
す
る
。
 

こ
の
と
き
の
最
良
滑
空
速
度
を
下
式
に
よ
り
求
め
る
と
 1
44
ｍ

／
ｓ
と
な
る
。
 

V
=
�

2W ρ∙
S∙
C r
 

  
  

 
  

  
  

 C
r＝

�
C L2

+
C D2

 

こ
こ
で
，
 

Ｖ
 
：
飛
行
速
度

(ｍ
／
ｓ
）
 

Ｗ
  
：
Ｍ
×
ｇ
 

Ｍ
 
：
航
空
機
の
質
量
（
ｋ
ｇ
）
 

ｇ
 
：
重
力
加
速
度
（
ｍ
／
ｓ

２
）
 

ρ
 
：
空
気
密
度

(ｋ
ｇ
／
ｍ

３
)
 

Ｓ
 
：
主
翼
面
積

(ｍ
２
)
 

Ｃ
Ｌ
 ：

揚
力
係
数

(－
) 

Ｃ
Ｄ
 ：

抗
力
係
数

(－
) 

 

上
式

に
お

い
て

主
翼

面
積

は
2
8
ｍ

２
と

し
，

揚
力

係
数

及

び
抗
力
係
数
は
各
々

0.
44
,0
.0
44
と
す
る
。
 

航
空

機
を

対
象

と
し

た
衝

撃
荷

重
及

び
エ

ン
ジ

ン
に

係

る
条

件
と

し
て

，
航

空
機

の
質

量
1
6
ｔ

，
速

度
15
0
ｍ

／
ｓ

か
ら

求
ま

る
衝

撃
荷

重
，

及
び

エ
ン

ジ
ン

の
質

量
1.
5
ｔ

，

エ
ン

ジ
ン

吸
気

口
部

直
径

0
.9

8
ｍ

，
エ

ン
ジ

ン
の

衝
突

速

度
15
0ｍ

／
ｓ
と
す
る
。
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①
事
業
指
定
基
準
規
則
 

②
許
認
可
実
績
等
 

③
適
合
方
針
 

①
事
業
指
定
基
準
規
則
‐
②
許
認
可
実
績
等
‐

③
適
合
方
針
の
比
較
結
果
 

②
許
認
可
実
績
等
‐
③
適
合
方
針
の
本
文
比
較

結
果
 

さ
ら

に
，

建
物

・
構

築
物

の
防

護
設

計
に

お
い

て
は

，

余
裕

を
考

慮
し

，
航

空
機

の
質

量
2
0
ｔ

，
速

度
1
5
0
ｍ

／
ｓ

か
ら

求
ま

る
衝

撃
荷

重
を

用
い

る
。

ま
た

，
貫

通
限

界
厚

さ
の

算
定

に
つ

い
て

も
同

様
に

,
 
余

裕
を

考
慮

し
，

エ
ン

ジ
ン

の
質

量
1
.
9
ｔ

，
エ

ン
ジ

ン
吸

気
口

部
直

径
0
.
9
8
ｍ

，

エ
ン
ジ
ン
の
衝
突
速
度

15
0ｍ

／
ｓ
と
す
る
。
 

以
下

に
Ｆ

－
４

Ｅ
Ｊ

改
の

航
空

機
条

件
を

適
切

に
設

定

し
，
上
記
条
件
と
比
較
す
る
。
 

Ｆ
－

４
の

事
故

要
因

の
う

ち
，

三
沢

対
地

訓
練

区
域

で

の
発

生
が

考
え

ら
れ

な
い

要
因

並
び

に
基

地
周

辺
及

び
訓

練
コ

ー
ス

近
傍

で
し

か
発

生
し

な
い

要
因

を
除

外
し

，
再

処
理

施
設

ま
で

到
達

す
る

可
能

性
が

あ
る

も
の

を
摘

出
す

る
と

，
エ

ン
ジ

ン
推

力
を

喪
失

す
る

場
合

が
挙

げ
ら

れ

る
。
 

エ
ン

ジ
ン

推
力

喪
失

時
の

パ
イ

ロ
ッ

ト
の

対
応

及
び

脱

出
時

の
速

度
は

，
前

述
の

場
合

と
同

じ
で

あ
り

，
ま

た
，

回
避

が
行

わ
れ

ず
に

航
空

機
が

施
設

ま
で

滑
空

す
る

こ
と

は
考

え
ら

れ
な

い
が

，
こ

こ
で

も
，

回
避

が
行

わ
れ

ず
に

最
良
滑
空
速
度
で
滑
空
す
る
場
合
を
想
定
す
る
。
 

航
空

機
の

質
量

は
，

文
献

や
三

沢
対

地
訓

練
区

域
で

訓

練
飛

行
中

の
Ｆ

－
１

の
外

部
搭

載
物

搭
載

状
況

を
昭

和
6
3

年
９

月
か

ら
６

年
間

に
わ

た
り

当
社

が
調

査
し

た
結

果
か

ら
2
2
ｔ

と
見

積
も

っ
た

。
Ｆ

－
１

の
観

測
結

果
に

基
づ

き

算
定

し
た

Ｆ
－

４
Ｅ

Ｊ
改

の
出

現
頻

度
を

第
1.
7
－

３
図

に

示
す

。
な

お
，

Ｆ
－

４
Ｅ

Ｊ
改

の
質

量
が

2
2
ｔ

を
超

え
る

場
合

が
わ

ず
か

に
あ

る
と

し
て

も
，

三
沢

対
地

訓
練

区
域

で
訓

練
飛

行
中

の
航

空
機

の
施

設
へ

の
墜

落
の

可
能

性
が

極
め

て
小

さ
い

こ
と

を
考

え
れ

ば
，

そ
の

よ
う

な
航

空
機

が
施
設
へ
墜
落
す
る
可
能
性
は
無
視
で
き
る
。
 

Ｆ
－

４
Ｅ

Ｊ
改

の
最

良
滑

空
速

度
を

上
式

に
よ

り
求

め

る
と

1
5
5
ｍ

／
ｓ

と
な

る
。

上
式

に
お

い
て

，
主

翼
面

積
は

4
9
.
2
ｍ

２
と

し
，

揚
力

係
数

及
び

抗
力

係
数

は
各

々
0
.
3
，

0
.
03

6 
と
す
る
。
 

Ｆ
－

４
Ｅ

Ｊ
改

を
対

象
と

し
た

衝
撃

荷
重

及
び

エ
ン

ジ

ン
に
係
る
条
件
と
し
て
航
空
機
の
質
量

22
ｔ
，
速
度

15
5ｍ

／
ｓ

か
ら

求
ま

る
衝

撃
荷

重
，

及
び

エ
ン

ジ
ン

の
質

量

1
.
74
5
ｔ

／
基

，
エ

ン
ジ

ン
吸

気
口

部
直

径
0
.9
92

ｍ
，

エ

ン
ジ
ン
の
衝
突
速
度

1
55
ｍ
／
ｓ
と
す
る
。
 

建
物

・
構

築
物

の
防

護
設

計
に

お
い

て
は

，
Ｆ

－
４

Ｅ

Ｊ
改

の
こ

れ
ら

の
条

件
か

ら
求

ま
る

衝
撃

荷
重

の
応

答
に

つ
い

て
評

価
し

た
結

果
，

前
述

の
航

空
機

の
質

量
2
0
ｔ

，

速
度

 
1
5
0
ｍ

／
ｓ

か
ら

求
ま

る
衝

撃
荷

重
の

応
答

を
上

回

る
も

の
で

は
な

い
こ

と
を

確
認

し
た

こ
と

か
ら

，
衝

撃
荷

重
に

係
る

条
件

と
し

て
，

Ｆ
－

1
6
の

諸
元

を
用

い
余

裕
を

考
慮

し
て

設
定

し
た

条
件

で
あ

る
航

空
機

の
質

量
2
0
ｔ

，

速
度

15
0ｍ

／
ｓ
か
ら
求
ま
る
衝
撃
荷
重
と
す
る
。
 

ま
た

，
貫

通
限

界
厚

さ
の

算
定

に
つ

い
て

も
Ｆ

－
４

Ｅ

Ｊ
改

を
考

慮
し

，
エ

ン
ジ

ン
に

係
る

条
件

と
し

て
，

Ｆ
－

1

6
の

諸
元

を
用

い
余

裕
を

考
慮

し
て

設
定

し
た

条
件

で
あ

る

エ
ン

ジ
ン

の
質

量
 
1
.
9
t
,
エ

ン
ジ

ン
吸

気
口

部
直

径
0
.
9
8

ｍ
及

び
エ

ン
ジ

ン
の

衝
突

速
度

 
1
5
0
ｍ

／
ｓ

並
び

に
Ｆ

－

４
Ｅ

Ｊ
改

を
対

象
と

し
た

条
件

で
あ

る
エ

ン
ジ

ン
の

質
量

1
.
7
4
5
ｔ

／
基

，
エ

ン
ジ

ン
吸

気
口

部
直

径
0
.
9
9
2
ｍ

及
び

エ
ン
ジ
ン
の
衝
突
速
度

15
5ｍ

／
ｓ
と
す
る
。
 

 1
.
7.

3.
4 

建
物
・
構
築
物
の
防
護
設
計
 

航
空

機
は

，
柔

な
機

体
と

そ
れ

に
比

べ
て

比
較

的
硬

い

さ
ら

に
，

建
物

・
構

築
物

の
防

護
設

計
に

お
い

て
は

，

余
裕

を
考

慮
し

，
航

空
機

の
質

量
2
0
ｔ

，
速

度
15
0
ｍ

／
ｓ

か
ら

求
ま

る
衝

撃
荷

重
を

用
い

る
。

ま
た

，
貫

通
限

界
厚

さ
の

算
定

に
つ

い
て

も
同

様
に

,
余

裕
を

考
慮

し
，

エ
ン

ジ

ン
の

質
量

1.
9
ｔ

，
エ

ン
ジ

ン
吸

気
口

部
直

径
0.
98

ｍ
，

エ

ン
ジ
ン
の
衝
突
速
度

15
0ｍ

／
ｓ
と
す
る
。
 

以
下

に
Ｆ

－
４

Ｅ
Ｊ

改
の

航
空

機
条

件
を

適
切

に
設

定

し
，
上
記
条
件
と
比
較
す
る
。
 

Ｆ
－

４
の

事
故

要
因

の
う

ち
，

三
沢

対
地

訓
練

区
域

で

の
発

生
が

考
え

ら
れ

な
い

要
因

並
び

に
基

地
周

辺
及

び
訓

練
コ

ー
ス

近
傍

で
し

か
発

生
し

な
い

要
因

を
除

外
し

，
再

処
理

施
設

ま
で

到
達

す
る

可
能

性
が

あ
る

も
の

を
摘

出
す

る
と

，
エ

ン
ジ

ン
推

力
を

喪
失

す
る

場
合

が
挙

げ
ら

れ

る
。
 

エ
ン

ジ
ン

推
力

喪
失

時
の

パ
イ

ロ
ッ

ト
の

対
応

及
び

脱

出
時

の
速

度
は

，
前

述
の

場
合

と
同

じ
で

あ
り

，
ま

た
，

回
避

が
行

わ
れ

ず
に

航
空

機
が

施
設

ま
で

滑
空

す
る

こ
と

は
考

え
ら

れ
な

い
が

，
こ

こ
で

も
，

回
避

が
行

わ
れ

ず
に

最
良
滑
空
速
度
で
滑
空
す
る
場
合
を
想
定
す
る
。
 

航
空

機
の

質
量

は
，

文
献

や
三

沢
対

地
訓

練
区

域
で

訓

練
飛

行
中

の
Ｆ

－
１

の
外

部
搭

載
物

搭
載

状
況

を
昭

和
6
3

年
９

月
か

ら
６

年
間

に
わ

た
り

当
社

が
調

査
し

た
結

果
か

ら
2
2
ｔ

と
見

積
も

っ
た

。
Ｆ

－
１

の
観

測
結

果
に

基
づ

き

算
定

し
た

Ｆ
－

４
Ｅ

Ｊ
改

の
出

現
頻

度
を

第
1.
7.
3
－

３
図

に
示

す
。

な
お

，
Ｆ

－
４

Ｅ
Ｊ

改
の

質
量

が
2
2
ｔ

を
超

え

る
場

合
が

わ
ず

か
に

あ
る

と
し

て
も

，
三

沢
対

地
訓

練
区

域
で

訓
練

飛
行

中
の

航
空

機
の

施
設

へ
の

墜
落

の
可

能
性

が
極

め
て

小
さ

い
こ

と
を

考
え

れ
ば

，
そ

の
よ

う
な

航
空

機
が
施
設
へ
墜
落
す
る
可
能
性
は
無
視
で
き
る
。
 

Ｆ
－

４
Ｅ

Ｊ
改

の
最

良
滑

空
速

度
を

上
式

に
よ

り
求

め

る
と

15
5
ｍ

／
ｓ

と
な

る
。

上
式

に
お

い
て

，
主

翼
面

積
は

4
9
.2

ｍ
２
と

し
，

揚
力

係
数

及
び

抗
力

係
数

は
各

々
0.
3
，

0
.
03
6と

す
る
。
 

Ｆ
－

４
Ｅ

Ｊ
改

を
対

象
と

し
た

衝
撃

荷
重

及
び

エ
ン

ジ

ン
に

係
る

条
件

と
し

て
航

空
機

の
質

量
22

ｔ
，

速
度

15
5
ｍ

／
ｓ

か
ら

求
ま

る
衝

撃
荷

重
，

及
び

エ
ン

ジ
ン

の
質

量

1
.
74
5
ｔ

／
基

，
エ

ン
ジ

ン
吸

気
口

部
直

径
0.
99

2
ｍ

，
エ

ン
ジ
ン
の
衝
突
速
度

15
5ｍ

／
ｓ
と
す
る
。
 

建
物

・
構

築
物

の
防

護
設

計
に

お
い

て
は

，
Ｆ

－
４

Ｅ

Ｊ
改

の
こ

れ
ら

の
条

件
か

ら
求

ま
る

衝
撃

荷
重

の
応

答
に

つ
い

て
評

価
し

た
結

果
，

前
述

の
航

空
機

の
質

量
2
0
ｔ

，

速
度

15
0
ｍ

／
ｓ

か
ら

求
ま

る
衝

撃
荷

重
の

応
答

を
上

回
る

も
の

で
は

な
い

こ
と

を
確

認
し

た
こ

と
か

ら
，

衝
撃

荷
重

に
係

る
条

件
と

し
て

，
Ｆ

－
1
6
の

諸
元

を
用

い
余

裕
を

考

慮
し

て
設

定
し

た
条

件
で

あ
る

航
空

機
の

質
量

2
0
ｔ

，
速

度
15
0ｍ

／
ｓ
か
ら
求
ま
る
衝
撃
荷
重
と
す
る
。
 

ま
た

，
貫

通
限

界
厚

さ
の

算
定

に
つ

い
て

も
Ｆ

－
４

Ｅ

Ｊ
改

を
考

慮
し

，
エ

ン
ジ

ン
に

係
る

条
件

と
し

て
，

Ｆ
－

1
6
の

諸
元

を
用

い
余

裕
を

考
慮

し
て

設
定

し
た

条
件

で
あ

る
エ

ン
ジ

ン
の

質
量

1.
9
t,

エ
ン

ジ
ン

吸
気

口
部

直
径

0.
9
8

ｍ
及

び
エ

ン
ジ

ン
の

衝
突

速
度

15
0
ｍ

／
ｓ

並
び

に
Ｆ

－
４

Ｅ
Ｊ

改
を

対
象

と
し

た
条

件
で

あ
る

エ
ン

ジ
ン

の
質

量

1
.
74
5
ｔ

／
基

，
エ

ン
ジ

ン
吸

気
口

部
直

径
0.
99
2
ｍ

及
び

エ
ン
ジ
ン
の
衝
突
速
度

15
5ｍ

／
ｓ
と
す
る
。
 

 1
.
7.

3.
4 

建
物
・
構
築
物
の
防
護
設
計
 

航
空

機
は

，
柔

な
機

体
と

そ
れ

に
比

べ
て

比
較

的
硬

い
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①
事
業
指
定
基
準
規
則
 

②
許
認
可
実
績
等
 

③
適
合
方
針
 

①
事
業
指
定
基
準
規
則
‐
②
許
認
可
実
績
等
‐

③
適
合
方
針
の
比
較
結
果
 

②
許
認
可
実
績
等
‐
③
適
合
方
針
の
本
文
比
較

結
果
 

エ
ン

ジ
ン

か
ら

構
成

さ
れ

て
い

る
と

い
う

構
造

的
特

徴
が

あ
り

，
航

空
機

衝
突

時
の

建
物

・
構

築
物

の
損

傷
の

評
価

に
お

い
て

は
，

比
較

的
硬

い
エ

ン
ジ

ン
の

衝
突

に
よ

る
貫

通
等

の
局

部
的

な
破

壊
と

機
体

全
体

の
衝

突
に

よ
る

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

版
等

の
全

体
的

な
破

壊
と

い
う

二
つ

の
現

象
を
考
慮
す
る
。
 

防
護

設
計

を
行

う
建

物
・

構
築

物
は

，
エ

ン
ジ

ン
の

衝

突
に

よ
る

貫
通

を
防

止
で

き
，

航
空

機
全

体
の

衝
撃

荷
重

に
よ

る
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

圧
縮

破
壊

及
び

鉄
筋

又
は

鋼
材

の
破

断
に

よ
る

版
の

全
体

的
な

破
壊

を
防

止
で

き
る

堅
固

な
構
造
と
す
る
。
 

壁
等

に
設

け
ら

れ
た

開
口

部
に

つ
い

て
，

開
口

面
積

の

大
き

い
も

の
は

，
迷

路
構

造
に

よ
り

開
口

内
部

を
直

接
見

込
め

な
い

構
造

と
す

る
こ

と
等

に
よ

っ
て

防
護

設
計

を
行

う
。
 

 
 

ま
た

，
航

空
機

が
再

処
理

施
設

ま
で

滑
空

す
る

場
合

に

は
，
東
又
は

南
方
向

か
ら
角
度

を
も

っ
て
施
設

に
向
か

う
と

考
え
ら
れ
る

が
，
安

全
側
の
設

計
と

し
て
，
荷

重
は
す

べ
て

の
方
向
の
壁

及
び
天

井
に
対
し

て
直

角
に
作
用

す
る
も

の
と

す
る
。
 

な
お

，
防

護
設

計
を

行
う

建
物

・
構

築
物

は
航

空
機

搭

載
燃

料
の

燃
焼

に
よ

る
火

災
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

こ
の

際
の

圧
力

影
響

は
，

無
視

で
き

る
ほ

ど
小

さ
い

た
め

考
慮
し
な
い
。
 

(１
) 

エ
ン

ジ
ン

に
よ

る
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
版

の
防

護
厚

さ
は

，
適

合
性

が
確

認
さ

れ
て

い
る

D
e
g
e
n
に

よ
る

剛
飛

来
物

の
貫

通
限

界
厚

さ
の

評
価

式
に

，
実

物
航

空
機

の

エ
ン

ジ
ン

を
用

い
た

実
験

か
ら

得
ら

れ
た

成
果

を
反

映

し
た

下
式

に
よ

り
求

め
ら

れ
る

貫
通

限
界

厚
さ

を
下

回

ら
な
い
も
の
と
す
る
。
 

ｅ
＝

O.
65
ｅ
’
 

た
だ
し
，
 

1.
52
≦
Ｘ
／
ｄ
≦
13
.4
2 
の
場
合
  
ｅ
'/
ｄ
＝
0.
69
+1
.2
9(
Ｘ
／

ｄ
）
 

1
.
52
≧
Ｘ
／
ｄ
 
 
 

 の
場
合
  
ｅ
'/
ｄ
＝
2.
2(
Ｘ
／
ｄ
)－

0.
3(
Ｘ
／
ｄ
)２
 

貫
入
深
さ

(Ｘ
)は

，
 

Ｘ
／
ｄ
≦

2.
0の

場
合
 

Ｘ
／
ｄ
＝
２
｛
(1
80
／
√f

c′
 )・

0.
72
d０

．
２
・
Ｄ
(Ｖ

／
10
00
)１

．
８

｝
０
．
５
 

Ｘ
／
ｄ
≧

2.
0の

場
合
 

Ｘ
／
ｄ
＝

(1
80
／
√f

c′
  )・

0.
72
ｄ

０
．
２
・
Ｄ

(Ｖ
／
1
00
0)

１
．

８
＋
１
 

 

こ
こ
で
，
 

ｅ
 

 :
 
貫
通
限
界
厚
さ

(ｉ
ｎ
) 

ｅ
’

 :
  
De
ge
n 
式
に
よ
る
貫
通
限
界
厚
さ

(ｉ
ｎ
) 

Ｘ
 

 :
 
貫
入
深
さ

(ｉ
ｎ
) 

ｄ
 

 :
 
エ
ン
ジ
ン
有
効
直
径

(ｉ
ｎ

) 

f
c
' 
 :
  
コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
縮
強
度

(ｌ
ｂ
ｆ
／
ｉ
ｎ

２
)
 

Ｄ
 

 :
 
Ｗ
／
ｄ

３
 
(ｌ

ｂ
ｆ
／
ｉ
ｎ

３
) 

Ｗ
 

 :
 
エ
ン
ジ
ン
重
量

(ｌ
ｂ
ｆ
)
 

Ｖ
 

 :
 
衝
突
速
度

(ｆ
ｔ
／
ｓ
）
 

な
お
，
エ
ン
ジ
ン
有
効
直
径
と
し
て
は
，
エ
ン
ジ
ン
吸
気

口
部
直
径
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。
 

 

エ
ン

ジ
ン

か
ら

構
成

さ
れ

て
い

る
と

い
う

構
造

的
特

徴
が

あ
り

，
航

空
機

衝
突

時
の

建
物

・
構

築
物

の
損

傷
の

評
価

に
お

い
て

は
，

比
較

的
硬

い
エ

ン
ジ

ン
の

衝
突

に
よ

る
貫

通
等

の
局

部
的

な
破

壊
と

機
体

全
体

の
衝

突
に

よ
る

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

版
等

の
全

体
的

な
破

壊
と

い
う

二
つ

の
現

象
を
考
慮
す
る
。
 

防
護

設
計

を
行

う
建

物
・

構
築

物
は

，
エ

ン
ジ

ン
の

衝

突
に

よ
る

貫
通

を
防

止
で

き
，

航
空

機
全

体
の

衝
撃

荷
重

に
よ

る
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

圧
縮

破
壊

及
び

鉄
筋

又
は

鋼
材

の
破

断
に

よ
る

版
の

全
体

的
な

破
壊

を
防

止
で

き
る

堅
固

な
構
造
と
す
る
。
 

壁
等

に
設

け
ら

れ
た

開
口

部
に

つ
い

て
，

開
口

面
積

の

大
き

い
も

の
は

，
迷

路
構

造
に

よ
り

開
口

内
部

を
直

接
見

込
め

な
い

構
造

と
す

る
こ

と
等

に
よ

っ
て

防
護

設
計

を
行

う
。
 

ま
た

，
航

空
機

が
再

処
理

施
設

ま
で

滑
空

す
る

場
合

に

は
，

東
又

は
南

方
向

か
ら

角
度

を
も

っ
て

施
設

に
向

か
う

と
考

え
ら

れ
る

が
，

安
全

側
の

設
計

と
し

て
，

荷
重

は
す

べ
て

の
方

向
の

壁
及

び
天

井
に

対
し

て
直

角
に

作
用

す
る

も
の
と
す
る
。
 

な
お

，
防

護
設

計
を

行
う

建
物

・
構

築
物

は
航

空
機

搭

載
燃

料
の

燃
焼

に
よ

る
火

災
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

こ
の

際
の

圧
力

影
響

は
，

無
視

で
き

る
ほ

ど
小

さ
い

た
め

考
慮
し
な
い
。
 

 
(１

) 
エ

ン
ジ
ン

に
よ
る

鉄
筋
コ
ン

ク
リ
ー

ト
版
の
防

護
厚
さ

は
，
適
合

性
が
確

認
さ
れ

て
い
る
Ｄ

ｅ
ｇ
ｅ

ｎ
に
よ

る
剛

飛
来
物
の

貫
通
限

界
厚
さ

の
評
価
式

に
，
実

物
航
空

機
の

エ
ン
ジ
ン

を
用
い

た
実
験

か
ら
得
ら

れ
た
成

果
を
反

映
し

た
下
式
に

よ
り
求

め
ら
れ

る
貫
通
限

界
厚
さ

を
下
回

ら
な

い
も
の
と
す
る
。
 

ｅ
＝

O.
65
ｅ
’
 

た
だ
し
，
 

1.
52
≦
Ｘ
／
ｄ
≦
13
.4
2 
の
場
合
  
ｅ
'/
ｄ
＝
0.
69
+1
.2
9(
Ｘ
／

ｄ
）
 

1
.
52
≧
Ｘ
／
ｄ
 
 
 

 の
場
合
  
ｅ
'/
ｄ
＝
2.
2(
Ｘ
／
ｄ
)－

0.
3(
Ｘ
／
ｄ
)２
 

貫
入
深
さ

(Ｘ
)は

，
 

Ｘ
／
ｄ
≦

2.
0の

場
合
 

Ｘ
／
ｄ
＝
２
｛
(1
80
／
√f

c′
 )・

0.
72
d０

．
２
・
Ｄ
(Ｖ

／
10
00
)１

．
８

｝
０
．
５
 

Ｘ
／
ｄ
≧

2.
0の

場
合
 

Ｘ
／
ｄ
＝

(1
80
／
√f

c′
  )・

0.
72
ｄ

０
．

２
・
Ｄ

(Ｖ
／
1
00
0)

１
．

８
＋
１
 

 

こ
こ
で
，
 

ｅ
 

 :
 
貫
通
限
界
厚
さ

(ｉ
ｎ
) 

ｅ
’

 :
  
De
ge
n 
式
に
よ
る
貫
通
限
界
厚
さ

(ｉ
ｎ
) 

Ｘ
 

 :
 
貫
入
深
さ

(ｉ
ｎ
) 

ｄ
 

 :
 
エ
ン
ジ
ン
有
効
直
径

(ｉ
ｎ

) 

f
c
' 
 :
  
コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
縮
強
度

(ｌ
ｂ
ｆ
／
ｉ
ｎ

２
)
 

Ｄ
 

 :
 
Ｗ
／
ｄ

３
 
(ｌ

ｂ
ｆ
／
ｉ
ｎ

３
) 

Ｗ
 

 :
 
エ
ン
ジ
ン
重
量

(ｌ
ｂ
ｆ
)
 

Ｖ
 

 :
 
衝
突
速
度

(ｆ
ｔ
／
ｓ
）
 

な
お
，
エ
ン
ジ
ン
有
効
直
径
と
し
て
は
，
エ
ン
ジ
ン
吸
気

口
部
直
径
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。
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(２
) 

機
体

全
体

の
衝

突
に

よ
る

建
物

・
構

築
物

の
破

壊
に

対
し

て
は

，
衝

撃
荷

重
を

用
い

た
版

の
応

答
解

析
を

行

い
，

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
圧

縮
破

壊
及

び
鉄

筋
又

は
鋼

材
の

破
断
を
生
じ
さ
せ
な
い
設
計
と
す
る
。
 

ａ
．

衝
撃

荷
重

は
，

R
i
e
r
a
 
が

理
論

的
に

導
い

た
評

価
式

に
，

実
物

航
空

機
を

用
い

た
実

験
か

ら
得

ら
れ

た
成

果

を
反
映
し
た
下
式
に
よ
り
求
め
る
。
 

Ｆ
(ｔ

)＝
Ｐ
ｃ
｛
ｘ

(ｔ
)｝

＋
 0
.9

μ
｛
ｘ
(ｔ

)｝
・
Ｖ

(
ｔ
)２

 

こ
こ
で
，
 

Ｆ
(ｔ

)
  

 
  
 

: 
衝
撃
荷
重

(Ｎ
)
 

Ｐ
ｃ
｛
ｘ

(ｔ
)｝

: 
衝
突
面
に
お
け
る
航
空
機
の
破
壊

強
度

(N
) 

μ
｛
ｘ

(ｔ
)｝

  
: 
衝
突
面
に
お
け
る
航
空
機
の
単
位

長
さ
当
た
り
の
質
量
（
ｋ
ｇ
／

ｍ
）
 

Ｖ
(ｔ

)
  
  
  

  
: 
衝
突
面
に
お
け
る
航
空
機
の
速
度

(
ｍ
／
ｓ
) 

ｘ
(ｔ

)
  
  
  

  
: 
時
刻
ｔ
に
お
け
る
機
体
軸
方
向
の

衝
突
位
置

(ｍ
) 

 
 

Ｐ
ｃ

｛
ｘ

(
ｔ

)
｝

及
び

μ
｛

ｘ
(
ｔ

)
｝

は
，

文
献

を
参

考
に

，
航

空
機

の
重

量
，

長
さ

に
合

わ
せ

て
策

定
し

，
設

計
に

用
い

る
衝

撃
荷

重
曲

線
は

，
上

式
に

よ
る

算
定

結
果

に
対

し
，

全
体

的
な

形
状

を
と

ら
え

，
力

積
が

下
回

ら
な

い
よ
う
に
平
滑
化
し
た
。
 

 
 

上
記

に
よ

り
得

ら
れ

た
衝

撃
荷

重
曲

線
を

第
1
.
7
－

２

図
に
示
す
。
 

ｂ
．

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
圧

縮
破

壊
及

び
鉄

筋
又

は
鋼

材
の

破
断

に
よ

る
版

の
破

壊
防

止
に

対
す

る
許

容
値

は
，

米

国
土

木
学

会
等

の
文

献
及

び
日

本
工

業
規

格
を

参
考

に

次
の
値
と
す
る
。
 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
圧
縮
歪

:6
,5
00
×

10
－
６
 

鉄
筋
及
び
鋼
材
の
引
張
歪

:6
0,
00
0×

10
－
６
 

                       

 

(２
) 

機
体

全
体

の
衝

突
に

よ
る

建
物

・
構

築
物

の
破

壊
に

対
し

て
は

，
衝

撃
荷

重
を

用
い

た
版

の
応

答
解

析
を

行

い
，

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
圧

縮
破

壊
及

び
鉄

筋
又

は
鋼

材
の

破
断
を
生
じ
さ
せ
な
い
設
計
と
す
る
。
 

ａ
．

衝
撃

荷
重

は
，

R
i
e
r
a
 
が

理
論

的
に

導
い

た
評

価
式

に
，

実
物

航
空

機
を

用
い

た
実

験
か

ら
得

ら
れ

た
成

果

を
反
映
し
た
下
式
に
よ
り
求
め
る
。
 

Ｆ
(ｔ

)＝
Ｐ
ｃ
｛
ｘ

(ｔ
)｝

＋
 0
.9

μ
｛
ｘ
(ｔ

)｝
・
Ｖ

(
ｔ
)２

 

こ
こ
で
，
 

Ｆ
(ｔ

)
  

 
  
 

: 
衝
撃
荷
重

(Ｎ
)
 

Ｐ
ｃ
｛
ｘ

(ｔ
)｝

: 
衝
突
面
に
お
け
る
航
空
機
の
破
壊

強
度

(N
) 

μ
｛
ｘ

(ｔ
)｝

  
: 
衝
突
面
に
お
け
る
航
空
機
の
単
位

長
さ
当
た
り
の
質
量
（
ｋ
ｇ
／

ｍ
）
 

Ｖ
(ｔ

)
  
  
  
  

: 
衝
突
面
に
お
け
る
航
空
機
の
速
度

(
ｍ
／
ｓ
) 

ｘ
(ｔ

)
  
  
  

  
: 
時
刻
ｔ
に
お
け
る
機
体
軸
方
向
の

衝
突
位
置

(ｍ
) 

 
 

Ｐ
ｃ

｛
ｘ

(
ｔ

)
｝

及
び

μ
｛

ｘ
(
ｔ

)
｝

は
，

文
献

を
参

考
に

，
航

空
機

の
重

量
，

長
さ

に
合

わ
せ

て
策

定
し

，
設

計
に

用
い

る
衝

撃
荷

重
曲

線
は

，
上

式
に

よ
る

算
定

結
果

に
対

し
，

全
体

的
な

形
状

を
と

ら
え

，
力

積
が

下
回

ら
な

い
よ
う
に
平
滑
化
し
た
。
 

 
 

上
記

に
よ

り
得

ら
れ

た
衝

撃
荷

重
曲

線
を

第
1
.
7
.
3
－

２
図
に
示
す
。
 

ｂ
．

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
圧

縮
破

壊
及

び
鉄

筋
又

は
鋼

材
の

破
断

に
よ

る
版

の
破

壊
防

止
に

対
す

る
許

容
値

は
，

米

国
土

木
学

会
等

の
文

献
及

び
日

本
産

業
規

格
を

参
考

に

次
の
値
と
す
る
。
 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
圧
縮
歪

:6
,5
00
×

10
－

６
 

鉄
筋
及
び
鋼
材
の
引
張
歪

:6
0,
00
0×

10
－

６
 

 

1
.
7.

3.
5 

航
空
機
落
下
確
率
評
価
 

航
空

機
落

下
確

率
評

価
に

当
た

っ
て

は
「

実
用

発
電

用

原
子

炉
施

設
へ

の
航

空
機

落
下

確
率

の
評

価
基

準
に

つ
い

て
」
（
平
成

14
・

07
・

2
9
原
院
第
４
号
（
平
成

1
4
年
７
月

3
0
日

 
原

子
力

安
全

・
保

安
院

制
定

）
）

（
以

下
「

航
空

機
落

下
評

価
ガ

イ
ド

」
と

い
う

。
）

等
に

基
づ

き
，

施
設

に
対
す
る
追
加
の
防
護
設
計
の
要
否
を
確
認
す
る
。
 

再
処

理
施

設
は

，
使

用
済

燃
料

の
受

入
れ

・
貯

蔵
，

前

処
理

，
分

離
，

精
製

等
の

工
程

ご
と

に
安

全
機

能
が

独
立

し
て

複
数

の
建

屋
で

構
成

さ
れ

て
い

る
こ

と
か

ら
，

工
程

単
位
で
評
価
を
行
う
。
 

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

は
，

そ
の

重
要

度
に

応
じ

て

そ
の

機
能

を
確

保
す

る
こ

と
が

要
求

さ
れ

て
い

る
こ

と
，

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

の
う

ち
安

全
上

重
要

な
施

設
は

そ
の

機
能

の
喪

失
に

よ
り

公
衆

及
び

従
事

者
に

過
度

の
放

                                    【
新
規
制
基
準
の
第
９
条
要
求
に
よ
る
変
更
】
 

航
空
機
落

下
に
つ

い
て
，
航

空
機
に

対
す
る

防
護
設
計

を
講
じ

て
い
る
こ

と
を
踏

ま
え
て
，

追
加
の
防

護
設

計
の
要

否
に
つ
い

て
確
認
し
た
結
果
を
規
則
へ
の
適
合
性
と
し
て
追
加
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射
線

被
ば

く
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

が
あ

る
こ

と
，

並
び

に
安

全
機

能
を

有
す

る
施

設
は

冷
却

，
水

素
掃

気
，

火
災

･
爆

発

の
防

止
，

臨
界

防
止

等
の

安
全

機
能

を
損

な
わ

な
い

こ
と

を
要

求
さ

れ
て

い
る

こ
と

か
ら

，
安

全
機

能
を

有
す

る
施

設
の

う
ち

安
全

上
重

要
な

施
設

を
収

納
す

る
建

屋
及

び
安

全
機

能
の

維
持

に
必

要
な

施
設

を
航

空
機

落
下

確
率

の
評

価
対
象
と
す
る
。
 

 (１
) 

評
価
対
象
と
す
る
航
空
機
落
下
事
故
の
選
定
 

航
空

機
落

下
に

つ
い

て
は

，
航

空
機

落
下

評
価

ガ
イ

ド
に

基
づ

き
，

航
空

機
落

下
事

故
の

分
類

ご
と

に
航

空

機
落
下
確
率
評
価
の
要
否
を
確
認
す
る
。
 

ａ
．
計
器
飛
行
方
式
民
間
航
空
機
の
落
下
事
故
 

(ａ
) 

飛
行

場
で

の
離

着
陸

時
に

お
け

る
落

下
事

故
に

つ
い

て
，

再
処

理
施
設

周
辺

に
立
地

す
る

三
沢

空
港

の
滑

走
路

端
か

ら
滑

走
路
方

向
に

対
し
て

±
60

°
の

扇
型

区
域

か
ら

外
れ

る
こ

と
か
ら

，
航

空
機
落

下
確

率
評

価
は

不
要

と
す

る
。
 

(ｂ
) 

航
空

路
を
巡

航
中

の
落

下
事
故

に
つ

い
て
，

再
処

理
施

設
上

空
に

航
空

法
第

37
条

に
基
づ

く
航

空
路

の
指

定
に

関
す

る
告

示
に
よ

り
指

定
さ
れ

て
い

る
航

空
路

は
存

在
し

な
い

が
，

航
空
路

誌
（

Ａ
Ｉ
Ｐ

）
に

掲
載

さ
れ

た
直

行
経

路
Ｍ

Ｉ
Ｓ

Ａ
Ｗ
Ａ

（
Ｍ

Ｉ
Ｓ
）

－
Ｃ

Ｈ
Ｉ

Ｔ
Ｏ

Ｓ
Ｅ

（
Ｚ

Ｙ
Ｔ

）
が

存
在
す

る
こ

と
か
ら

，
当

該
直

行
経

路
を

計
器

飛
行

方
式

民
間
航

空
機

が
飛
行

す
る

こ
と

を
想

定
し

，
航

空
機
落
下
確
率
評
価
を
行
う
。
 

ｂ
．
有
視
界
飛
行
方
式
民
間
航
空
機
の
落
下
事
故
 

再
処

理
施

設
上

空
の

三
沢

特
別

管
制

区
は

，
航

空
法

第
94

条
の
２
に
よ
り
計
器
飛
行
方
式
に
よ
ら
な
け
れ
ば

飛
行

し
て

は
な

ら
な

い
と

さ
れ

て
い

る
こ

と
か

ら
，

航

空
機
落
下
確
率
評
価
は
不
要
と
す
る
。
 

ｃ
．
自
衛
隊
機
又
は
米
軍
機
の
落
下
事
故
 

(a
) 

訓
練

空
域
内

で
訓
練

中
及

び
訓

練
空

域
外

を
飛

行
中

の

落
下

事
故

に
つ

い
て

，
再

処
理

施
設

の
上

空
に

訓
練

空

域
は

存
在

し
な

い
こ

と
か

ら
，

訓
練

空
域

外
を

飛
行

中

の
落

下
事

故
に

つ
い

て
，

航
空

機
落

下
確

率
評

価
を

行

う
。
 

(b
) 

基
地

－
訓
練

空
域
間

往
復

時
の

落
下

事
故

に
つ

い
て

，

再
処

理
施

設
は

，
基

地
－

訓
練

空
域

間
の

往
復

の
想

定

飛
行

範
囲

内
に

位
置

し
な

い
こ

と
か

ら
，

航
空

機
落

下

確
率
評
価
は
不
要
と
す
る
。
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(２
) 

評
価
対
象
と
す
る
航
空
機
落
下
事
故
 

評
価

対
象

と
す

る
航

空
機

落
下

事
故

は
，

国
内

に
お

け
る

落
下

事
故

と
し

，
対

象
期

間
は

計
器

飛
行

方
式

民

間
航
空
機
に
つ
い
て
は
平
成

1
1
年
１
月
か
ら
平
成

3
0
年

1
2
月
ま
で
の

20
年
間
，
自
衛
隊
機
又
は
米
軍
機
に
つ
い

て
は
平
成

1
1
年
４
月
か
ら
平
成

31
年
３
月
ま
で
の

20

年
間
と
す
る
。
 

ａ
．
計
器
飛
行
方
式
民
間
航
空
機
の
落
下
事
故
 

対
象

期
間

に
お

い
て

，
航

空
路

を
巡

航
中

の
落

下
事

故
は
発
生
し
て
い
な
い
が
，
安
全
側
に
事
故
件
数
を

0
.5

回
と
す
る
。
 

ｂ
．
自
衛
隊
機
又
は
米
軍
機
の
落
下
事
故
 

再
処

理
施

設
は

，
Ｆ

－
16

等
が

再
処

理
施

設
に

衝
突

し
た

場
合

で
も

，
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
版

等
の

機
体

全

体
の

衝
突

に
よ

る
全

体
的

な
破

壊
及

び
エ

ン
ジ

ン
の

衝

突
に

よ
る

局
部

的
な

破
壊

（
貫

通
及

び
裏

面
剥

離
）

に

よ
り

安
全

上
重

要
な

施
設

の
安

全
機

能
が

損
な

わ
れ

な

い
よ

う
，

原
則

と
し

て
建

物
全

体
を

外
壁

及
び

屋
根

に

よ
り
保
護
す
る
設
計
と
す
る
。
 

こ
れ

ら
を

踏
ま

え
，

再
処

理
施

設
の

う
ち

建
物

全
体

を
外

壁
及

び
屋

根
に

よ
り

保
護

す
る

設
計

と
す

る
建

物
・

構
築

物
に

対
す

る
航

空
機

落
下

確
率

評
価

に
お

い

て
は

，
航

空
機

落
下

評
価

ガ
イ

ド
の

「
有

視
界

飛
行

方

式
民

間
航

空
機

の
落

下
事

故
」

の
落

下
確

率
評

価
を

参

考
と

し
，

航
空

機
の

衝
突

に
よ

る
影

響
が

Ｆ
－

16
等

と

同
程

度
か

そ
れ

以
下

の
航

空
機

に
つ

い
て

は
，

有
視

界

飛
行

方
式

民
間

航
空

機
の

落
下

確
率

を
求

め
る

際
に

小

型
機
に
対
し
て
用
い
る
１
／

10
の
係
数
を
適
用
す
る
。
 

係
数
を
適
用
す
る
場
合
の
条
件
を
以
下
に
示
す
。
 

(a
) 

機
体
全
体
の
衝
突
に
よ
る
全
体
的
な
破
壊
 

全
体

的
な

破
壊

に
用

い
る

衝
撃

荷
重

の
設

定
要

素
と

な
る

機
体

重
量

及
び

速
度

の
い

ず
れ

も
Ｆ

－
16

等
の

防

護
設
計
条
件
を
下
回
る
場
合
は
係
数
を
適
用
す
る
。
 

(ｂ
) 

エ
ン
ジ
ン
の
衝
突
に
よ
る
局
部
的
な
破
壊
 

局
部

的
な

破
壊

に
用

い
る

貫
通

限
界

厚
さ

及
び

裏
面

剥
離

限
界

厚
さ

の
算

定
要

素
と

な
る

エ
ン

ジ
ン

重
量

及

び
速

度
の

い
ず

れ
も

Ｆ
－

16
等

の
防

護
設

計
条

件
を

下

回
る
場
合
は
係
数
を
適
用
す
る
。
 

評
価

対
象

と
す

る
航

空
機

落
下

事
故

は
，

自
衛

隊
機

1
0

回
（

う
ち

８
回

が
係

数
適

用
）

及
び

米
軍

機
３

回

（
う
ち
２
回
が
係
数
適
用
）
と
な
る
。
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(3)
 

標
的
面
積
の
設
定
 

再
処

理
施

設
は

，
使

用
済

燃
料

の
受

入
れ

・
貯

蔵
，

前
処

理
，

分
離

，
精

製
等

の
工

程
ご

と
に

安
全

機
能

が

独
立

し
て

複
数

の
建

屋
で

構
成

さ
れ

て
い

る
こ

と
か

ら
，

追
加

の
防

護
設

計
の

要
否

判
断

は
工

程
単

位
で

行

う
。

具
体

的
に

は
，

前
処

理
建

屋
等

の
安

全
上

重
要

な

施
設

を
収

納
す

る
建

屋
ご

と
に

，
当

該
建

屋
の

面
積

及

び
そ

の
施

設
の

安
全

機
能

の
維

持
に

必
要

な
施

設
（

安

全
冷

却
水

系
冷

却
塔

，
非

常
用

電
源

建
屋

及
び

制
御

建

屋
等

）
の

面
積

を
合

算
し

た
も

の
を

標
的

面
積

と
す

る
。
 

ま
た

，
安

全
圧

縮
空

気
系

，
安

全
冷

却
水

系
，

非
常

用
所

内
電

源
系

統
，

主
排

気
筒

，
安

全
保

護
回

路
及

び

安
全

上
重

要
な

計
測

制
御

系
の

安
全

上
重

要
な

施
設

に

係
る

建
物

・
構

築
物

間
に

敷
設

す
る

配
管

，
ダ

ク
ト

及

び
ケ

ー
ブ

ル
に

つ
い

て
は

，
地

下
に

位
置

す
る

洞
道

内

に
あ

り
，

航
空

機
落

下
の

影
響

を
受

け
る

お
そ

れ
が

な

い
こ
と
か
ら
標
的
面
積
に
は
含
め
な
い
。
 

工
程

単
位

で
安

全
上

重
要

な
施

設
を

収
納

す
る

建
屋

及
び

安
全

機
能

の
維

持
に

必
要

な
施

設
の

選
定

結
果

及

び
標
的
面
積
を
第

1
.7
.3
－
２
表
に
示
す
。
 

第
1
.7
.3
－
２
表
に
示
す
と
お
り
，
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
を

対
象

と
し

た
ウ

ラ
ン

・
プ

ル
ト

ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

及
び

安
全

機
能

の
維

持
に

必
要

な

施
設
の

面
積
を

合
算

し
た
場

合
の

0
.
04

3ｋ
ｍ

２
が

最
大

の
標

的
面

積
と

な
る

。
そ

の
う

ち
，

建
物

全
体

を
外

壁

及
び

屋
根

に
よ

り
保

護
す

る
設

計
と

す
る

建
物

・
構

築

物
に

つ
い

て
は

，
１

／
1
0

の
係

数
を

適
用

し
て

評
価

し
，
標

的
面
積
は

0
.0

3
1ｋ

ｍ
２
と

な
る

。
一
方

，
建
物

全
体

を
外

壁
及

び
屋

根
に

よ
り

保
護

す
る

設
計

と
し

な

い
建

物
・

構
築

物
に

つ
い

て
は

，
１

／
10

の
係

数
を

適

用
せ

ず
に

評
価

し
，

標
的

面
積

は
0
.0
12

ｋ
ｍ

２
と

な

る
。
 

 (4)
 

落
下
確
率
の
評
価
方
法
 

 
 

「
計
器
飛

行
方
式
民

間
航
空
機
」

及
び
「
自

衛
隊
機
又
は

米
軍

機
」

の
航

空
機

落
下

確
率

の
評

価
式

を
以

下
に

示

す
。
 

ａ
．
計
器
飛
行
方
式
民
間
航
空
機
 

Ｐ
ｃ
＝
 

ｆ
Ｃ
×
Ｎ

Ｃ
×

Ａ
 

Ｗ
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Ｐ

Ｃ
：
再
処
理
施
設
へ
の
巡
航
中
の
航
空
機
落
下
確

率
（
回
／
年
）
 

 
 
 
 
Ｎ

Ｃ
：
評
価
対
象
と
す
る
直
行
経
路
の
年
間
飛
行
回

数
（
飛
行
回
／
年
）
 

 
 
 
 
Ａ
：
再
処
理
施
設
の
標
的
面
積
（
ｋ
ｍ

２
）
 

 
 
 
 
Ｗ
：
航
空
路
幅
（
ｋ
ｍ
）
 

 
 
 
 
ｆ
ｃ
＝
Ｇ

Ｃ
／
Ｈ

Ｃ
：
単
位
飛
行
距
離
当
た
り
の
巡

航
中
の
落
下
事
故
率
 

（
回
／
（
飛
行
回
・
ｋ
ｍ
）
）

 

 
 
 
 
Ｇ

Ｃ
：
巡
航
中
事
故
件
数
（
回
）
 

 
 

 
 
Ｈ

Ｃ
：
延
べ
飛
行
距
離
（
飛
行
回
・
ｋ
ｍ
）
 

 

ｂ
．
自
衛
隊
機
又
は
米
軍
機
 

Ｐ
Ｓ

Ｏ
Ｘ
＝
Ｐ

Ｓ
Ｏ

１
＋
Ｐ

Ｓ
Ｏ

２
 

 
 
 
 

Ｐ
Ｓ

Ｏ
Ｘ
：

訓
練
空

域
外
を

飛
行
中

の
自
衛

隊
機

又
は

米
軍

機
の

再
処

理
施

設
へ

の
航

空
機

落
下

確
率
（
回
／
年
）
 

 
 

 
 

Ｐ
Ｓ

Ｏ
１
：

建
物
全

体
を
外

壁
及
び

屋
根
に

よ
り

保
護

す
る

設
計

と
す

る
再

処
理

施
設

へ
の

訓
練

空
域

外
を

飛
行

中
の

自
衛

隊
機

又
は

米
軍

機
の
航
空
機
落
下
確
率
（
回
／
年
）
 

 
 

 
 

Ｐ
Ｓ

Ｏ
２
：

建
物
全

体
を
外

壁
及
び

屋
根
に

よ
り

保
護

す
る

設
計

と
し

な
い

再
処

理
施

設
へ

の
訓

練
空

域
外

を
飛

行
中

の
自

衛
隊

機
又

は
米

軍
機
の
航
空
機
落
下
確
率
（
回
／
年
）
 

 

Ｐ
Ｓ

Ｏ
１
＝

（
 

ｆ
Ｓ

Ｏ

１
 

×
Ａ
１
×
α

)

＋
（
 

ｆ
Ｓ

Ｏ

２
 

×
Ａ

１
）
 

Ｓ
Ｏ
 

Ｓ
Ｏ
 

  
 
 
 

 
ｆ

Ｓ
Ｏ

１
：

係
数
を

適
用

す
る
航

空
機
に

よ
る
単
位

年
当

た
り

の
訓

練
空

域
外

落
下

事
故

率

（
回
／
年
）
 

 
 
 
 

 
ｆ

Ｓ
Ｏ

２
：

係
数
を

適
用

し
な
い

航
空
機

に
よ
る
単

位
年

当
た

り
の

訓
練

空
域

外
落

下
事

故

率
（
回
／
年
）
 

 
 

 
 

 
Ｓ

Ｏ
：

全
国

土
面

積
か

ら
全

国
の

陸
上

の
訓

練
空

域
の
面
積
を
除
い
た
面
積
（
ｋ
ｍ

２
）
 

 
 

 
 
 
Ａ
１

：
建
物
全
体

を
外
壁

及
び
屋
根
に

よ
り
保
護

す
る

設
計

と
す

る
再

処
理

施
設

の
標

的

面
積
（
ｋ
ｍ

２
）
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α
：

航
空

機
の

衝
突

に
よ

る
影

響
が

Ｆ
－

16

等
と

同
程

度
か

そ
れ

以
下

の
航

空
機

に

対
す
る
係
数
 

 

Ｐ
Ｓ

Ｏ
２
＝
（
 

ｆ
Ｓ

Ｏ
１
＋
ｆ

Ｓ
Ｏ

２
 

×
Ａ
２

 ）
 

Ｓ
Ｏ
 

  
 
 
 
 
ｆ

Ｓ
Ｏ
１
：
係
数
を
適
用
す
る
航
空
機
に
よ
る
単
位

年
当
た
り
の
訓
練
空
域
外
落
下
事
故
率

（
回
／
年
）
 

 
 
 
 
 
ｆ

Ｓ
Ｏ
２
：
係
数
を
適
用
し
な
い
航
空
機
に
よ
る
単

位
年
当
た
り
の
訓
練
空
域
外
落
下
事
故
率

（
回
／
年
）
 

 
 
 
 
 
Ｓ

Ｏ
：
全
国
土
面
積
か
ら
全
国
の
陸
上
の
訓
練
空

域
の
面
積
を
除
い
た
面
積
（
ｋ
ｍ

２
）
 

 
 
 
 
 
Ａ
２
：
建
物
全
体
を
外
壁
及
び
屋
根
に
よ
り
保
護

す
る
設
計
と
し
な
い
再
処
理
施
設
の
標
的

面
積
（
ｋ
ｍ

２
）
 

 

(５
) 
再
処
理
施
設
へ
の
航
空
機
落
下
確
率
 

再
処

理
施

設
へ

の
航

空
機

落
下

確
率

は
，

「
計

器
飛

行
方

式
民

間
航

空
機

」
及

び
「

自
衛

隊
機

又
は

米
軍

機
」
の
航
空
機
落
下
確
率
の
総
和
と
す
る
。
 

最
大

の
標

的
面

積
と

な
る

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

の
ウ

ラ
ン

・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋

及
び

安
全

機
能

の
維

持
に

必
要

な
施

設
を

対
象

と
し

た

場
合

，
計

器
飛

行
方

式
民

間
航

空
機

の
航

空
機

落
下

確

率
は

2
.3
×

10
-
1
0
（
回
／
年
）
，
自
衛
隊
機
又
は
米
軍
機

の
航

空
機

落
下

確
率

は
4
.5
×

10
－

８
（

回
／

年
）

，
航

空
機
落

下
確
率
の
総
和

は
，
4
.6
×
1
0－

８
（
回
／

年
）
と

な
り

，
防

護
設

計
の

判
断

基
準

で
あ

る
10

－
７
（

回
／

年
）

を
超

え
な

い
こ

と
か

ら
，

追
加

の
防

護
設

計
は

必

要
な
い
。
 

な
お

，
全

て
の

安
全

上
重

要
な

施
設

を
収

納
す

る
建

屋
及

び
安

全
機

能
の

維
持

に
必

要
な

施
設

の
面

積
を

合

算
し

た
場

合
の

航
空

機
落

下
確

率
の

総
和

は
，

8.
8×

1
0

－
８
（
回
／
年
）
と
な
る
。
 

工
程
単
位
の
航
空
機
落
下
確
率
を
第

1
.7
.3
－
３
表
に

示
す
。
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①
事
業
指
定
基
準
規
則
 

②
許
認
可
実
績
等
 

③
適
合
方
針
 

①
事
業
指
定
基
準
規
則
‐
②
許
認
可
実
績
等
‐

③
適
合
方
針
の
比
較
結
果
 

②
許
認
可
実
績
等
‐
③
適
合
方
針
の
本
文
比
較

結
果
 

 

1
.
8.

2 
基
本
的
立
地
条
件
 

 指
針
１
．
基
本
的
立
地
条
件
 

 
事

故
の

誘
因

を
排

除
し

，
災

害
の

拡
大

を
防
止

す
る

観
点
か
ら
，
再
処
理
施
設
 

の
立

地
地

点
及

び
そ

の
周

辺
に

お
け

る
以

下
の
事

象
を

検
討
し
，
安
全
確
保
上
支
 

障
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。
 

1
. 

自
然
環
境
 

(１
) 

地
震

，
津

波
，

地
す

べ
り

，
陥

没
，

台
風

，
高

潮
，
洪
水
，
異
常
寒
波
，
豪
雪
等
の
自
然
現
象
 

 
(２

) 
地
盤
，
地
耐
力
，
断
層
等
の
地
質
及
び
地
形
等
 

 
(３

) 
風
向
，
風
速
，
降
雨
量
等
の
気
象
 

 
(４

) 
河
川
，
地
下
水
等
の
水
象
及
び
水
理
 

2
．
 社

会
環
境
 

 
(１

) 
近
接
工
場
に
お
け
る
火
災
，
爆
発
等
 

 
(２

) 
航
空
機
事
故
等
に
よ
る
飛
来
物
等
 

 
(３

) 
水
の
利
用
状
況
，
飲
食
物
の
生
産
・
流
通
状
況
，

人
口
分
布
状
況
等
 

     適
合
の
た
め
の
設
計
方
針
 

1
. 

自
然
環
境
に
つ
い
て
 

 
地

震
，

津
波

，
地

す
べ

り
等

の
自

然
現

象
，

地
盤

，
地

耐

力
等

の
地

質
及

び
地

形
等

，
風

向
，

風
速

等
の

気
象

並
び

に

河
川

，
地

下
水

等
の

水
象

及
び

水
理

の
自

然
環

境
が

，
再

処

理
施

設
の

寿
命

期
間

を
通

じ
て

安
全

上
重

要
な

施
設

の
安

全

機
能

を
損

な
う

こ
と

の
な

い
よ

う
に

，
敷

地
及

び
周

辺
地

域

の
過

去
の

記
録

及
び

現
地

調
査

等
を

参
照

し
て

，
予

想
さ

れ

る
自

然
環

境
の

う
ち

最
も

過
酷

と
考

え
ら

れ
る

条
件

を
適

切

に
考

慮
し

て
，

事
故

の
誘

因
を

排
除

し
，

災
害

の
拡

大
を

防

止
す
る
観
点
か
ら
安
全
確
保
上
支
障
が
な
い
設
計
と
す
る
。
 

 

2
. 

社
会
環
境
に
つ
い
て
 

 
 (１

) 
近
接
工
場
の
火
災
・
爆
発
等
 

敷
地

付
近

に
は

，
む

つ
小

川
原

石
油

備
蓄

株
式

会
社

の
石

油
備

蓄
基

地
が

操
業

し
て

い
る

。
敷

地
に

隣
接

し

て
，

当
社

六
ヶ

所
濃

縮
・

埋
設

事
業

所
の

六
ヶ

所
ウ

ラ

ン
濃

縮
工

場
が

操
業

し
て

お
り

，
六

ヶ
所

低
レ

ベ
ル

放

射
性

廃
棄

物
埋

設
セ

ン
タ

ー
が

建
設

中
で

あ
る

。
ま

た
，

敷
地

内
に

は
，

廃
棄

物
管

理
施

設
が

建
設

中
で

あ

る
。
 

 
こ

れ
ら

の
工

場
等

の
う

ち
火

災
の

影
響

が
考

え
ら

れ
る

む
つ

小
川

原
石

油
備

蓄
株

式
会

社
の

石
油

備
蓄

基

地
の

万
一

の
火

災
等

を
想

定
し

て
も

，
距

離
的

に
離

れ

て
い

る
こ

と
か

ら
，

施
設

の
安

全
確

保
上

支
障

が
な

い
。
 

 (
２

) 
航
空
機
事
故
等
に
よ
る
飛
来
物
等
 

 
三

沢
対

地
訓

練
区

域
で

対
地

射
爆

撃
訓

練
飛

行
中

の
航

空
機
に
つ
い
て
は
，
当
区
域
が
再
処
理
施
設
の
南
方
向
約

1

0
ｋ
ｍ
と
離
れ
て
お
り
,
 ま

た
，
航
空
機
は
原
則
と
し
て
原

1
.
9.

9 
外
部
か
ら
の
衝
撃
に
よ
る
損
傷
の
防
止
 

（
外
部
か
ら
の
衝
撃
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）
 

第
九
条
 
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
，
想
定
さ
れ
る
自
然

現
象
（
地
震
及
び
津
波
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
も
安
全
機
能
を
損
な

わ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
安
全
上
重
要
な
施
設
は
，
当
該
安
全
上
重
要
な
施
設
に

大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
自

然
現
象
に
よ
り
当
該
安
全
上
重
要
な
施
設
に
作
用
す
る
衝

撃
及
び
設
計
基
準
事
故
時
に
生
ず
る
応
力
を
適
切
に
考
慮

し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
は
，
工
場
等
内
又
は
そ
の
周

辺
に
お
い
て
想
定
さ
れ
る
再
処
理
施
設
の
安
全
性
を
損
な

わ
せ
る
原
因
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
象
で
あ
っ
て
人
為

に
よ
る
も
の
（
故
意
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
対
し
て

安
全
機
能
を
損
な
わ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

  
適
合
の
た
め
の
設
計
方
針
 

第
１
項
及
び
第
２
項
に
つ
い
て
 

省
略
。
 

        

第
３

項
に
つ
い
て
 

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

は
，

設
計

基
準

に
お

い
て

想

定
さ

れ
る

人
為

事
象

に
対

し
て

再
処

理
施

設
の

安
全

性
を

損
な
わ
な
い
設
計
と
す
る
。
 

 

（
１

） 
航
空
機
落
下
 

航
空

機
落

下
評

価
ガ

イ
ド

等
に

基
づ

き
，

工
程

単
位

で

航
空

機
落

下
に

対
す

る
防

護
設

計
の

要
否

を
確

認
す

る
こ

と
と

し
，

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

の
う

ち
安

全
上

重
要

な
施

設
を

収
納

す
る

建
屋

及
び

安
全

機
能

の
維

持
に

必
要

な
施
設
を
対
象
に
，
航
空
機
落
下
確
率
評
価
を
行
っ
た
。
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①
事
業
指
定
基
準
規
則
 

②
許
認
可
実
績
等
 

③
適
合
方
針
 

①
事
業
指
定
基
準
規
則
‐
②
許
認
可
実
績
等
‐

③
適
合
方
針
の
比
較
結
果
 

②
許
認
可
実
績
等
‐
③
適
合
方
針
の
本
文
比
較

結
果
 

子
力

関
係

施
設

上
空

を
飛

行
し

な
い

よ
う

規
制

さ
れ

る
こ

と
等
か
ら

,航
空
機
が
施
設
に
墜
落
す
る
可
能
性
は
極
め
て

小
さ

い
が

，
当

区
域

で
多

く
の

訓
練

飛
行

が
行

わ
れ

て
い

る
と

い
う

立
地

地
点

固
有

の
社

会
環

境
等

を
配

慮
し

，
仮

に
訓

練
飛

行
中

の
航

空
機

が
施

設
に

墜
落

す
る

こ
と

を
想

定
し
て
も
安
全
確
保
上
支
障
が
な
い
よ
う
に
設
計
す
る
。
 

 
な

お
，

再
処

理
施

設
は

，
三

沢
空

港
及

び
三

沢
基

地
か

ら
北

方
向

約
2
8
ｋ

ｍ
，

定
期

航
空

路
か

ら
東

方
向

約
1
0
ｋ

ｍ
離

れ
て

お
り

，
離

着
陸

時
の

航
空

機
及

び
民

間
航

空
機

が
施
設
に
墜
落
す
る
可
能
性
は
無
視
で
き
る
。
 

 

建
物

全
体

を
外

壁
及

び
屋

根
に

よ
り

保
護

す
る

設
計

と

す
る

建
物

・
構

築
物

に
つ

い
て

は
１

／
10

の
係

数
を

適
用

し
た
。
 

最
大

の
標

的
面

積
と

な
る

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混

合
脱

硝
の

ウ
ラ

ン
・

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

及
び

安
全

機
能

の
維

持
に

必
要

な
施

設
を

対
象

と
し

た
場

合
，

計
器
飛
行
方
式
民
間
航
空
機
の
航
空
機
落
下
確
率
は

2.
3×

1
0-

1
0
（
回
／
年
）
，
自
衛
隊
機
又
は
米
軍
機
の
航
空
機
落
下

確
率
は

4.
5×

1
0－

８
（
回
／
年
）
，
航
空
機
落
下
確
率
の
総

和
は

4.
6×

1
0－

８
（
回
／
年
）
と
な
り
，
防
護
設
計
の
判
断

基
準

で
あ

る
10

－
７
回

／
年

を
超
え

な
い
こ

と
か
ら

，
追

加

の
防
護
設
計
は
必
要
な
い
。
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